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№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
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（中期目標） 

Ⅱ 県立広島大学に関する目標 

 「地域・ひろしま」を学びのフィールドとして最大限に活用した「教育」に重点を置き、教育の質の向上や地域・社会の課題解決に資する「研究」及び大学資源の地域への還元を通じた「地域貢献」を３本柱と位置付け大学運営に取り

組む。 

１ 教育の質の向上に関する目標 

 （１）育成すべき人材に関する目標 

専門的な知識・技能をベースとして、地域の課題について主体的に考え、解決に向けて行動できる実践力や、多様性を尊重する国際感覚、豊かなコミュニケーション能力を身に付け、生涯にわたり学び続ける自律的な学修者と

して、地域創生に貢献できる「課題探究型地域創生人材」の育成を行う。 

Ⅰ 県立広島大学の教育の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 

 「地域・ひろしま」を学びのフィールドとして最大限に活用した教育に重点を置き、地域の課題を自ら見つけ、解決に向けて主体的に行動できる実践力や、多様性を尊重する国際感覚、豊かなコミュニケーション能力、他者と協働す

る力を身に付け、生涯学び続ける自律的な学修者として、地域創生に貢献できる「課題探究型地域創生人材」の育成を目指す。 

１ 教育に関する取組 

１－１ 教育内容の質的向上・質的転換 

（１）教育プログラムの見直し 
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★ 

〔学部・学科等の再編〕 

 「地域・ひろしま」で学んだ知識や技

能を活用して、自ら課題を発見・解決

し、地域創生に貢献できる「課題探

究型地域創生人材」を適切かつ効果

的に育成するため、令和２年度に学

部・学科等の再編を行う。 

■ 学部・学科等再編後の新設課程におい

て、「課題探究型地域創生人材」の育成に向

けた教育プログラムの運営を円滑に実施する

とともに、「課題探究型地域創生人材ルーブリ

ック」、「アクティブ・ラーナー自己評価ルーブ

リック」、「学生による授業評価アンケート」等の

集計結果に基づき教学ＩＲシステムも活用して

検証し、必要に応じて、全学共通教育プログ

ラムの改善に取り組む。 

 

 

 

■ 地域創生学部において、令和４年度に実

施した「地域協働演習」「地域課題解決研究」

の結果を踏まえ、課題解決に協働して取り組

む学生への指導・支援体制の見直し・改善に

取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 大学教育実践センターにおいて、令和４年度授業評価アンケートを実施し、集計した報告

書「令和４年度『学生による授業評価』の概要」を学内で公表・共有した（令和５年４月）。 

  https://www.pu-hiroshima.ac.jp/uploaded/attachment/20339.pdf 

② 全学部において、 

 ・昨年度の授業評価アンケート結果を踏まえた授業改善点 

 ・履修者の反応を知るために学期中に実施した方法及びその結果を踏まえた授業改善点 

 ・期末アンケート結果から見た今後の課題 

 について、各教員が振り返り記録による自己省察を行うことで教育改善につなげた。 

③ 各教員の自己省察の記録を全体集計とともに学内で公表・共有することで、組織的な教

育改善を図った。 

 

 個別の取組  

＜地域文化コース＞ 

④ 地域文化コースにおいて、コース内教員だけでなくコース外教員を加えた卒業研究「地域

課題解決研究」に３年次生・４年次生が取り組み、卒業生11人がその成果をまとめた。 

⑤ コース FD研修会を実施（3/18）し、「課題探究型地域創生人材ルーブリック」をもとに各

教員が作成した自己評価のためのルーブリックについての実践報告を行い、共通認識を高

めた上で、その活用方法を検討した。 

＜地域産業コース＞ 

⑥ 地域産業コース（経営分野）において、「地域課題解決研究」に令和４年度から連携してい

る(株)ひろぎんエリアデザイン及び(株)せともすの担当者を招き、卒論中間報告を含む研究

会を実施した。 

⑦ 地域産業コース（情報分野）において、「地域協働演習」の中で、広島銀行及びNTTデー

タ中国の協力の下、中山間地域の抱える課題に対し、IT・デジタルの知識・スキルを活用し

た課題解決に取り組み、アイデア創出・ビジネスプラン作成を協働し、発表を行った。 

３ ３ 
 

★・・・重点項目、◆・・・数値目標を有する項目 
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■ 生物資源科学部において、令和４年度に

実施した「地域課題解決研究」の結果を踏ま

えて、課題解決に地域と協働で取り組む学生

への指導・運営体制の見直し・改善に取り組

む。 

＜健康科学コース＞ 

⑧ 健康科学コースにおいて、「地域課題解決研究」のテーマを４テーマ提供するとともに、コ

ースの FD活動として課題探究型地域創生人材ルーブリック活用についての検討を行っ

た。 

 

＜生物資源科学部＞ 

⑨ 生物資源科学部において、庄原市と協力し、学外で公開卒論発表会を実施し、「地域課

題解決研究」の研究成果を発表した。 

 

・以上のとおり、学部・学科等再編後の新教育プログラムの運営及び改善にあたり、円滑な運

営が可能となるよう、学部・学科・コース単位できめ細やかな準備や学生への説明を行った

上でプログラムの運営を行い、また、改善の取組を実施した上でアンケートにより検証するな

ど、年度計画を順調に実施した。 

2 〔人材育成目標及び学位授与方針

等の見直し〕 

全学（大学・大学院）及び各学部・

各専攻は、人材育成目標及び卒業

認定・学位授与の方針（ディプロマ・

ポリシー）、教育課程編成・実施の方

針（カリキュラム・ポリシー）、入学者

受入れの方針（アドミッション・ポリシ

ー）について、妥当性と整合性を検

証し、適切な見直しを行う。 

■ 入学者選抜状況、国家試験合格率を含
む学修成果、求人・就職状況、実習施設での
学生に対する評価、卒業生に対する評価な
どに基づいて、各学部等の人材育成目標との
整合性を検証する。（各学部・学科・コース、
大学教育実践センター） 
 
■ 全学（大学・大学院）及び各学部・各専攻
において、学部長・学科長・コース長や研究
科長・専攻長が中心となって、人材育成目標
及び卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・
ポリシー）、教育課程編成・実施の方針（カリキ
ュラム・ポリシー）、入学者受入れの方針（アド
ミッション・ポリシー）について、卒業（修了）時
の学生の満足度等に留意し、妥当性と整合
性を継続的に検証する。 

① 大学機関別認証評価における指摘事項を踏まえ、地域創生学部において、学士課程全

体のカリキュラム・ポリシーを念頭に、学修成果を評価する方法に関する方針を策定すると

ともに、アドミッション・ポリシーに基づいた入学者選抜の基本方針を策定の上、明示した。

（他学部においても随時の点検を行っているが、令和５年度に各ポリシーの見直し等はなし） 

② 同じく指摘事項を踏まえ、総合学術研究科及び各専攻において、ディプロマ・ポリシー、カ

リキュラム・ポリシー及びアドミッション・ポリシーの整合性・一貫性について点検・検証の上、

改正を行うとともに、カリキュラムの系統性・体系性を示すカリキュラムツリーを作成し、本学

ウェブ・サイトで公表した。 

  ポリシー https://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/38/grad-3policy.html 

  カリキュラムツリー https://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/38/post-505.html  

 

 卒業（修了）時の学生満足度 

  学部82.5％、総合学術研究科90.2％、経営管理研究科（HBMS）96.7％ 

   

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

3 〔教育プログラムの改善と構造の明示〕  

カリキュラム・ポリシーに基づき、

既設課程における教育プログラムの

適切な運営に努めるとともに、その

構造・体系を分かりやすく示すため、

科目間の関連、科目内容の難易を

表現するナンバリングや履修系統図

などの運用を適切に行う。 

また、学部・学科等再編後の教育

プログラムの具体化に向けては、高

大接続の視点も踏まえながら、特定

領域の専門性を深めるだけでなく、

幅広い知識の修得や複眼的な学修

を促すため、学部・学科の垣根を極

■ 大学教育実践センターと各学部・学科・コ

ースが連携し、学生に対する履修指導に履

修系統図（カリキュラムマップ）または履修モ

デルを引き続き活用する。また、令和４年度

に作成した詳細版カリキュラムマップは、学

生に対する体系的な履修指導に役立てるとと

もに、カリキュラムの点検や改善のために活

用する。 

 

■ 学部・学科等再編後の新設課程におい

て、専門性の異なる学生が協働して地域課

題などに取り組むことを通じて学びを深める

科目や、教育資源を活かした多様な副専攻

プログラムを提供するとともに、各授業科目に

① カリキュラムマップや履修モデルについて、各学部・学科等におけるコースガイダンスや期

初面談等で活用した。 

 

② 大学教育実践センターにおいて、大学の学修に必要な基礎知識やスキルを身に付けるこ

とを目指した全学共通教育科目「大学基礎セミナーⅠ」を実施し、専門性の異なる学生が協

働して学び合えるよう、コースを横断したクラス分けを行った。 

③ 「大学基礎セミナーⅡ」では「大学基礎セミナーⅠ」で修得した知識やスキルを活用して、

専門性の異なる学生がグループワークを通じて地域課題を発見し、その解決に向けて取り

組む授業を実践した。 

④ 「地域教養ゼミナールＡ・Ｂ」において、地域課題をエリア型（Ａ）とテーマ型（Ｂ）に分け合計

15の具体的な課題を設定し、地域が抱える諸問題について学ぶ機会を学生に提供した。

同科目は、３学部の学生が一緒に受講し学び合うことを目的とした少人数形式の演習科目

であり、令和５年度の受講者総数は延べ464人（令和４年度：延べ414人）となった。 

３ ３ 
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力低くし、経過選択制の導入の下で

編成する主専攻プログラム及び学生

が主体的に選択できる副専攻プログ

ラムを配置するとともに、学生の主体

的な学びを促す能動的学修「アクテ

ィブ・ラーニング」の一層の推進を図

る。 

おけるアクティブ・ラーニングの更なる拡大と

質の向上に向けた取組を推進する。 

⑤ 副専攻プログラムについて、資格取得に係る11プログラムと特定テーマに係る５プログラ

ムを実施した。（小項目No.11ー①） 

 

⑥ 各授業科目におけるアクティブ・ラーニングの例として、生物資源科学部「フィールド科学」

の中で広島県の令和５年度里山バイオマス利用拡大支援事業のプログラム共催を行った。  

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

（２）組織的な教育の実施と学修時間の実質的な増加・確保 

4 

◆ 

〔教育内容・方法の改善に資する取

組の推進〕 

 組織としての教育力の向上及び能

動的学修の導入など、学生の主体的

な学びを拡大するための教育内容・

方法の改善に向けて、ピアレビューの

拡充、授業改善（評価）アンケートの

組織的な活用、全学的な改革サイク

ルの確立に資するワークショップの開

催などを推進する。  

 

〔数値目標：アクティブ・ラーナーとし

ての資質が伸長したと実感できる学

生の割合… 90％〕 

〔数値目標：「主体性・協働性」の養成

に係る「アクティブ・ラーナー自己評

価ルーブリック」における本学が予め

設定するレベルに到達する学生の割

合… 75％（令和６年度）〕 

■ 大学教育実践センターにおいて、県立広

島大学アクティブ・ラーナー育成研修体系に

基づき、教職員向けの基本研修（基本的教育

技法、授業改善、シラバスの改善、ＩＣＴを用い

た授業実践等）を実施し、授業の質向上に努

める。 

① 大学教育実践センター研修部門「教職員研修ワーキンググループ」において、年度計画に

基づく６つの教職員向け基本研修を実施した。また、当該研修事業に係る評価の観点（４段

階評定尺度法）により評価した結果、全ての研修において成果があるとの評価「３」が概ね得

られ、初期の目的を達成することができた。 

３ 

 

３ 
 

 

研修名 目  的 主な対象者 実施時期 参加者 

大学運営 

本学の情報戦略の概要の理解と、Chat GPT（生成AI）について理解を

深める。特に、Chat GPT（生成AI）が高等教育現場にもたらす影響や、
育成する人材像の変化、Chat GPT（生成 AI）の活用に関連する注意

点等について理解を深める。 

全教職員 ７月４日 

156人 
広島68人 
庄原29人 
三原58人 

基本的教育技法 

授業法、シラバスの書き方等大学教育に求められる基本的な教育技

法を学ぶことで、アクティブ・ラーナー養成に求められる教授法の基
礎を身に付け、より良い大学教育の実現に寄与する資質・能力の育成 

新規採用 

教員 
（３年以内） 

８月８日 

21人 
広島 ５人 
庄原 １人 
三原 15人 

授業づくりにおけるメ
ンタルヘルス 

多様化する学生に対する適切な対処方法を知ることで、アクティブ・
ラーナー育成の効果的な指導方法や授業展開等について理解する 

全教職員 10月16日 

115人 
広島38人 
庄原23人 
三原54人 

教・職・学協働の理

解と実践 

教員・職員・学生が相互の意見交換を通じてそれぞれ意識を高め、協

働して、より良い大学教育の実現に寄与する資質・能力を育成 

全教職員・ 

全学生 
11月27日 

44人(11人) 
広島19人(４人) 
庄原６人(２人) 
三原19人(５人) 
（うち参加学生数） 

授業改善 

学生が大学生活や学修を通じて身につける力、また将来にわたり学

び続けるために社会で求められている資質・能力について理解し、学
生が目指すべき姿を明確化する 

全教職員・ 12月14日 

86人 
広島35人 
庄原12人 
三原35人 

授業ピアレビュー 
アクティブ・ラーナー育成に向けた授業改善を図るため、教職員及び

学生を含めた日常の授業公開及び参観の推進 
全教員 

５月２日 
～８月１日 

70人 
広島７人 
庄原４人 
三原59人 

９月25日 

～１月26日 

19人 
広島４人 
庄原３人 
三原12人 
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  ■ 学修者中心の教育への転換を促進する

ため、授業公開・授業参観（ピアレビュー）を全

学的に実施し、関係教員等の間で相互のフィ

ードバックを行い、授業改善に努める。 

〔ピアレビューの拡充〕 

② 前期・後期に授業ピアレビューを実施し、学生の視点に立った授業改善につなげるととも

に、参観した教職員や学生の資質・能力の向上を図った。 

  公開科目数：66科目（令和４年度42科目）、公開コマ数：278コマ（同109コマ）、 

  参観者数：89人（同82人） 

  
 

  ■ 各学部において、アクティブ・ラーニング

の推進や授業評価アンケートの組織的な活

用を継続する。 

 

〔アクティブ・ラーナーとしての資質が伸長し

たと実感できる学生の割合…90％〕 

 

〔「主体性・協働性」の養成に係る「アクティブ・

ラーナー自己評価ルーブリック」における本

学が予め設定するレベルに到達する学生の

割合… 50％〕 

〔FD活動の実施〕 

③ 大学教育実践センターが主導して、新規採用教員、昇任教員（計19人）を対象とした研

修会を実施した。 

④ 広島県教育委員会と連携して「広島県高等学校教育研究・実践合同発表会」（2/9同委

員会共催、参加者数204人）をオンラインで開催した。各学科・コース・センター及び各高

等学校が探究的な学びや授業改善等の実践事例を発表するとともに、意見交換等におい

て教育プログラムの改善につながる情報収集を行った。 

 

 〔アクティブ・ラーナーとしての資質が伸長したと実感できる学生の割合…83.7％（4年次）〕 

 〔「主体性・協働性」の養成に係る「アクティブ・ラーナー自己評価ルーブリック」における本学

が予め設定するレベルに到達する学生の割合…38.8％〕 

 

・以上のとおり、アクティブ・ラーナーとしての資質が伸長したと実感できる学生の割合、アクテ

ィブ・ラーナー自己評価ルーブリックにおける大学が予め設定するレベルに達成する学生の

割合ともに目標数値を達達成することができなかったが、教育内容・方法の改善に資する取

組を推進するにあたり、大学教育実践センターが主体となった取組はもとより、各学部・学科

においても教育内容を踏まえた取組を行っており、年度計画を順調に実施していると判断し

た。 

  
 

5 

◆ 

〔学修成果の把握と検証〕 

 学修成果に係る達成状況の把握に

向けて、客観的・具体的な指標を用

いた目標の設定に努めるとともに、そ

の成果を検証し、教育プログラムの

改善等を行う。 

 

〔数値目標：課題探究型地域創生人

材ルーブリックにおける最高評点を

100とした場合の学生の平均数値

… 75点（令和６年度）〕 

〔数値目標：外部評価テストにおける

本学が予め設定するレベルに到達

する学生の割合… 75％（令和６年

度）〕 

■ 全学生に対し、卒業時における到達目標

を明確に示した上で、「アクティブ・ラーナー

自己評価ルーブリック」、「課題探究型地域創

生人材ルーブリック」及びリテラシー・コンピテ

ンシーを測定する外部評価テストを継続実施

する。また、測定結果によって学修成果を把

握するとともに、結果を学生にフィードバック

することで動機付けを行い、更なる成長を促

す。 

 

■ 「課題探究型地域創生人材ルーブリック

の要素を含む科目別導入率」を５０％に向上

させるため、科目ルーブリック勉強会を継続

して開催し、教員への浸透を図る。 

① 「アクティブ・ラーナー自己評価ルーブリック」を活用し、学生自身が特定の授業科目につ

いて学力の３要素の観点から６段階で成長の自己評価を行うことによって、学生の主体的な

学修態度のデータを収集し、高等教育推進機構において分析を行って各学部・学科・コー

スへフィードバックした。 

② 「課題探究型地域創生人材ルーブリック」の各授業で用いる科目ルーブリックへの反映を

通して学生の成長を一層促すことを目指し、「人材育成目標の達成にかかるシラバス・ルー

ブリック研修会」を開催した（2/21、参加者数120人、90.0％が「非常にわかりやすかった・

わかりやすかった」と回答）。 

 

 

③ 科目別ルーブリックの導入について、広島県公立大学法人評価委員会の助言等を踏ま

え、優先的に当該ルーブリックを導入するターゲット科目の選定等に基づく測定方法の改善

を実施した。 

３ ３ 
 



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
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  ■ 地域文化コース（地域創生学部地域創

生学科）において、学生の履修状況に関する

情報をチューター等が共有し、教育の組織的

改善につなげる。学修成果の検証に係る取

組の一環として、学生に対して一部科目では

受検を必須とするなどして、「英語」「中国語」

「韓国・朝鮮語」の各種検定受検を勧め、課題

の把握と改善に引き続き取り組む。また、３・４

年次配当の「地域課題解決研究Ⅰ・Ⅱ」の活

動内容について授業評価などの結果を基に

成果を検証する。 

 個別の取組  

＜地域文化コース＞ 

④ 地域文化コースにおいて、学生が記入した履修状況確認シートの履修計画及びキャリア・

ポートフォリオ・ブックに基づいたチューター面談（期初面談）を行い、履修状況及び外国語

検定試験の受検の有無やスコアを確認し、主体的・継続的な学修と受検を奨励した。また、

学科・コース教員間で情報を共有し、個々の学生に対して必要な指導を行った。 

⑤ 「英語」の学修支援として、ｅラーニングによる自学自習を促進し、一定の成果を上げた。

令和５年度の学内TOEIC-IPテストにおいて、地域文化コースの受検者303人のうち550

以上のスコアだった者の割合は35.3％と、一定の成果を上げた（900点以上が４人、800

～899点が８人、700～799点が16人、600～699点が47人、550～599点が32

人）。 

⑥ 「中国語」については、中国語検定４級１人、３級２人、２級１人が合格した。 

⑦ 「韓国・朝鮮語」については、韓国語能力試験（TOPIC）中級（３級・４級）１人が合格した。 

  
 

  ■ 健康科学コース（同上）において、卒業時

の学生を対象に実施している教育プログラム

（カリキュラム）に関するアンケート調査等を継

続することで、学修成果の検証やカリキュラ

ムの見直しなどにつなげる。また、栄養教諭

養成プログラムの充実に向けて、学内関係部

局及び客員教授と連携した上で、効果的な

教育を行う。 

＜健康科学コース＞ 

⑧ 健康科学コースにおいて、単位の取得状況に基づく検証作業（全学年対象）をした。また、

学科独自の教育プログラム評価（４年次対象）を実施し、教育プログラム全体に対する満足

度は高く、令和６年３月卒業生で「とても満足」「満足」と回答した学生の割合は94.4％であっ

た。（回答者数36人、卒業生総数36人） 

⑨ 栄養教諭養成プログラムについて、客員教授と連携し「教育実習（栄養教諭）」に係る事

前・事後学修の内容を改善するとともに、同実習における学修成果を検証した。また、同プロ

グラムの充実に資する取組の一環として、広島県教育委員会や広島市内の小学校から外

部講師を招聘した。同養成プログラムに対する評価では、学生の100％が「よかった」と回

答した。 

  
 

  ■ 地域産業コース（同上）において、学部重

点事業「学外挑戦・交流型専門演習推進事

業」として、学生の専門性を育成する学外で

の取組を推進するとともに、参加者アンケート

を実施し、学修成果の把握や向上に努める。 

＜地域産業コース＞ 

⑩ 地域産業コースにおいて、学生の学外での取組を推進する「学外挑戦・交流型専門演習

推進事業」に87人が参加し、参加者アンケート（回答率100％）の結果、参加者98.9％が

「学外での演習は自身の大学や学外での学び、就職活動などにおいて役立った」と回答し、

100％が「後輩に専門演習（ゼミ）での学外演習を勧めたい」と回答した。 

   

  ■ 生物資源科学部において、学生アンケー

トの結果、ＧＰＡ値の推移、専門分野に係る資

格試験の受検状況や合格率の把握を組織的

に行う体制を運用し、学生の学修成果の把握

や検証に引き続き取り組む。 

＜生物資源科学部＞ 

⑪ 生物資源科学部において、バイオ技術者試験、農業技術検定、eco検定、環境測定分析

士の受検準備の支援を行い、その合格率により学修成果を確認・検証した。 

 ・中級バイオ技術者試験：受検者111人、合格者92人、合格率82.9％ 

 ・農業技術検定２級：受検者６人、合格者３人、合格率33.3％ 

 ・eco検定：受検者12人、合格者６人、合格率50.0％ 

 ・環境測定分析士３級：受検者14人、合格者11人、合格率78,6％ 
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 ■ 保健福祉学部において、チューターによ

る期初面談だけでなく、学修上の相談に常時

対応できるように科目担当教員を含めた教員

チームで連携した学修指導を継続して実施

する。 

＜保健福祉学部＞ 

⑫ 保健福祉学部において、チューターによる期初面談だけでなく、学修上の相談に常時対

応できるよう科目担当教員を含めた教員チームで連携した学修指導を行った。また、各コ

ースが学生相談室と連携を密にし、学生の情報を共有することで、きめ細かな配慮をしな

がら指導を行った。その結果、国家試験合格率について前年度と比べて特に作業療法学コ

ース（86.7％→96.2％）と人間福祉学コース（社会福祉士83.8％→97.7％、精神保健福祉

士87.0％→94.7％）で合格率が大きく向上した。さらに、前年度と比べ休学者は13人から

９人に減少し、復学者は０人から６人に増加したことも成果としてあげられる。 

   

  〔課題探究型地域創生人材ルーブリックにお

ける最高評点を100とした場合の学生の平

均数値… 75点〕 

 

〔課題探究型地域創生人材ルーブリックの要

素を含む科目別導入率… 50％〕 

 

〔外部評価テストにおける本学が予め設定す

るレベルに到達する学生の割合… 50％〕 

〔課題探究型地域創生人材ルーブリックにおける最高評点を100とした場合の学生の平均数

値…64.2点〕 

〔課題探究型地域創生人材ルーブリックの要素を含む科目導入率…12.7％（全体）、34.4％

（ターゲット科目中）〕 

〔外部評価テストにおける本学が予め設定するレベルに到達する学生の割合…73.4％〕 

 

・以上のとおり、人材育成目標の達成に向けて、年度計画における数値目標の一つである「課

題探究型地域創生人材ルーブリックにおける最高評点を100とした場合の学生の平均数値

及びルーブリックの要素を含む科目導入率は目標数値に達しなかったものの、外部評価テ

ストにおける本学が予め設定するレベルに達する学生の割合は目標数値を達成できている。

また、高等教育推進機構において学生の主体的な学修態度のデータを収集・分析・各学部

学科へのフィードバックを行うことにより、学修成果を把握し、教育プログラム等の改善につな

げており、年度計画を順調に実施していると判断した。 

   

6 〔適正な成績評価と単位認定〕 

 「県立広島大学学士課程における

成績評価指針」及び「成績評価ガイド

ライン」に基づいて適正な成績評価

と単位認定を行うとともに、その妥当

性の検証を行い、必要に応じて改定

を行う。 

■ 各学部等において、成績評価の指針・ガ

イドラインに基づいて適正な成績評価と単位

認定を行うとともに、必要に応じて、その妥当

性の検証を行い、改定を行う。 

① 大学教育実践センターにおいて、授業ごとにディプロマ・ポリシーと関連付けた到達目標を

明確に定め、その到達度から成績評価を行うことをシラバス作成ガイドラインに改めて明記

するとともに、シラバス作成に関する研修会を実施した。 

② 大学教育実践センターにおいて、全学共通教育科目の成績評価の指針・ガイドラインを点

検した上で、同指針・ガイドラインに基づき厳正な成績評価と単位認定を実施した。 

③ 成績評価について、評価基準、評点及び評価内容の基準を学生便覧に記載するととも

に、本学ウェブ・サイトにおいて公表し、広く学生に周知した。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

7 

 

〔シラバスの充実〕 

 各科目の各回の授業内容や、事前

学修等の具体的な指示等を含むシ

ラバス（授業計画）を作成し、学生に

よる主体的な事前・事後学修を促

す。また、大学ウェブ・サイトへの掲

載により、学内外に周知する。 

■ 大学教育実践センターにおいて、シラバ

スの充実に向けて同記載要領の周知の徹底

と、教員相互の確認・点検を着実に実施する

とともに、ウェブ・サイトへの掲載を通して、シ

ラバスを学内外に周知する。 

① 大学教育実践センターにおいて、コースカタログ・シラバスを作成する目的や意義、その

内容についてまとめた記載要領の内容を見直し、全教員（非常勤講師を含む）に周知した。 

② 課題等の記載内容の明確化や記入漏れの有無などについて、領域（科目区分）ごとに確

認するなど、教員相互により全学で組織的にシラバスの点検を行った。 

③ シラバス記載要領を新規採用教員研修で活用した。 

④ 大学教育実践センターにおいて、授業ごとにディプロマ・ポリシーと関連付けた到達目標を

明確に定め、その到達度から成績評価を改めてシラバス作成ガイドラインに明記するととも

に、シラバス作成に関する研修会を実施した。（小項目No.６ー①） 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
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8 

◆ 

〔学修時間の実質的な増加・確保と

その的確な把握〕 

 学生の主体的な学修を促す教育

内容と方法の工夫、並びに学修環境

の改善、学生の学修時間の実態把

握などにより、学生の学修時間の実

質的な増加・確保を促進する。 

 

〔数値目標：図書館（ラーニングコモ

ンズを含む）や学内自習室等を活用

して主体的に学修した学生の割合 

… 90％（令和６年度）〕 

■ 大学教育実践センターにおいて、学生の

アクティブ・ラーニングを促す取組を推進す

るとともに、学修支援アドバイザーの養成を継

続し、授業の質の向上に努める。 

① 大学教育実践センターにおいて、学生による学修支援の推進を図ることを目的に学修支

援アドバイザー（ＳＡ）ワーキンググループを設け、各キャンパスの委員を中心にＳＡを養成

するとともに、授業やガイダンス等での学修支援においてＳＡの活用を図った（ＳＡ登録者数

令和５年度102人、令和４年度111人）。 

② ＳＡの活動実績を評価し、３月末にＳＡ認定証を授与し、さらに特に積極的に活動したＳＡに

はＳＡ特別認定証を授与した（特別認定証：広島３人、庄原１人、三原４人／認定証：広島26

人、庄原２人、三原31人）。 

③ 「教・職・学」協働による教育改革ミーティング研修を開催し、授業支援や個別支援、公開

授業へのフィードバック（ピアレビュー）、教育研修への参加など、多岐にわたるSAの活動

実績を本学教職員に広く公開し、今後の教育活動へのＳＡ活用を図った。 

④ 「県立広島大学アクティブ・ラーナー育成研修体系」に基づく６つの基本研修を実施した。 

 

３ ３  

  ■ シラバスを通じた課題の明示や、オンラ

イン授業における教材（オンデマンドコンテン

ツなど）の充実により、学生の学修時間の増

加及び確保に努める。また、授業評価アンケ

ート等により、その状況を把握し、検証する。 

 

〔図書館（ラーニングコモンズを含む）や学内

自習室等を活用して主体的に学修した学生

の割合…80％〕 

〔シラバスによる課題の明示〕 

⑤ 大学教育実践センターにおいて、コースカタログ・シラバスを作成する目的や意義、その

内容についてまとめた記載要領の内容を見直し、全教員（非常勤講師を含む）に周知した。

（小項目No.７－①） 

⑥ 課題等の記載内容の明確化や記入漏れの有無などについて、領域（科目区分）ごとに確

認するなど、教員相互により全学で組織的にシラバスの点検を行った。（小項目No.７－②） 

 

〔図書館（ラーニングコモンズを含む）や学内自習室等を活用して主体的に学修した学生の割

合…56.8％〕 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔学修環境の充実〕 

⑦ オンライン授業における学修の充実のため、引き続きノートパソコン及びポケットWi-Fiの

貸出を行うとともに、PCヘルプサポートデスクを設置し、学生のオンライン学修に必要な環

境を整えた。また、オンライン授業での学修の充実のため、ｅラーニング教材「NetAcademy 

Next」の活用を推進した。 

⑧ 大学教育実践センターにおいて、学生の状況の把握や学修成果の検証に役立てるため、

全学において学生意識調査を実施し、調査結果をウェブ・サイトで公開した。 

 令和５年度実施分の総回答者数1,878人、回答率83.0％ 

 「学生意識調査・新入生意識調査」集計結果 

 https://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/general-education/attitude-survey-2024.html 

⑨ 授業外学修時間の調査を授業評価アンケートの中で実施し、前期702科目、後期754

科目で、その把握に努めた。全学部生を対象に行った令和５年度調査に基づく主体的な学

修状況の概要は、次表のとおりで、結果の概要は以下のとおり。 

・科目区分や前・後期の別により若干の差異はあるものの、89.9～95.0％の学生が授業外学

修を行っていると回答（詳細は下図のとおり）。 

⑩ 大学教育実践センターにおいて、「令和５年度『学生による授業評価』授業改善のための

アンケート」を実施し、学修状況や授業の満足度等を調査・把握し、結果の概要を全学に周

知した。 

  
 



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会評価 
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評価 

委員会 
評価 特記事項 

  ■ 地域産業コースにおいて、演習準備室

（経営学分野）及び令和４年度に新設したＩｏＴ

／ＡＩ実験室（情報学分野）の利用状況を踏ま

え、利用する学生が能動的に学修を進める

ために必要な環境整備を引き続き行う。 

 個別の取組  

＜地域産業コース＞ 

⑪ 地域産業コースにおいて、学生のアクティブ・ラーニングを促進するため、演習準備室（経

営学分野）に無線Wi-FI等を整備した。 

⑫ ＩｏＴ／ＡＩ実験室（情報学分野）については、学生が研究活動で主体的に利用できるよう、共

通利用の高性能計算機を整備した。また、学生による学会等での研究発表を支援するた

め、大判プリンター等を整備した。 

 

・以上のとおり、学生による学修支援の推進を図るため、ＳＡによる活動の拡大を図る取組を実

施することで、学生の学習意欲の向上を図ったことや、授業外学修の充実化に向けてシラバ

スの記載要領の見直しを行い、その結果として、学生の実質的な学修時間は概ね維持でき

ており、年度計画を順調に実施していると判断した。 

 なお、数値目標である図書館（ラーニングコモンズを含む）や学内自習室等を活用した主体

的な学修については目標数値を達成していないが、引き続きノートパソコン及びポケットWi-

Fiの貸出を行うとともに、ＰＣヘルプサポートデスクを設置し、学生のオンライン学修に必要な

環境を整えた。また、オンライン授業での学修の充実のため、ｅラーニング教材

「NetAcademy Next」の活用を推進し、学修環境の改善・充実に努めたことから、年度計画を

順調に実施したと判断した。 

  
 

   

令和５年度の学部専門科目等における主体的な学修時間（１日当たりの１週間の平均）  ※（ ）は４年度結果 

 

区 分 

前期科目の学修時間 後期科目の学修時間 
4時間以上
又は1時間
以上 

2時間以上又は
30分以上1時間

未満 

2時間未満又
は30分未満 

全くして 
いない 

4時間以上又は
1時間以上 

2時間以上又は
30分以上1時

間未満 

2時間未満又は
30分未満 

全くして 
いない 

地域創生 
16.4 

（20.5） 

36.4 

（38.4） 

42.3 

（37.6） 

4.9 

（3.4） 

16.3 

（18.5） 

37.5 

（32.3） 

38.5 

（43.1） 

7.6 

（6.1） 

生物資源科学 
21.8 

（17.7） 

39.2 

（44.7） 

36.2 

（35.1） 

2.8 

（2.4） 

13.8 

（22.9） 

39.3 

（38.4） 

40.6 

（36.1） 

6.2 

（2.6） 

保健福祉 
22.5 

（23.8） 

36.9 

（42.4） 

34.8 

（31.7） 

5.8 

（2.1） 

19.0 

（27.7） 

34.5 

（42.2） 

42.7 

（27.7） 

3.9 

（0.2） 
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（３）全学的な教学マネジメントの確立 

9 

★ 

〔全学的な教学マネジメントの確立〕 

学長を中心として、アクティブ・ラ

ーニングの推進や学修成果の検証、

高大接続に係る方針決定等の教育

改革を主導する組織「高等教育推進

機構（仮称）」を新設し、全学的な教

学マネジメントの確立を目指す。 

また、学部・学科の枠を越えた教

育プログラムの戦略的な編成や提供

等を推進するため、教育組織と教員

組織を分離する仕組みを導入すると

ともに、ＩＲによる教育成果の把握・検

証を通じて、更なる改善につなげる

教学マネジメントサイクルを展開す

る。 

■ 高等教育推進機構において、学修成果

の把握とフィードバックを継続実施する。ま

た、エビデンスに基づく教学マネジメントの確

立を推進し、計画の実効性を確保するため、

必要に応じて同機構中期計画の見直しを進

める。 

 

 

■ 学部・学科の枠を超えた教育プログラム

の提供等を推進するため、学部学科等再編

の総括を継続しながら、教・教分離によるねら

い、得られる効果を明確にした上で、その導

入について検討する。 

① 「課題探究型地域創生人材ルーブリック」及び「アクティブ・ラーナー自己評価ルーブリッ

ク」について、学生個人の自己評価結果をレポート形式で集約した「『課題探究型地域創生

人材』としての学修活動・成果 自己評価レポート」を作成し、各学生に配付することで、学修

成果を学生にフィードバックするポートフォリオの運用を継続した。 

② 高等教育推進機構中期計画に記載している科目別ルーブリックの導入について、広島県

公立大学法人評価委員会の助言等を踏まえ、優先的にルーブリックを導入するターゲット

科目の選定等に基づく測定方法の改善を実施した。 

 

③ 教・教分離の導入検討については、令和４年度学部等再編推進委員会において、学部・

学科の枠を超えた教育プログラムの実現のために必要となる目指す姿を明確化することと

なった。これを受けて、令和５年度は、学部等再編推進委員会及びその部会等における「県

立広島大学における情報系分野の将来構想中間まとめ」を踏まえた検討において、デジタ

ルリテラシー科目の全学拡充など、学部・学科の枠を超えた教育プログラムの具体化に向

けた検討を進めた。 

 

・以上のとおり、ルーブリック等による学修成果の把握とフィードバックに係る取組により教学マ

ネジメントの確立を推進したこと、また、教・教分離の導入検討については、学部・学科の枠を

超えた教育プログラムの実現のため、本学が目指す姿を明確化し、この具体化に向けた検

討を進めたことから、自己評価を「３」とした。 

３ ３ 
 

（４）教育システムの再編と教育プログラムの再構築 

10 〔全学共通教育推進体制の強化〕 

 社会人としての基礎力、汎用的能

力、幅広い教養、異文化理解・活用

力を身に付け、グローバル化が進む

企業や地域社会で活躍できる実践

力のある人材を育成するため、全学

共通教育を推進・統括する「全学共

通教育センター（仮称）」を設置し、全

学共通教育の充実を図る。 

■ 大学教育実践センターと各学部等が連

携し、全学共通教育プログラムについて学生

による授業評価アンケート等の結果を踏ま

え、全学共通教育の充実を図る。 

① 大学教育実践センターにおいて、全学共通教育部門会議を４回開催し、全学共通教育プ

ログラムの点検及びその充実に向けた協議を行った。 

② 授業評価アンケートにおける全学共通教育科目の結果や、同科目を担当する各教員のコ

メント（自己省察の記録）について、上記部門会議の委員で共有し、各委員が科目担当主任

として管轄する科目群の教員コメントを閲覧の上、現状と課題について意見をまとめ、部門

長による全体の総括コメント（総評）を作成した。 

 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

11 

◆ 

〔副専攻プログラムの導入と他学部

履修等の促進〕 

 広い視野と専門性を兼ね備えた人

材の育成、高い到達目標への挑戦

など、多様化する学生のニーズに応

じた学びの機会を提供するため、主

専攻分野の内外で体系的に学ぶこと

ができる副専攻プログラムを配置し、

発展的学修や他学部履修が可能に

なる教育プログラムを提供する。  

〔数値目標：幅広い学びができたと実

感できる学生の割合 … 90％〕 

■ 各学部等において、学生の幅広い学びに

資する開放科目や副専攻プログラム等を提

供する。また、学部・学科等の垣根を越えて

提供できる副専攻プログラムの更なる開発を

進める。 

 

■ 既存の副専攻プログラムについて、学生

の履修状況を検証し、改善に向けて継続的

に取り組む。 

 

〔幅広い学びができたと実感できる学生の割

合…90％〕 

〔幅広い学びの提供〕 

① 学部・学科等再編に合わせて開設した副専攻プログラムについて、資格取得に係る11プ

ログラムと特定テーマに係る５プログラムを実施した。このうち、５つのプログラムについては

全学の学生が履修できるよう設計しており、各プログラムの認定者は次のとおりであった。 

 ・多文化コミュニケーションプログラム ４人 

 ・ITパスポート資格取得プログラム １人 

 ・会計・金融プロフェッション育成（初級・上級）プログラム 初級４人・上級2人 

 ・IoT・AI 応用技術認定（初級・中級・上級）プログラム 初級16人・中級16人・上級１人 

 ・地域課題解決リーダー養成プログラム１人 

 

② 副専攻プログラムの履修状況及び修了認定状況について、令和５年度第２回教育推進部

門会議で確認のうえ検証を行った。 

３ ３ 
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〔幅広い学びができたと実感できる学生の割合…86.8％（４年次）〕 

 

・以上のとおり、副専攻プログラムの導入と他学部履修等の促進を推進するにあたり、学部・学

科等の垣根を越えて全学の学生が履修できる副専攻プログラムを実施することで、発展的

学修や他学部履修が可能となる教育プログラムを提供した。数値目標である幅広い学びが

できたと実感できる学生の割合について概ね達成しており、年度計画を順調に実施した。 

１－２ 意欲ある学生の確保 

12 〔アドミッション・ポリシーの明確化と発

信〕 

 アドミッション・ポリシーについて、デ

ィプロマ・ポリシーとの整合性の観点

から点検・見直しを行い、受け入れる

学生像を明確にし、学内外に積極的

に周知する。 

■ 意欲ある優れた学生の確保及びアドミッ
ション・ポリシーにふさわしい入学者を確保す
るため、引き続き県立広島大学の魅力や価
値、アドミッション・ポリシー等をソーシャル・ネ
ットワーク・サービス（ＳＮＳ）やウェブ・サイトの充
実を図りながら、これらを有効に活用して発
信するとともに、高校訪問、公開授業、オー
プンキャンパス、高大連携公開講座等の機
会を通じて周知を行う。 

① 意欲ある優れた学生の確保のため、引き続き本学の魅力や価値、アドミッション・ポリシー

等をＳＮＳ（LINE、X（旧Twitter）、Instagram）やウェブ・サイトを用いて発信した。 

② オープンキャンパス、大学説明会、進学相談会等にて、本学の魅力や価値、アドミッショ

ン・ポリシー等を周知した。 
 

 令和4年度 令和5年度 

オープンキャンパス（参加者数） 2,351人 4,615人 

大学説明会（参加者数） 693人 716人 

進学相談会（開催数） 13回 8回 
 
 個別の取組  

＜地域文化コース＞ 

③ 地域文化コースにおいて、オープンキャンパスを活用した「高校生『広島推し』プレゼンテ

ーションコンテスト」の開催（12校15チーム75人が参加、実施状況はテレビ放映され

た）、卒業生が語るセッション、演習体験セッションを通して、地域文化コースの学びに対す

る理解と関心を高めた。さらに、「映画で学ぶアメリカ文学」として８グループ22人の高校生

が研究発表を行い、様々な問題について議論を行うなど、これらのオープンキャンパスに

おける取組を通じて、地域創生学部における地域文化研究の特長を伝えるイベントとして高

校生に広くアピールすることができた。 

＜生物資源科学部＞ 

④ 生物資源科学部において、高校生を対象とした「秋の公開実習」（10/28）を開催し、普段

の授業・実習を実際に体験する機会を設け、39人（うち高校生31人保護者８人）が参加し

た。 

＜看護学コース＞ 

⑤ 看護学コースにおいて、高校生を対象とした「看護学コースキャンパス体験2024春」

（3/26）を開催し、体験授業、演習、コース紹介、希望者への教員による個別相談を行った

（参加者171人）。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
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13 

 

〔入学者選抜方法の改善〕 

 国の入試改革の動向や志願状況

等に基づき、多面的かつ総合的な選

抜方法への転換を図る。また、社会

的な情勢変化や地域の要請を踏ま

え、学生収容定員の適正な規模に

ついて検討する。 

■ 入試改革の動向や志願状況等に基づ

き、多面的かつ総合的な選抜方法について、

引き続き導入を検討する。 

 

■ 高等教育推進機構に令和４年度に新設

したアドミッション戦略会議が中心となり、新

学習指導要領に基づいた入学者選抜に係る

見直しについて、令和５年６月の公表に向け

て入試制度の検討及び入試制度設計を進め

る。 

① アドミッション戦略会議を中心として、新学習指導要領に基づいた入学者選抜に係る見直

しを行い、令和７年度の入試制度の内容について令和５年３月及び10月に公表した。 

 

② 多面的かつ総合的な選抜方法の見直しや年内入試の拡大などについて、アドミッション戦

略会議において検討した。を継続する。 

 

 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

14 

★ 

〔戦略的な広報による優秀な学生の

確保〕 

 優秀な学生を確保するため、オー

プンキャンパスや高校訪問・高大接

続事業等により、高大接続を重視し

た教育プログラムの魅力等を高校生

や高校教員、保護者に確実に伝える

広報活動を積極的に行うとともに、受

験生の志望動機等の分析結果を広

報活動に反映させる。 

■ 各学部において、大学説明会やオープ

ンキャンパス、高大連携公開講座、授業公

開、高校訪問等を通して高校生に分かりやす

く発信し、入試広報に全学的に取り組む。 

 

■ 意欲ある優れた学生を確保するため、本

学の特色や魅力、並びに卒業生の活躍など

受験生のニーズに即したコンテンツを学生ブ

ランドアンバサダーとも協働して作成し、ＳＮＳ

やウェブ・サイト等から複合的に発信すること

で、シナジー効果を狙った入試広報活動を展

開する。また、進路決定に強い影響力のある

受験生の保護者に対する情報発信も積極的

に実施する。 

① 意欲ある優れた学生を確保するため、次の取組を実施した。 

 ・模擬講義（59件）や高校訪問（165校） 

 ・高校生を対象とした公開講座の開催（高校生のための経営学入門講座、健康科学連続講

座、応用情報学連続講座－情報学で何ができるのか－、応用情報学連続ミニゼミナール

－研究室で学ぶ応用情報学－、遺伝子解析、医療職の仕事とは～受験生対象、アンケ

ート調査を企画し，調査票を作成してみよう！、児童福祉の最前線の実践について学ぼ

う！、It's Your Life,It's Your Choice（あなたの人生はあなた次第）～生と性のハナシ～、障

害者支援とソーシャルワークの基礎知識、認知症について知ろう・考えよう、高校生と考え

る「子ども虐待」） 

 ・地域文化コースにおけるオープンキャンパスを活用した「高校生『広島推し』プレゼンテーシ

ョンコンテスト」の開催 

 ・生物資源科学部独自の「秋の公開実習」の開催 

 ・看護学コース独自の「看護学コースキャンパス体験2024春」の開催 

 ・各学科・コースのウェブ・サイトやＳＮＳを活用した高校生にとってタイムリーな情報の提供 

 

② 受験生の心情により近い「けんひろ学生ブランドアンバサダー」の意見を取り入れ、受験生

のニーズに合ったコンテンツを制作し、本学の特色、魅力、卒業生の活躍などをウェブ・サイ

トやＳＮＳ等を用いて積極的に発信した。 

③ 大学説明会やオープンキャンパスに参加した高校生に対して、本学への受験につながる

ようシステムを活用したＤＭ配信を新たに実施した。 

④ 受験生の保護者をターゲットとしたウェブ・サイト、プレスリリース、ＳＮＳを用いた情報発信を

実施した。 

３ ３ 
 

  ■ 教学ＩＲ推進室を中心として、教学データ

の収集・分析を継続して行い、「課題探究型

地域創生人材」として育成する学生の特徴把

握を一層進める。 

⑤ 教学 IR推進室において、全国的に「年内入試」の比率が高まっている状況に鑑み、関係

するデータに基づき年内入試を重視する方向性をアドミッション戦略会議で提案した。 

 

・以上のとおり、戦略的な広報による意欲ある優れた学生の確保を推進するとともに、調査・分

析結果に基づく状況・時期に合わせた広報施策を実施したほか、学生アンバサダーの意見

を取り入れ、受験生のニーズに合ったコンテンツを制作し、積極的に発信したほか、受験生

の保護者向けに情報発信し、年度計画を順調に実施した。 

   



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会評価 

年度計画の進捗状況等 自己 
評価 

委員会 
評価 特記事項 

15 〔社会人の受入れ促進〕 

 各学部及び研究科の各専攻は、社

会人特別選抜入試や科目等履修

生・聴講生の受入れ、長期履修制度

の運用など、社会人の受入れを積極

的に行い、社会人教育の充実を図

る。 

■ 社会人特別選抜入試や科目等履修生・

聴講生の受入れなど、社会人の受入れを引

き続き実施する。 

〔社会人特別選抜の状況〕 

① 令和６年度入試（社会人特別選抜）において、学部では２人（１人）が合格・入学、総合学術

研究科では21人（21人）が合格・入学した。 ※（ ）は令和５年度入学者選抜 

〔科目等履修生・聴講生等〕 

② 科目等履修生15人（学部15人）、聴講生６人（学部５人、総合学術研究科１人）を受け

入れた。 

③ HBMSにおいて、科目等履修生前期13人後期31人、25科目を受け入れた。令和５年

度科目等履修生34人のうち、14人が令和６年度入学者選抜試験を受験した。 

３ ３ 
 

 ■ 総合学術研究科において、長期履修制

度について、社会情勢の変化に対応した学

修支援を行うために、入学後においても長期

履修申請期間を設けるよう制度改正をしたこ

とを受け、制度を適切に運用し、学修機会の

充実を図る。 

〔長期履修制度の運用〕 

④ 総合学術研究科において、社会人の大学院生18人が長期履修制度を利用し、狙い通り

の活用がされた。 

 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

（中期目標） 

（２）学士課程教育に関する目標 

○ 大学での「学びの基礎基盤」となる力、また、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」及び「主体性・協働性」を伴った「幅広い教養」を全学共通で育成するため、全学共通教育の充実を図るとともに、推進体制の強化を図る。  
○ 特定領域の専門性を深めるだけでなく、幅広い知識の修得や複眼的な学修を促すため、学部・学科の垣根を極力低くし、経過選択型の主専攻教育プログラム及び学生が主体的に選択できる副専攻プログラムを配置するととも 

に、学生の主体的な学びを促す能動的学修「アクティブ・ラーニング」の導入を一層推進する。 
○ 多様性を尊重する国際感覚や豊かなコミュニケーション能力を育成するため、全学共通教育プログラムの充実を図るとともに、海外の大学との提携や学生に対する支援を強化し、学生の海外留学や留学生の受入れを推進す

る。 
○ 教員の多様な専門知識を学部・学科の枠を越えて全学の教育に活かし、教育プログラムの戦略的な編成や分野横断的な研究を推進するため、教員組織を教育組織から分離する。 

２ 学士課程教育に関する取組 

２－１ 卒業時に保証する能力水準の具体化とその確保 

16 〔卒業時に保証する能力水準の具体

化とその確保〕 

 学士課程教育の学修成果として、

基礎学力や専門知識とともに、現代

社会や次代を生き抜く基礎となるコミ

ュニケーション力、他者と協働する 

力、プレゼンテーション力、問題発

見・解決力、論理的思考力、異文化

理解・活用力などを重視し、全学共

通教育や専門教育の充実に総合的・

組織的に取り組む。 

■ 地域文化コースにおいて、卒業論文・地

域課題解決研究の水準の向上に向けて、初

年次からの履修指導やルーブリックの活用に

取り組む。また、３年次よりゼミの配属を決定

し、より充実した指導を行い、同論文・研究の

中間及び最終報告会を実施する。 

① 地域文化コースにおいて、卒業論文の水準の向上に向けて、初年次からの履修指導や

ルーブリックの活用に取り組むとともに、体系的な学びの構築を目的として、担当教員全員

が作成したゼミ便覧を学生に配付し、学生のゼミ選択に役立てた。 

② １～３年次生も参加とした卒業論文中間報告会及び最終報告会を実施した。１～３年次の

参加者にとっては、発表者と質疑応答を行うことにより、ゼミ選択の重要なプロセスとして機

能した。 

３ ３ 
 

 ■ 健康科学コースにおいて、学生アンケー

ト等の結果に基づき、学生が修得した力の把

握に努めるとともに、その力やスキルのレベ

ルを学生が自ら客観視できる実習内容（実習

の自己評価表など）の充実に取り組む。 

③ 健康科学コースにおいて、単位の取得状況等に基づく検証作業（全学年対象）、学科独自

の教育プログラム評価（４年次生対象）を実施し、組織的に専門教育等の充実に取り組ん

だ。 

④ 併せて、総合演習（３年次生40人履修）において、外部講師として保健所・保健センター・

病院等の管理栄養士・医師・患者計23人を招聘し、多様な講話の提供を通じて学生自身

に学修目標や課題を再確認させるなどの工夫を行い、教育内容の充実を図った。令和６年

３月卒業者のアンケート結果（肯定的な回答の割合）は以下のとおり。 

 ・学科の教育プログラム全体に対する満足度：97.2％（回答数36／36人） 

 ・管理栄養士免許取得課程に対する評価：100％（回答数35／36人） 

 ・栄養士免許取得課程に対する評価：100％（回答数35／36人） 



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会評価 

年度計画の進捗状況等 自己 
評価 

委員会 
評価 特記事項 

  ■ 地域産業コースにおいて、基礎学力や専

門知識とともに、グローバル化・情報化の進展

に対応できる情報技術力、問題発見・解決

力、論理的思考力、コミュニケーション・スキ

ルなどを学生に修得させる。また、これらの

修得及びアクティブ・ラーニングの拡大の観

点から、教育プログラムの充実を図る。 

⑤ 地域産業コース（経営分野）において、問題発見・解決力やコミュニケーション・スキルの

修得のため、「学外挑戦・交流型専門演習推進事業」を通じて、「経営学専門演習」における

学外での行動型学修を実施した。 

 ・学生主体の映画祭「広島こわい映画祭」の企画運営 

 ・商店街調査（呉「れんがどおり」プロジェクト） 

 ・税理士事務所とのPBL（課題解決型学修） 

 ・他大学との研究交流 

 ・大学生観光まちづくりコンテスト等のコンテスト参加 

 ・企業見学 

 ・ソウル市立大学との学術交流 

 計87人参加 

⑥ 地域産業コース（情報分野）において、情報学領域を専門とする近隣大学との合同ワーク

ショップを学生が主体となって企画・開催した（１ゼミ６人）。 

⑦ 「応用情報システム専門演習Ⅱ」「地域課題解決研究Ⅱ」（卒業研究）において、研究やプ

レゼンテーション力の向上のため、学会等での研究発表（延べ20回：大会発表12回、研

究会発表２回、国際会議発表６回）を実施した。 

  ■ 生物資源科学部において、卒業時に保

証する能力水準を確保するため、引き続きチ

ューター担当学生を４～５名とし、学生と教員

が相互に学修到達度を確認するとともに、各

学科・コースの実習や実験、卒業論文の支援

を強化する。 

 

■ 地域資源開発学科において、引き続き

「国際異文化農業体験研修」を通して、海外

研修や留学生及び協定校等とのオンライン

交流などを行い、アクティブ・ラーニングのプ

ログラム充実を図る。 

⑧ 生物資源科学部において、卒業時に保証する能力水準を確保するため、引き続きチュー

ター担当学生を４～５人とし、学生と教員が相互に学修到達度を確認するとともに、各学科・

コースの実習や実験、卒業論文の支援強化に努めた。 

 

 

 

 

⑨ 地域資源開発学科において、「国際異文化農業体験研修」で２年次生35人をベトナムの

タイグエン農林大学へ９月に１週間派遣し、農場や市内での人的、異文化交流を行った。同

研修前には、大学から海外に派遣された学生（卒業生、インドネシア研修に参加）の講演

や、海外料理研究家を招聘した料理講習会、留学生交流を行い、事前学修の機会を設け

た。なお、これまで新型コロナウイルス感染症の影響等で参加できなかった学生に対して

は、民間の農業法人、全農ひろしま、ひろしま果実連と連携した国内研修を実施した。 

   

  ■ 保健福祉学部において、地域包括ケア

システムに関する最新の動向を踏まえた授

業展開により、地域包括ケアシステムに必要

なコミュニケーション力、倫理的思考力、ニー

ズに気づき行動する力の修得に努める。 

⑩ 保健福祉学部において、地域包括ケアシステムに関する最新の動向を踏まえた授業展

開を図り、地域包括ケアシステムに必要なコミュニケーション力、倫理的思考力、ニーズに

気づき行動する力の修得に傾注した。 

 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

   

２－２ 全学共通教育の充実 

17 

◆ 

〔英語力の全学的な養成〕 

 グローバル化への対応の基礎とし

て、英語力に応じた習熟度別クラス

編成と少人数教育、ｅラーニングシ

ステムの活用促進、TOEICスコアな

どの単位認定への活用などを通し

■ 大学教育実践センターが各学部と協働

し、ＴＯＥＩＣスコア向上事業を引き続き実施す

る。ＴＯＥＩＣ受検機会を学内で複数回設け、受

検料の助成と成績評価の一部に得点を利用

することを通じ、受検やスコア向上の意欲に

結びつける。学生が自身の英語力を把握し、

① TOEIC得点向上事業の運用にあたり、TOEIC-IPテストの受検を「英語総合Ⅱ」（１年次・必

修）の単位取得要件にするとともに、成績100点満点のうちの10点をTOEICスコア点とし

て学生各自のスコアに比例して段階的に0点から10点を配点することにより、成績へ反映

させた。また、２年次以上の学生は外国語科目が必修ではなく選択となるものの、任意受検

者のうち550点以上のスコアを取得した者に対しては受検料を助成し、受検意欲の向上を

図った。学内で実施したTOEIC-IPテストの結果、550 点以上到達者は116人となった。 

３ ３ 
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て、英語力の全学的な向上に努め

る。  

 

〔数値目標：卒業時までにTOEIC550 

点以上の到達者数 … 100人〕 

目標と計画を記す「ＴＯＥＩＣ学習シート」の運用

を継続するとともに、ｅラーニングシステムや

学修支援アドバイザーの活用等を促し、学生

個々のニーズに応じながら全学的な英語力

の向上に努める。 

 

 〔卒業時までにTOEIC550点以上の到達者

数…100 人〕 

② 「TOEIC学習シート」を用いて英語科目の学習成果や今後の目標などを記載し、年２回実

施するチューター等との期初面談で活用することにより、英語学習への動機づけとその成

果の可視化を行った。 

 

 

 

〔卒業時までにTOEIC550点以上の到達者数…116 人〕 

 

・以上のとおり、英語力の全学的な養成を推進するにあたり、個々の学生が目標設定及び計

画に基づいた英語学習に取り組めるよう指導するとともに、全学生が eラーニング教材によ

る自学自習が可能となる取組を促進し、数値目標を達成したことから、年度計画を順調に実

施していると判断した。 

18 

 

〔地域社会で活躍できる実践力等の

育成〕 

 豊かな教養に支えられた洞察力を

持ち、主体的に考え、行動し、地域

社会で活躍できる実践力を育成する

ため、全学共通教育の既設・新設の

関連科目において幅広い学びを提

供するとともに、学生個人に応じた到

達目標の明示や、アクティブ・ラーニ

ングの積極的な導入を図る。 

■ 大学教育実践センターと各学部等が連

携して、新型コロナウイルス感染症の状況を

注視しながら、引き続き学生のフィールドワー

ク等の「行動型学修」を支援するとともに、こ

れまでの成果を活かし、全学共通教育科目

「地域教養ゼミナールＡ・Ｂ」の内容を再検討

することで、地域を学びの場とする授業科目

の充実を図る。 

① 全学共通教育科目を中心に、行動型学修に参加する学生への経費助成を実施した。こ

れにより多くの学生が、地域でのフィールドワークやキャンパスを越えた学生間交流を経験

するなど、教室外の体験的学びを通じた学生の学修意欲の向上を図ることができた。 

  支援実績：５件  572,970円 236人 

② 「地域教養ゼミナールＡ・Ｂ」において、地域課題をエリア型（Ａ）とテーマ型（Ｂ）に分け、合

計15の具体的な課題を設定し、地域が抱える諸問題について学ぶ機会を学生に提供し

た。（小項目No.３－④）   

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

19 〔国家資格取得のための実習や地域

活動を通じた学生の社会的自立の

支援〕 

国家資格取得のための実習、地

域社会における学生の実践活動の

単位化などにより、地域活動に必要

とされる資質や素養、主体性や責任

感などの育成を支援する。 

■ 地域連携センターと各学部等が連携し、

自治体等と協働で実施する地域貢献事業な

どの情報を学生に提供し、学生の主体的な

参加を促すとともに、その成果を地域連携セ

ンターや各学部等のウェブ・サイト等を通じて

発信する。 

 

① 包括連携協定締結自治体（５市１区１町）と本学地域連携センター並びに学部等の教員が

連携し、地域産業の振興や地域社会の活性化、地域課題解決に資する「地域戦略協働プロ

ジェクト事業」10件を企画し、実施した。 

② 広島県のグリーンボンドに基づく寄附講座について、令和６年度以降の実施に向けた制度

設計を行った。 

③ 三次市で開催されたWBSC女子野球ワールドカップのおもてなし事業において、学生が

事業の発案をし、三次市酒屋地区と連携しながら事業を実施した。 

④ 広島市南区と協働し、宇品線跡地の歴史遺産としての価値を活用するため、旧国鉄宇品

線が広島の都市形成に果たした役割について、地域活動への参加を通して学び、その歴史

的意義を理解するための教材（パネル及び動画）を作成した。 

⑤ 地域戦略協働プロジェクトの一環として、江田島市の公式LINE登録者の増加を目指し、学

生がポスター、チラシを作成し、イベント等での情報発信や、高齢者向けのスマホ教室で高

齢者サポートを行うことで登録者の増加に貢献した。 

⑥ 三原市で開催されたトライアスロンさぎしま大会において、保健福祉学部の学生がボラン

ティアとして主体的に参加し、地域交流に貢献した。 

⑦ 地域における学生の活動紹介について、株式会社中国放送や中国新聞社の協力を得

て、第２回広島県大学生地域連携活動発表会を開催（12/2）し、本学を含む県内15大学

の大学生が発表し、県外からの聴講者含め約160人が参加した。 

 

３ ３ 
 



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会評価 

年度計画の進捗状況等 自己 
評価 

委員会 
評価 特記事項 

  ■ 地域文化コースにおいて、「教育実習」、

「日本語教育実習」、「博物館実習」の事前・事

後学修の支援等を通じて、免許・資格の取得

を支援する。 

 個別の取組  

＜地域文化コース＞ 

⑧ 地域文化コースにおいて、教職を目指す学生を対象とした教員採用試験特別講座（４月

～８月）、教育実習反省会（７月）、公立学校教員採用候補者選考試験実施状況等説明会

（11/24）を実施し、事後学修としての実習の反省、総括、評価を学生が自ら行う機会を設

けた。また、教員採用試験についての４年生による講話や卒業生による講話を開催し、後輩

へのアドバイスを行った。これらの取組の結果、令和６年３月の卒業生の教員免許取得者は

13人となり、教員採用試験を受験した12人のうち６人が合格した。 

⑨ 「博物館実習」において、事前・事後学修を徹底し、受入先と実施時期の調整を重ね、館

務実習の実施率100％（７人）を達成した。 

 

 
  

  ■ 健康科学コース及び保健福祉学部にお

いて、実習施設との連携の強化により実習内

容の充実に努める。 

＜健康科学コース＞ 

⑩ 健康科学コースにおいて、専門科目「総合演習」等で実習施設の指導者11人を招聘して

の講義を実施するとともに、「臨床栄養臨地実習」等に係る報告会資料を実習施設（保健所

２施設、保健センター６施設、病院８施設、小学校６施設）の指導者に送付し、情報交換等を

行い、実習施設との連携強化を図った。 

＜保健福祉学部＞ 

⑪ 保健福祉学部において、実習指導者会議等を開催し、各コースの学生の特性等を実習

医療機関等に周知するなど実習施設との連携を密にし、実習内容の充実を図った。 

 

   

  ■ 地域産業コースにおいて、令和４年度に

実施した「地域協働演習」「地域課題解決研

究Ⅰ」の結果を踏まえ、課題解決に協働して

取り組む学生への指導及び支援体制の改善

を検討する。また、能動的学修における学外

の企業等見学（インターンシップ等を含む）や

研究会への参加・研究発表などの拡充を図

る。 

＜地域産業コース＞ 

⑫ 地域産業コース（経営分野）において、学外での行動型学修を推奨し、87人が参加した。 

⑬ 情報分野においては、広島銀行及びNTTデータ中国の協力のもと、中山間地域の抱え

る課題に対し、IT・デジタルの知識・スキルを活用した課題解決に取り組んだ。 

   

  ■ 生物資源科学部の「生命環境科学基礎

セミナー」、「フィールド科学」、「同実習Ⅰ・Ⅱ」

等において、地域課題の解決に取り組んでい

る学外講師や企業の業務担当者を招聘し、

地域の課題を再確認するとともに、地域課題

解決や業界の専門職に対する学生の理解度

を高める取組を継続する。 

＜生物資源科学部＞ 

⑭ 生物資源科学部の「生命環境科学基礎セミナー」、「フィールド科学」及び「同実習Ⅰ・Ⅱ」

等において、地域課題解決に取り組んでいる学外講師や企業の実務担当者を招聘すること

で、学修内容の充実に努め、学生が主体的に地域課題解決に取り組むための支援を継続

して行った。また、広島県主催の令和５年度里山バイオマス利用拡大支援事業について、

プログラム共催として実施に携わった。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 
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２－３ 専門教育の充実 

20 

★ 

◆ 

〔一貫した学士課程教育の推進〕 

 各学部は、総合教育センターとの

連携の下、策定されたカリキュラム・

ポリシーに基づき、初年次から卒業

年次にかけての効果的な教育を実

施する。 

また、学部・学科等再編後は、「全

学共通教育センター（仮称）」との連

携の下、各学部において経過選択

制の導入の下で編成する主専攻プロ

グラム及び副専攻プログラムを配置

し、幅広い知識の修得や複眼的な学

修を促すとともに、アクティブ・ラーニ

ングの推進に取り組み、その成果検

証を行う。  

■ 各学部・学科・コースにおいて、カリキュラ

ム・ポリシーに基づき、大学教育実践センタ

ーとの連携の下、初年次から卒業年次までの

効果的な教育を実施する。 

 

〔自身と同じ専門（学修）分野に進学を希望し

ている高校生に対して本学を勧める割合…

広島85％以上、庄原70％以上、三原90％

以上〕（既設・新設学部） 

 

■ 地域文化コースにおいて、学生の履修状

況・成績に関する情報をチューター・コース内

教員が共有し、教育の組織的改善につなげ

る。また、３・４年次に行われる「卒業研究Ⅰ・

Ⅱ」「地域課題解決研究Ⅰ・Ⅱ」の指導体制を

更に充実させる。 

① 各学部・学科・コースのカリキュラム・ポリシーに基づき、大学教育実践センターと連携し、

初年次から卒業時までの体系的な教育を実施した。 

  卒業時の総合的満足度…82.5％ 

 

 

〔自身と同じ専門（学修）分野に進学を希望している高校生に対して本学を勧める割合… 

 広島86.8％、庄原69.2％、三原89.0％〕 

 

 

 個別の取組  

＜地域文化コース＞ 

② 地域文化コースにおいて、学生が記入した履修状況確認シートの履修計画及びキャリア・

ポートフォリオ・ブックに基づいたチューター面談（期初面談）を行い、履修状況及び外国語

検定試験の受検の有無やスコアを確認し、主体的・継続的な学修と受検を奨励した。また、

学科・コース教員間で情報を共有し、個々の学生に対して必要な指導を行った。（小項目

No.５ー④） 

３ ３ 
 

 〔数値目標：自身と同じ専門（学修）分

野に進学を希望している高校生に対

して本学を勧める割合※ … 広島８

５％以上、庄原７０％以上、三原

90％以上〕（既設・新設学部） 

※充実した学修ができ、自身が成長した

ことを踏まえて、本学を勧める割合 

 

〔数値目標：管理栄養士国家試験の

合格率 … 95％〕 

〔数値目標：看護師・保健師・理学療

法士・作業療法士・言語聴覚士の各

国家試験の合格率 … 100％〕 

〔数値目標：社会福祉士国家試験の

合格率 … 90％〕 

〔数値目標：精神保健福祉士国家試

験の合格率 … 95％〕 

（何れも新卒者） 

■ 健康科学コースにおいて、引き続き、教

育プログラムの点検・評価・改善を行うととも

に、管理栄養士国家試験に向けた模擬試

験、個別指導を実施する。 

 

 

 

〔管理栄養士国家試験の合格率…95％〕 

＜健康科学コース＞ 

③ 健康科学コースにおいて、教育課程の点検・評価・改善を行うとともに、高い国家試験合

格率を維持するための対策講座や模擬試験を年間計画に基づいて計画的に実施した。ま

た、国家試験対策WGにおいて、模擬試験各回の学生別・分野別得点状況等を検証し、学

生へのきめ細やかな個別指導に役立てるとともに、関連情報をコース内教員で共有し、チ

ューターによる担当学生への個別指導に活用した。 

 

 〔管理栄養士国家試験の合格率…97.2％（新卒者の全国合格率80.4％）〕 

   

 ■ 地域産業コースにおいて、「学士・修士５

年一貫教育プログラム」を引き続き実施し、意

欲ある優秀な学生の大学院進学を促すため

の広報活動を強化し、大学院への内部進学

者の確保を図る。また、学部重点事業「学外

挑戦・交流型専門演習推進事業」を通してア

クティブ・ラーニングの要素を専門演習にも

取り入れ、専門教育の質的向上と学生満足

度の向上を目指す。 

＜地域産業コース＞ 

④ 地域産業コースにおいて、総合学術研究科情報マネジメント専攻の授業を学部４年次生

が早期履修できる「学士・修士５年一貫教育プログラム」制度について、入学前の既修得単

位の認定の見直しを行い、年度初めのオリエンテーションやオリゼミ、期初面談時に学部１

～３年次生に説明し、プログラム申請の増加に向けた広報に努めた結果、４人が制度の活

用を申請し受理された。 

⑤ 併せて、学外試験の活用を通じた学修成果の把握や向上に取り組んだ。 

   

 ■ 生物資源科学部において、学部・学科等

再編の総括結果に基づき、令和４年度までの

教育プログラムを学科・コース独自のワーキ

ングで引き続き検証するとともに、完成年度

に向けて学部・学科の特色を強化するために

必要な改善に取り組む。 

＜生物資源科学部＞ 

⑥ 生物資源科学部において、各学科・コースの特色ある教育プログラムの充実に資する活

動として、生命環境セミナーの企画や運営を定例の学科会議等で、また、国際異文化体験

農業研修の企画や運営をWG会議等を設置して実施した。 

⑦ 生命環境学科では、カリキュラムの再編成に取り組み、生命科学コース及び環境科学コ

ースのカリキュラムの連動を進めた。 

⑧ 地域資源開発学科では、「フィールド科学実習Ⅰ」（１年次配当）と「フィールド科学実習Ⅱ」

（２年次配当）の学びのつながりが実現できるよう、仕組みの検討を進めた。 
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  ■ 保健福祉学部において、高い国家試験

合格率を維持するために、空き教室を活用し

た学生のグループ学修の促進、模擬試験の

結果を踏まえた成績不振学生の個別指導を

行うとともに、コースごとに受験対策講座等を

継続して実施する。 

 

〔看護師・保健師・理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士の各国家試験の合格率…

100％〕 

〔社会福祉士国家試験の合格率…90％〕 

〔精神保健福祉士国家試験の合格率…

95％〕 

（何れも新卒者） 

＜保健福祉学部＞ 

⑨ 保健福祉学部において、各学科・コースの国家試験対策について、高い国家試験合格率

を維持するために、特別授業、グループ学修、模擬試験、個別指導を通して、コースごとに

受験対策講座等を実施した。また、各コースにおいて、２年次から模擬試験等を実施する

などして早期から国家試験に対する意識づけを行うための取組を実施した。 
 
〔看護師国家試験合格率…100％（新卒者の全国合格率93.2％）〕 

〔保健師国家試験合格率…100％（同97.7％）〕 

〔理学療法士国家試験合格率…100％（同95.3％）〕 

〔作業療法士国家試験合格率…96.2％（同91.6％）〕 

〔言語聴覚士国家試験合格率…96.6％（同87.3％）〕 

〔社会福祉士国家試験合格率…97.7％（同76.8％）〕 

〔精神保健福祉士国家試験合格率…94.7％（同82.5％）〕 
 
・以上のとおり、一貫した学士課程教育の推進にあたり、各学部・学科・コースにおいて、カリキ

ュラム・ポリシーに基づき、初年次から卒業時までの体系的な教育を実施するとともに、国家

試験合格率について数値目標を概ね達成し、新卒者合格率をすべて上回る高い合格率を

達成した。また、成果検証を継続的に実施する中で、［自身と同じ専門（学修）分野に進学を

希望している高校生に対して本学を勧める割合］は目標数値を概ね達成している。これらの

ことから、年度計画を順調に実施していると判断した。 
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〔社会的評価を有する審査・試験の

積極的な活用による学修成果の検

証〕 

 社会的評価を有する外国語運用

能力に係る判定試験のほか、情報

処理・活用力に係る技術者試験、バ

イオ技術や環境技術に係る試験等

を積極的に活用して、学修成果の検

証を行う。 

■ 各学部・学科・コースにおいて、専門分野

に応じた各種資格・検定試験等に関する情報

を学生に提供するとともに、支援講座の開設

等により学生の受検率及び合格率の向上を

図る。 

 

■ 各学部において、合格率等の情報を収

集し、学修成果の検証に活用する。 

 

 

① 地域文化コースにおいて、学生に対して「英語」「中国語」「韓国・朝鮮語」の各種検定受検

を勧め、主体的、継続的な学修を奨励するとともに、課題の把握と改善に取り組んだ。その

結果、「外国語検定Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」による単位認定者数は、英語18人（４年度20人）、中国語

４人（同９人）、韓国・朝鮮語２人（同６人）となった。 

② 地域産業コース（経営分野）において、日本税理士会連合会による提供講座「税務会計

論」（履修者44人）、簿記検定３級レベルの知識及びスキルの修得を目的とした「簿記原

理」（同135人）等の授業を開講するとともに、年度初めのオリエンテーションやゼミなどで

学生に資格・検定試験に関する情報提供を行い、受検促進を図った。 

③ 地域産業コース（情報分野）において、「情報処理技術者試験の受検料助成」の取組とし

て基本情報技術者試験等の合格者２人の受験料を助成した。また、「ITパスポート試験対

策演習」（履修者５人）、「情報技術基礎論」（同２人）、「基本情報技術者試験対策演習」（同２

人）の授業を通して、資格取得のサポートを行った。 

３ ３ 
 

  ■ 地域資源開発学科において、令和３年度

に新たに認定された国家戦略プロフェッショ

ナル検定「食の６次産業化プロデューサー育

成プログラム」の着実な運用を図る。 

 

④ 生物資源科学部において、バイオ技術者試験、農業技術検定、eco検定、環境測定分析

士の受検準備の支援を行い、その合格率により学修成果を確認・検証した。（小項目No.５

―⑪） 

 ・中級バイオ技術者試験：受検者111人、合格者92人、合格率82.9％ 

 ・農業技術検定２級：受検者６人、合格者３人、合格率33.3％ 

 ・eco検定：受検者12人、合格者６人、合格率50.0％ 

 ・環境測定分析士３級：受検者14人、合格者11人、合格率78,6％ 

⑤ 食の６次産業化プロデューサー育成プログラムを着実に運用し、レベル１・２の履修完了者

が４人となった。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 
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22 〔専門分野に係る経過選択制の運用

状況の検証〕 

 入学後に幅広く学ぶ過程で、学生

一人ひとりが抱いた興味や関心など

に基づき専門分野を選べる「経過選

択制」を一部に導入し、運用状況を

検証する。 

■ 各学部・学科・コースにおいて、令和２年

度入学者選抜から導入した経過選択制及び

令和３年度入学者選抜から導入したコース選

択制について、入学後の履修状況やアンケ

ート結果等に基づいて運用状況等を検証す

るとともに、必要があれば改善し、学生の満

足度の向上と同制度の適切な運用に努め

る。 

① 地域文化コース及び地域産業コースにおいて、年度初めのオリエンテーションで経過選

択の学生に対して各コース・分野の特色を資料に基づいて丁寧に説明するとともに、各学生

が希望するコース・分野の教員と交流する場を設け、学べる専門性について説明した。経過

選択枠入学生のコース配属時期について、入学後の履修状況や学生アンケート結果等に

基づいて検討した結果、配属時期を２年次後期から２年次前期に前倒しすることを決定し

た。なお、令和５年度入学生に対しては、11月に説明会を実施し、コース選択の時期が変

更されることを周知した。 

② 生命環境学科において、年度初めのオリエンテーションやコース選択説明会等を通して

対象学生へ丁寧に説明し、運用に際しては各コースの配属希望が重複した場合にはGPA

による振り分けを行うことを周知徹底した。 

③ 保健福祉学部において、コース選択枠のチューター及び１年次のチューターによる情報

共有のための会議を開催し、９月に全員希望通りのコース（全て理学療法学コース）への配

属を完了した。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

23 〔国際社会や地域社会で活躍できる

人材及び専門技術人材の育成〕 

 専門性をベースとして、幅広い視

野と国際社会で通用する実践力を

持って積極的に行動でき、自ら課題

を発見し、その課題を解決する主体

性と実践的な力を兼ね備えた、地域

社会に貢献できる人材の育成を図

る。 

また、技術者教育プログラムの検

討・導入により、国内外で活躍できる

専門技術人材の育成に努める。 

さらに、保健・医療・福祉の領域にお

いて、高度な専門知識や総合的実

践能力を有する人材の育成を図る。 

■ 地域文化コースにおいて、国連や外務

省、ＪＩＣＡの職員などを招聘し、国際協力のキ

ャリア・パスに関わるセミナーを開催する。 

① 地域文化コースにおいて、青年海外協力協会から講師を招聘し、「国際協力のキャリア・

パス」をテーマに講演会（10/24、参加者32人）を開催し、政府開発援助（ODA）の概要、

青年海外協力隊の事業、国際協力のキャリア・パス等について学生の理解を深めた。 

３ ３ 
 

■ 健康科学コースにおいて、食品衛生管理

者及び食品衛生監視員の資格について、関

係授業科目に関する履修指導を徹底し、当

該資格の取得を促進するとともに、資格取得

に関する検証を行う。 

② 健康科学コースにおいて、食品衛生管理者及び食品衛生監視員の資格について、現役

の食品衛生監視員を招聘した講義を行うとともに、学生アンケート等の結果に基づきカリキ

ュラムとその教育効果の検証を行った。その結果、同資格を取得している既卒者１人が広

島県職員採用試験（衛生一般）に合格した。 

③ 卒業時に35人が当該資格を取得し、同資格の取得プログラムに対する学生の評価は良

好であった。 

  「良かった」と回答した学生の割合は100％、回答総数35人 

 ■ 地域産業コースにおいて、「技術英語講

読Ⅰ・Ⅱ」の履修を通じて、グローバル化に対

応した専門的な知識や情報技術を積極的に

吸収・発信できる力の強化に取り組む。また、

副専攻プログラム「ＩＴパスポート資格取得プロ

グラム」の履修を促進するとともに、ＩＴパスポ

ート試験の受検者及び合格者の追跡調査を

行い、同プログラムの効果を検証する。 

④ 地域産業コース（情報分野）において、「技術英語講読Ⅰ・Ⅱ」を通して、英語テキストの輪

読等を通じて専門英語力を強化した。 

⑤ 地域産業コース（情報分野）において、全学対象の副専攻プログラム「ＩＴパスポート資格取

得プログラム」の必修科目である「ＩＴパスポート試験対策演習」の履修者５名の資格取得をサ

ポートした。 

   

  ■ 生物資源科学部において、コロナ禍の状

況を見据えつつ、食・農と環境に係る海外イ

ンターンシップをドミニカ共和国にあるカープ

アカデミーにおいて実施する。また、ＪＩＣＡと

の連携を強化し、講演の提供や人材育成に

取り組む。 

⑥ 生物資源科学部において、ドミニカ共和国へのインターンシップ派遣者１人を決定しプログ

ラムを実施するとともに、ＪＩＣＡ留学生１人を受け入れた。 
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  ■ 保健福祉学部において、コースごとに学

外実習における学生の経験を共有するため

の報告会や模擬患者演習などをオンライン

や対面で開催し、異なる経験から学び合う機

会を継続して設ける。 

⑦ 保健福祉学部において、学外実習における学生の経験を共有するための実習報告会や

模擬患者演習などを学科・コースごとに開催し、異なる経験から学び合う機会を設けた。 

 

 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

   

24 〔教職課程の設置と検証〕 

 広島県の教員養成の動向、並び

に、地域、学校等のニーズを踏まえ

た新たな教職課程を設置するととも

に、既設・新設の教職課程について

免許取得状況、採用実績、就職状

況等から恒常的な検証を行う。 

■ 地域文化コースにおいて、キャリアセンタ

ーや関連する他学科と協働し教職課程の運

営を行う。また。引き続き、教職を志望する

学生用の研究室の設備（情報機器や教材な

ど）を充実させ、教育実習や教員採用試験受

験を支援する体制を整えた上で、広島県及

び周辺地域の教員養成の状況を考慮しなが

ら、教職課程について恒常的な検証を実施

する。 

 

■ 健康科学コースにおいて、栄養教諭養成

を着実に実施するとともに、採用試験に対す

る対策を講じる。 

 

■ 地域資源開発学科における「高等学校教

諭一種免許状（農業）」課程について、引き続

き農業教諭の育成に向けた教育体制を整え

る。また、生命環境学科における理科教諭の

育成について、採用実績等の検証を行う。 

 

■ 看護学コースにおける「養護教諭一種免

許状」課程について、学校現場の様々な課題

に対応できる実践力を備えた養護教諭の育

成に向け、同課程のマネジメント体制の確立

を継続して図る。 

① 地域文化コースにおいて、教職志望の学生のための共同演習室に、PC、大型ディスプレ

イ等、学修指導要領等の資料を揃え、教職を志望する学生同士の情報交換、お互いを高

め合う空間として充実させることで、教育実習、教員採用試験対策などの拡充をした。 

② 教職を目指す学生を対象とした教員採用試験特別講座（４月～８月）、教育実習反省会（７

月）、公立学校教員採用候補者選考試験実施等説明会（11/24）等を実施した。これらの取

組の結果、令和６年３月の卒業生の教員免許取得者は13人となり、教員採用試験を受験

した12人のうち６人が合格した。（小項目No.19ー⑧） 

 

 

 

③ 健康科学コースにおいて、４年次生及び既卒者を対象とした教員採用試験二次試験対策

講座を大学教育実践センター教員と協働して実施した（３日間、15コマ）。 

 

 

④ 生物資源科学部において、令和６年３月の卒業生の教員免許取得者は農業２人理科13

人となり、農業１人理科３人が教員採用試験に合格した。 

 

 

 

 

⑤ 看護学コースにおける「養護教諭一種免許状」課程について、学校現場の様々な課題に

対応できる実践力を備えた養護教諭の育成に向け、同課程のマネジメント体制の確立を図

った。 

 

・以上のとおり、年度計画を概ね順調に実施した。 

３ ３ 
 

２－４ 国際化に関する取組 

25 

★ 

［国際交流センターの機能強化］ 

 国際交流センターにおいて、国際

交流推進に係る事業方針に基づき、

各学部・各専攻等との連携の下で関

係業務を実施するとともに、県立広

島大学の国際化の更なる推進と新

大学のグローバル化の取組を一体

的に進めるため、同センターの教育

機能の強化を図る。 

■ 国際交流センターにおいて、各学部・各

専攻等と連携し、締結実績がない国での協定

校開拓や、学生ニーズが高い協定校との連

携強化など、交流活動の充実を図るととも

に、叡啓大学と連携し、相互の協定校との関

係強化を図る。 

■ 叡啓大学と連携して、相互の日本人学

生・留学生による交流を促進する。 

① 国際交流センターにおいて、各学部・各専攻等と連携し、JICAの制度を活用して協定締

結実績がない国からの留学生を受け入れた（モロッコ１人、ルワンダ１人）ほか、協定締結実

績が少ない国で協定校を増やすなど、協定校との交流活動を充実させた。 

 

② 県立広島大学の訪問団に対して叡啓大学を紹介するなど、相互の協定校との関係強化

を図ることができたほか、叡啓大学と合同で派遣留学促進に資する行事を行った（海外渡

航中のお金の使い方セミナー、11/22、参加者数６人）。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
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26 

★ 

◆ 

〔海外留学等の促進〕 

 学生のニーズに対応した海外留

学・研修や海外インターンシップ等の

プログラムの開発、学外機関の海外

派遣プログラムの積極的な活用、外

国語教育の充実、単位認定の拡大、

国際交流協定締結校の拡充、奨学

金の支給、並びに危機管理体制の

充実などの環境整備を行い、より多く

の学生に多様な海外体験の機会を

提供する。 

〔数値目標：海外留学派遣学生数（大

学院生含む）… 150人 

（令和６年度）〕 

■ 国際交流センターと各学部等が連携し、

学生ニーズを踏まえた長期留学の充実を図

るとともに、参加しやすい短期海外研修プログ

ラムを充実させ、長期留学への動機付けとす

るなど、新型コロナウイルス感染症により鈍化

した海外派遣の回復を目指す。 

■ 派遣学生に対して、専門家による渡航前

オリエンテーション等の事前研修を行うととも

に、教職員向けの危機管理研修を実施し、危

機管理対策の徹底を図る。 

 

■ 留学成果に係る検証の一環として、引き

続き留学前後のＴＯＥＩＣ受検を義務付ける。 

 

〔海外留学派遣学生数（大学院生含む）… 

１50人 

① 国際交流センターと各学部等が連携し、学生ニーズを踏まえた短期海外研修プログラム

（以下「プログラム」）を開発したほか、プログラム参加者に支給する奨学金を増額し、物価高

や円安による社会的影響による海外渡航への障壁を軽減した。 

 

② 派遣学生に対して、専門家による渡航前オリエンテーション等の事前研修を行うとともに、

教職員向けの危機管理研修を実施し、危機管理対策の充実を図ることができた。 

③ 語学力だけでなく、多文化理解力など海外渡航で得られる能力向上に係る効果をルーブ

リック評価を用いて可視化し、ウェブ・サイトや紀要で公表した。 

  https://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/international/tankikaigaikenshutanki.html 

④ 引き続き留学前後のTOEIC受検を義務付け、留学の成果に係る検証を行った。 

 

〔海外留学派遣学生数…88人〕  

  

・実績は数値目標を下回ったものの、急激な円安や物価高に対応し、奨学金を増額するな

ど、情勢変化に柔軟に対応し、海外留学派遣も回復傾向にあることから、自己評価を「３」とし

た。 

３ ３ 
 

27 

★ 

◆ 

〔優秀な留学生の受入促進〕 

 国内外の日本語学校・日本留学塾

等との連携強化や国際交流協定締

結校の拡充等を図るとともに、英語に

よる授業の拡充、受入プログラムの

開発、奨学金制度の見直し、留学生

ＯＢ・ＯＧネットワークの活用等により外

国人留学生の受入環境の整備を行

い、より多くの優秀な留学生を多様な

国々・地域から受け入れる。  

 

〔数値目標：留学生受入数（大学院生

等含む）…１４０人（令和６年度）〕 

■ 意欲ある優れた外国人留学生確保に向

けて、国内外における日本留学フェア等への

参加や、日本語学校等に対する説明会実施

等のほか、新たに海外向け広報媒体を作成

し、一層の海外からの留学生確保に努める。 

 

■ 短期受入プログラム事業等により、協定

校等からの留学生の受入促進を図る。 

 

■ 協定校との共同教育プログラムの導入を

目指すほか、日本語学科を有する海外大学

との連携強化や協定締結など、外国人留学

生の多国籍化を図る。 

 

■ 国際交流センターとキャリアセンター及び

各部局等が連携して、卒業留学生に関する

情報の収集を継続し、情報の蓄積と拡充を図

る。 

 

〔留学生受入数（大学院生等含む）…140人〕 

① 意欲ある優れた外国人留学生の確保に向けて、国内外における日本留学フェアに参加す

るとともに、これまで訪問実績がない日本語学校を訪問した。 

② コロナ禍を経て留学生受入が滞っている協定校を複数訪問し、交換留学生・イングリッシュ

トラック生の獲得に努めたところ、交換留学生の再開及びイングリッシュトラック生の受入予

定につながった。また、今年度新規締結した協定校を訪問し、本学をPRしたところ、本学へ

の留学意思を示す学生の獲得につながった。 

③ 海外協定校とダブルディグリー制度の実現に向けて協議を進めるなど、国際化の発展に

向け協定校との連携強化を進めた。 

④ 国際交流センターとキャリアセンター及び各部局等が連携して、就職を希望する学生のニ

ーズを調査し、個別に面談を行うなどきめ細やかな就職支援を行った。 

 

〔留学生受入数（大学院生等含む）…108人〕  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

３ ３ 
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・実績は数値目標を下回ったものの、協定校訪問による留学希望者の掘り起こしや、ダブルデ

ィグリー実施に向けた協議など、今後の留学生増加に向けた取組を行ったことから、自己評

価を「３」とした。 

28 

 

〔日本人学生と外国人学生の交流促進〕 

日本人学生と外国人学生との相

互理解や交流を促進するため、多文

化交流を実践する授業を開講すると

ともに、交流会等を開催する。 

■ 国際交流センターにおいて、各学部・学

科・コースとの協力の下、バディ学生の企画

力・運営力を向上させ、学生目線での学内国

際交流活動を活発化させる。 

■ 叡啓大学と連携し、両大学における海外

からの訪問団受入時やオンラインでの国際

交流プログラム実施の際には、大学間を超え

た異文化交流の場を提供するなど、両大学

相互の外国人学生と日本人学生との交流を

促進する。 

① 国際交流センターにおいて、各学部・学科・コースとの協力の下、留学生の歓送迎会やス

タディツアー等バディ学生が中心になって企画運営する行事を実施した。 

② 海外からの訪問団を積極的に受け入れ、本学学生に交流の場を提供したほか、留学生と

留学希望者が交流する場を提供し、定期的に学内国際交流活動ができる場を構築した。 

③ 県立広島大学の訪問団に対して叡啓大学を紹介するなど、相互の協定校との関係強化

を図ることができたほか、叡啓大学と合同で派遣留学促進に資する行事を行った。（小項目

No.25ー②） 

 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

（中期目標） 

（３）大学院教育等に関する目標 

○ 幅広い視野と応用的実践力を兼ね備えた人材を育成するため、学術研究の高度化と優れた研究者養成機能の強化を進めるとともに、高度で専門的な知識や技術の修得に加え、研究倫理を遵守し、社会的に評価される能

力を備えた県内産業や地域社会を支える職業人を育成する。 

○ 保健・医療・福祉など、幅広い分野のニーズに対応できる人材を育成するため、総合学術研究科保健福祉学専攻に博士課程後期を設置・運営するとともに、学部・学科等の再編を踏まえて、大学院教育の高度化や再編につ

いて検討を進める。 

○ 新たな付加価値の創出に向けた地域のイノベーション力の強化に資するため、経営学分野の機能の強化を図り、県内産業を支える中堅・中小企業の経営、地域資源の活用等による多様な創業・新事業展開及び農業や医療

等の分野における経営を担う人材を育成するとともに、地域の企業等へのコンサルティングを行うことができるシンクタンク機能の充実を図る。 

また、大学院教育が、社会人の学び直しの場としても活用されるよう、社会人にとって学びやすい柔軟なカリキュラムや学修環境を整備するとともに、経営管理研究科においては、高度な専門能力と卓越した実践力を備え

た次世代型リーダーを育成し、地域の活力創出に貢献する。 

３ 大学院教育等に関する取組 

３－１ 大学院教育に係る教育内容の充実 
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◆ 

〔優れた研究者と高度な専門知識や

技術を有する職業人の養成〕 

各専攻は、策定されたカリキュラ

ム・ポリシーに基づき効果的な教育

を行うとともに、研究倫理を遵守し、

広い視野とマネジメント能力、応用実

践能力を兼ね備えた高度な専門知

識・技術を有する職業人や優れた研

究者を養成する。 

 

■ 総合学術研究科において、全在学生を

対象とする専攻ごとの実情に応じたアンケート

調査を実施し、総合的な満足度等を把握す

るとともに、前年度の調査結果に応じた取組

を各専攻で実施する。 

 

〔修了時の総合的満足度 … 90％〕 

① 総合学術研究科及びHBMSにおいて、大学院生に対するアンケート結果から学修時間や

授業の問題点を把握するなどして、今後の改善に向けた資料として活用した。 

 

修了時の総合的満足度： 

 総合学術研究科：回答者数122人、回答率75.8％、満足度90.2％ 

 経営管理研究科：回答者数30人、回答率93.8％、満足度96.7％ 

 

② 総合学術研究科において、令和４年度のアンケート調査結果（総合満足度93.6％）を各専

攻で分析し、現状把握と課題認識を行うとともに、通信環境の改善などの対応を行った。ま

た、各専攻の状況に応じた学生の声をより的確に集約することを目的に、専攻独自の質問

項目の見直しを行った。 

３ ３ 
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 また、柔軟なカリキュラムや学修

環境の整備、新たな教育プログラム

の開発・実施など、社会人の学び直

しの場となる高度な学修機会を提供

する。   

 

〔数値目標：修了時の総合的満足度 

… 100％〕 

■ 総合学術研究科の各専攻において、大

学院生対象の研究活動支援制度の活用を促

進し、学生の学会発表や学術論文の公表、

特に学術論文の投稿を奨励する。 

 

 

③ 各専攻において「研究活動支援制度」を運用し、大学院生による学会発表を奨励した。 

 各専攻の支援件数：人間文化学６件、情報マネジメント４件、生命システム科学16件、 

             保健福祉学７件 

④ 各専攻において、大学院生の学会参加や学術論文の投稿費、英文校正費などの支援を

行った。また、大学院生による学会発表や論文発表の一部はウェブ・サイトで公開した。 

   https://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/graduate/ 

⑤ ティーチング・アシスタント（ＴＡ）制度の運用については、人間文化学９件、情報マネジメン

ト３件、生命システム科学55件、保健福祉学４件の総計71件を採択し、大学院生に対し

指導者としてのトレーニングの機会を提供するとともに、学部や大学院教育の充実を図っ

た。 

⑥ リサーチ・アソシエート（ＲＡ）制度の運用については、博士課程後期の大学院生７人を採択

し、研究力の向上を図るとともに、研究活動の幅を広げる機会を提供した。 

  
 

   

■ 保健福祉学専攻において、文部科学省

への申請内容に沿った実施に取り組むととも

に、学生アンケートの結果を踏まえて運営す

る。また、博士課程前期及び後期が一体的に

発展するよう、修士論文と博士論文の中間発

表会を博士課程前期及び後期の合同で開催

する。 

 

⑦ 保健福祉科学専攻において、文科省の申請内容に沿った運営を滞りなく進めた。また、修

士論文と博士論文の中間発表会の一部を博士課程前期・後期の合同で実施した。 

  
 

   

■ 経営管理研究科ビジネス・リーダーシップ

専攻（ＨＢＭＳ）において、国内外の企業・組織

と連携し、社会の変化や時代が求めるニーズ

を踏まえた教育プログラムの充実・卓越化に

引き続き取り組む。また、学生・修了生、連携

企業・組織、及び産業界との連携により教育

課程を編成することなどを目的に組織された

外部有識者会議である教育課程連携協議会

等で発議された意見等を踏まえ、継続的に

教育課程の改定や運営改善の検討を行い、

修了時の満足度向上を目指す。 

 

⑧ ＨＢＭＳにおいて、学生・修了生や教育課程連携協議会（ＨＢＭＳ外の有識者も含めた会議

組織）等での意見に基づき総合的に判断し、教育課程上のコア・カリキュラムである経営戦

略系科目、ICT/DX関連科目の充実などを中心としたカリキュラム改定を行った。 

 

 

 

 

 

 

・以上のとおり、大学院教育に係る教育内容の充実にあたり、アンケートにより問題点の把握と

アンケート結果で認識した課題の解決に継続的に取り組むとともに、研究活動支援制度の運

用により大学院生の研究力や研究者としての資質の向上を図るなどの取組を進め、数値目

標を達成しており、年度計画を順調に実施した。 

  
 



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会評価 

年度計画の進捗状況等 自己 
評価 

委員会 
評価 特記事項 

30 

◆ 

〔定員充足率の改善〕 

定員充足率に課題を有する研究

科の専攻にあっては、教育内容の充

実、進学者の増加策、積極的な入試

広報などに総合的に取り組み、定員

充足率の改善を目指す。 

 

〔数値目標：研究科全体の定員充足

率 … 100％（令和６年度）〕 

■ 総合学術研究科において、全在学生を

対象とする専攻ごとの実情に応じたアンケート

調査を実施し、総合的な満足度等を把握す

るとともに、前年度の調査結果に応じた取組

を各専攻で実施する。【再掲29】 

 

■ 総合学術研究科において、定員充足率

の改善に向けて継続的に多様な入試を実施

するとともに、広報活動のターゲットや活動時

期を拡大することにより強化する。 

 

〔研究科全体の定員充足率 … 90％〕 

① 令和４年度のアンケート調査結果（総合満足度93.6％）を各専攻で分析し、現状把握と課

題認識を行うとともに、通信環境の改善などの対応を行った。（小項目No.29ー②） 

② 各専攻において、推薦募集、一般選抜、社会人特別選抜、秋季募集、イングリッシュトラッ

クなど多様な入試を実施した。定員充足の改善に向けた取組として、学部低学年からの大

学院説明会（複数回実施）、ウェブ・サイト等を介した広報、高等専門学校での合同説明会参

加、海外協定校への訪問、JICA事業を介した学生の受入れ、関連大学や日本語学校等へ

大学院パンフレットの送付等を行った。令和５年度入学生の定員充足率は75％と目標値に

届かなかったことから、入試制度の見直しについても並行して検討を進めた。 

③ 大学院におけるリカレント教育及びダブルディグリープログラム推進の一環として、総合学

術研究科における「他大学の大学院の授業科目の履修等」及び「入学前の既修得単位の認

定」について認定単位数の上限を見直し、学則変更を行った。加えて、内部進学促進に向

けた支援制度（学部生の進学を奨励する「進学支援」及び大学院生の研究を支援する「研

究支援」）を整備した。 

３ ３ 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
   

          ※５月１日時点の人数と充足率。着色箇所は未確定数値。令和６年度入学者選抜の秋季募集（ET含む）については、６月以降実施予定。 

          ※令和２～３年度入学生の総合学術研究科全体の募集人員は75名。 

          ※令和４～５年度入学生の総合学術研究科全体の募集人員は80名。 

          ※令和５年度入学生以前の生命システム科学専攻前期の募集人員は30名。 

 

    

・以上のとおり、学部生に対する低学年次からの広報活動や各専攻における広報活動のター

ゲット拡充、単位認定の見直しを行うなど、定員充足率の向上に向けた取組の強化等を進

め、秋季募集実施前の暫定数値では目標数値に達していないものの、前年度よりも改善して

いる。目標数値を概ね達成していることから、年度計画を順調に実施していると判断した。 

 

  
 

専  攻 募集区分 
募集 
人員 

令和６年度入学生※ 令和５年度入学生 令和４年度入学生 令和３年度入学生 令和２年度入学生 

入学者数 充足率 入学者数 充足率 入学者数 充足率 入学者数 充足率 入学者数 充足率 

人間文化学 
第１、第.2次 

10 
9 

90％ 
8 

110％ 
10 

110％ 
10 

110％ 
5 

90％ 
秋季募集 ― 3 1 1 4 

情報マネジメント 
推薦・第１次等 

10 
8 

80％ 
2 

20％ 
6 

70％ 
5 

60％ 
5 

80％ 
秋季募集（ET） ― 0 1 1 3 

生命システム科学 
（博士課程前期） 

推薦・第１次等 
25 

14 
56％ 

15 
53.3％ 

18 
73.3％ 

18 
60％ 

12 
50％ 

秋季募集（ET） ― 1 4 0 3 

保健福祉学 
（博士課程前期） 

第１、第.2次 20 21 105％ 19 95％ 21 105％ 21 105％ 20 100％ 

生命システム科学 
（博士課程後期） 

第１、第.2次 
５ 

5 
100％ 

6 
140％ 

5 
100％ 

1 
60％ 

7 
180％ 

秋季募集 ― 1 0 2 2 

保健福祉学 
（博士課程後期） 

第１、第.2次 ５ 5 100％ 5 100％ 5 100％ 
 

総合学術研究科全体  75 62 82.7％ 60 75.0％ 71 88.8％ 59 78.7％ 61 81.3％ 
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★ 

〔大学院教育の高度化や再編〕 

学部・学科等の再編を踏まえて、

優れた研究者養成機能の強化、地

域産業及び地域社会を支える高度

専門職業人の育成を図るため、保健

福祉学専攻に博士課程後期を新設

するとともに、修士・博士課程の再編

についても検討する。 

■ 総合学術研究科の各専攻において、令

和２年度からの学部・学科等再編を踏まえ、

再編初年度の入学生が大学院へ進学する令

和６年度に向けて、学部と大学院の整合性を

検討し、必要に応じて、教育プログラム等の

見直しを行う。 

① 大学院準備WGにおいて、学部・学科等再編を踏まえた大学院の受け入れ体制につい

て、令和４年度に検討した内容を踏まえ、入学定員の変更、人材養成目的の変更、教育職

員免許の変更に伴う学則変更を文科省へ申請した。 

 

３ ３ 
 

■ 令和４年４月に設置した保健福祉学専攻

博士課程後期について、令和６年度の完成

年度まで申請計画に沿った実施に取り組むと

ともに、個別の学生の事情に応じた指導を行

う。 

② 保健福祉学専攻博士課程後期について、文科省への申請計画に沿って実施し、学生の

研究計画や進捗状況に応じた指導を行った。 

 

・以上のとおり、大学院教育の高度化や再編を推進するにあたり、学部・学科等再編後の入学

生が進学する大学院について、総合学術研究科各専攻の受入体制を整え、入学定員・人材

養成目的・教員免許の変更に伴う学則変更を文部科学省へ申請するなど、年度計画を順調

に実施した。 
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★ 

◆ 

〔経営学分野の機能強化〕 

 経営管理研究科において、地域の

イノベーション力の強化に資する中

堅・中小企業の経営や、多様な創

業・新事業展開を担う人材及び農業

や医療等の分野における経営人材

を養成するための実践的な教育プロ

グラムを編成して実施するとともに、

体系的な研究体制を構築する。こう

した取組を通じて、高度な専門能力

と卓越した実践力を備えた次世代型

リーダーを育成する。 

 

〔数値目標：経営管理研究科（HBMS）

志願倍率 … ２倍〕 

〔数値目標：HBMSにおける社会人教

育プログラム等※の受講申込者数 

…60人〕 

※正規課程学生以外を対象とするもの 

■ ＨＢＭＳにおいて、「アグリ・フードマネジメ

ント講座～ひろしまファーマーズテーブル」（プ

ログラム監修・講師派遣）、「医療経営人材養

成プログラム」、「竹原地域ビジネスリーダー

養成講座」の３つの講座の継続実施に加え、

令和５年度から新たに「ＨＢＭＳプロフェッショ

ナル人材育成講座※」（※福山市で開講する

３つの授業科目で構成する履修証明プログラ

ム）を開講する。このうち、「医療経営人材養

成プログラム」及び「ＨＢＭＳプロフェッショナル

人材育成講座」は、文部科学省の職業実践

力育成プログラム（ＢＰ）に認可された大学主

催の履修証明プログラムとして運営する。 

 

■ 県東部の備後地域（福山市）において、

新たに福山市を中心に開講する「ＨＢＭＳプロ

フェッショナル人材育成講座」を軸に、福山市

での講義や演習、特別セミナーなど多面的

な取組を通じて、中小企業マネジメントプログ

ラムの開発及びサテライトキャンパス機能を

強化する。 

 

〔経営管理研究科（ＨＢＭＳ）志願倍率…２倍〕 

〔ＨＢＭＳにおける社会人教育プログラム等※

の受講申込者数…60 人〕 

※正規課程学生以外を対象とするもの 

① ＨＢＭＳにおいて、「アグリ・フードマネジメント講座～ひろしまファーマーズテーブル」のプロ

グラム監修及び同講座への講師派遣を行った。また、文科省ＢＰ認定プログラムとして「医

療経営人材養成プログラム」及び「ＨＢＭＳプロフェッショナル人材育成講座（備後地域）」を、

履修証明プログラムとして「竹原地域ビジネスリーダー養成講座」を、継続開講した。 

 

② 上記に加え、ＭＢＡ本科の受験につながる科目等履修制度を活用したＭＢＡ単科受講制

度の積極的な広報活動を行い、令和５年度前期13人、後期31人が受講した。なお、令

和６年度入試において、ＭＢＡ単科受講生経験のある出願者数は14人（25%)となってお

り、実際に本科の授業を受講することで出願の意思決定につながっていることが検証でき

た。 

 

 

 

③ 県東部の備後地域（福山市）におけるサテライトキャンパス機能強化について、通常広島

キャンパスで開講しているHBMSの授業科目の一部を福山市内で開講し、県東部地域から

通学する学生の利便性を向上させるとともに、科目等履修生（単科受講生）も積極的に募集

することで、県東部地域からMBA本科への志願者増を目指している。令和５年度は計４科

目の授業科目を福山市内で開講し、HBMS社会人教育プログラム等の受講申込者数合計

84名のうち、17名が科目等履修生として福山市内での開講科目を受講した。 

 

 

〔HBMS志願倍率…2.3倍〕 

〔HBMSにおける社会人教育プログラム等の受講申込者数…84人〕 

 

 

・以上のとおり、経営学分野の機能強化を推進するにあたり、年度計画に掲げた各取組を順調

に実施するとともに、各取組の実施時にＨＢＭＳの認知度向上とプロモーション活動も併せて

行うことで志願倍率の向上に寄与するなど、年度計画を上回って実施しているレベルと判断

した。 

４ ４ 
 



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
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33 〔シンクタンク機能の充実〕 

 地域産業の振興や地域社会の活

性化に貢献するため、企業経営に対

するコンサルティングや企業の課題

解決、専門的な知的資源の提供や

研究シーズの技術移転、幅広い領

域で地域の政策課題やまちづくりな

どへの助言を行うことができるシンク

タンク機能の充実を図る。 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し、

自治体や地域団体との意見交換等により地

域社会や産業界の課題を抽出し、協働で解

決策を探る。 

 

■ 重点研究事業における地域課題解決研

究において、シーズマッチングの向上や成果

活用について、コーディネート業務に更に注

力し活性化を図る。 

 

■ ５つの研究センター（ＨＢＭＳ地域医療経

営研究センター、多文化共生研究センター

等）を基盤に、自治体や企業等との連携を促

進する。 

 

■ 「ＨＢＭＳ地域医療経営研究センター」、

「平和経営学研究センター」において、令和４

年度の取組を継続して、自治体や企業、団体

と連携し、課題の抽出やその解決に向けて協

働する。 

① 各キャンパスの地域連携センターを中心に、担当する自治体との意見交換会を２回実施

し、地域戦略協働プロジェクトも含めた自治体との連携の質的向上を図った。また、包括協

定を締結している市町及び団体等との協議を活性化させた。 

 

 

② しょうばら産学官連携推進機構、三次イノベーション推進会議、三原市起業化促進連携協

議会などを通じて、地域連携、産学連携の課題を抽出し、教員とのマッチングを行った。 

 

 

 

③ 地域の課題に応えるべく関係者のハブ的存在になることを目的とした研究センター（多文

化共生や健康促進など）を運用し、自治体と連携してシンポジウムを実施するなど情報発信

を行った。 

 

 

④ 「ＨＢＭＳ地域医療経営研究センター」において、今年で３回目となる「医療経営人材養成プ

ログラム」を開講し、病院幹部関係者23人が受講、20人が修了した。 

⑤ 「平和経営学研究センター」において、G7広島サミット開催記念フォーラムを開催した

（5/13、受講者数87人）。本フォーラムでは、協定校であるコスタリカ・平和大学の学長、

長崎県立大学の学長が登壇し、国際平和の礎となる「地域（ローカルベース）の平和構築」

の重要性について発信した。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

３－２ 助産学専攻科に係る教育内容の充実 

34 

◆ 

〔実践力のある助産師の養成〕 

助産に必要な高度な専門知識と

実践力を有し、地域社会の母子保健

の発展に貢献できる助産師を着実に

養成する。  

〔数値目標：助産師国家試験の合格

率 … 100％〕 

■ 助産学専攻科において、知識・技能・判

断力を兼ね備えた学修内容の充実を図ると

ともに、実習施設との連携をより一層密にし、

実践力の修得を図る。 

 

■ 地域社会の母子保健の発展に貢献する

ための知識・技能・判断力を兼ね備えた学修

内容の充実を図る。 

 

■ 令和４年度からの新カリキュラムを遂行

し、形成評価をする。 

 

〔助産師国家試験の合格率…100％〕 

① 実習指導担当者会議において、学生の習熟度を共有し、学生の状況に即した教育・指導

方法について、臨床と教育の連携を図った。 

・教員間での授業参観や学科会議（１回／月程度）で、学生の習熟度や授業の課題を教員間

で共有し、個々の学生に合った教育支援を行った。 

・アクティブ・ラーニングであるシミュレーション学修を行い、学生が科学的に証明された知識

を蓄積し、臨床において実践的に活用できるよう、また学生が主体的に学ぼうとする意欲が

もてるよう、学修内容プログラムを実施した。 

・自身の担当授業以外の授業に横断的に参加し、専攻科内で常に学生の習熟度や学修状況

を共通認識とした上で、フレキシブルに対応しながら授業を展開した。 

・地域社会の母子保健の発展へ貢献する能力を養うため、公開講座で健康教育を実施するこ

とで地域女性への貢献に努めるとともに、実習の一環で行うことで、学生への学修効果の向

上にも努めた。 

② 実習施設において、実習指導者からの評価を基に、授業にて知識・技術、実習オリエンテ

ーションやカンファレンスで態度面の不足部分の強化をした。 

③ 令和４年度の指定規則変更に対応する新カリキュラムを遂行し、各授業の授業評価や学

生の習熟度を基に、形成評価を行った。新カリキュラムとして、ハイリスク実習を行い、ハイリ

スク妊産婦や新生児対応の学修を強化した。 

３ ３ 
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④ 助産師国家試験対策の模擬試験の実施による課題の明確化を図り、教員による国家試

験対策支援を行った。 

 

〔助産師国家試験の合格率…100％〕 

 

・以上のとおり、実践力のある助産師の養成において「保健師助産師看護師学校養成所指定

規則」の変更に対応する新カリキュラムを遂行し、各授業の授業評価や学生の習熟度を基に

形成評価を行うなど取組を進めることにより、数値目標を達成し、年度計画を順調に実施し

た。 

（中期目標） 

２ 研究の質の向上に関する目標 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標 

人材育成及び地域社会の活性化に貢献するため、県内産業の振興や地域課題の解決に資する研究に重点を置き、地域の資源等を活用した食品・バイオ・環境及び保健・医療・福祉等に関する研究を推進するほか、データサイ 

エンス分野、中堅・中小企業等の経営に関する研究に取り組む。 

また、複雑化・高度化する地域課題に的確に対応していくため、学部・学科等の枠組みを越えた研究を推進する。 

Ⅱ 県立広島大学の研究の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 

 高度な専門的知識や技術の修得・創造、並びに実践的な応用を通じて、学生の教育を支えるとともに、県内産業の振興や地域課題の解決に資する研究を推進し、地域の課題解決や活性化に積極的に取り組む。 

１ 研究水準及び研究の成果等に関する取組 

（１）重点的研究区分の明確化と研究推進 

35 

 

〔重点的研究区分の明確化と研究推

進〕 

 重点的に取り組むべき研究区分と

して、県内産業の振興や地域課題の

解決に資する「地域課題解決研究」、

若手研究者の積極的な支援・育成に

資する「若手奨励研究」、地域文化・

社会の進展、地域産業・技術革新に

寄与する「先端的研究」及び「学長プ

ロジェクト」を推進する。また、その研

究成果を広く発信し、地域社会への

還元を図る。 

■ 科学研究費補助金の採択件数の増加な

ど、研究力の向上を図るため、重点研究区分

「若手奨励研究」を引き続き運用し、若手研

究者の育成支援を継続する。 

■ 地域課題の解決に資する「地域課題解

決研究」を推進し、ウェブ・サイトの活用や成果

発表会の開催等により、研究成果に係る情報

発信を行い、地域への還元効果を高める。 

■ 重点研究事業における地域課題解決研

究において、シーズマッチングの向上や成果

活用について、コーディネート業務に更に注

力し活性化を図る。【再掲33】 

■ オンラインによる地域課題解決研究発表

会を引き続き実施する。 

① 令和５年度の重点研究区分「若手奨励研究」で採択された研究者は、令和６年度科研費

の採択には至らなかったものの、重点研究区分「若手奨励研究」を引き続き運用し、若手研

究者の育成支援を行った。また、令和５年度より、事業計画書の立案段階で相談できるオン

ライン個別相談の機会を提供し、若手教員１人の利用があった。 

〈新規採択件数〉 

「地域課題解決研究」７件、「同（広島県との連携分）」１件、「若手奨励研究」４件、「先端的研

究」６件、「学長プロジェクト（先駆的成果還元型研究）」１件、「同（事業化促進技術開発）」１件 

 

② 成果発表会について、ハイブリッドで開催することにより、より広範な参加者に対して、研究

成果の情報発信を行った。また、特に「地域課題解決研究」については学内外に発信を行っ

た。 

③ 重点研究の地域課題解決研究と地域戦略協働プロジェクトの更なる有効活用を目指し、

見直し作業を進めた。 

 

・以上のとおり、重点研究区分「若手奨励研究」を引き続き運用し、若手研究者の育成支援を

進めるなど、重点研究区分の明確化と研究推進を進め、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
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（２）学際的・先端的研究の推進 

36 

 

〔学際的・先端的研究の推進〕 

複雑・高度化する地域課題に対応

した学際的研究や先端的研究を推

進するため、学部・学科・専攻の枠を

越えた共同研究を推進する。 

■ 重点研究区分「先端的研究」及び「学長

プロジェクト」について、学部・学科・専攻の枠

を越えた横断的な研究組織で推進し、共同

研究を活性化する。 

① 地域基盤研究機構において、学部・学科・専攻の枠を越えた横断的な研究チームを組織

し、外部資金申請につなげた。JSTの大学発新産業創出プログラム（START）スタートアッ 

プ・エコシステム形成支援事業のPeace & Science Innovation Ecosystem（主幹機関広島大

学）に共同機関として参画し、植物工場やアクアポニックス等中山間地域の新しい農業の在

り方を提案するなど、全学的に事業を推進した。 

② 重点研究区分「学長プロジェクト」について、学部・学科・専攻の枠を越えた横断的な研究

組織を構築し、大崎上島の活性化に関する共同研究を行うための準備を進め、広島商船

高等専門学校との連携を深めた。 
 
・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

（３）研究の質の向上 

37 〔論文等発表活動の活用〕 

 各教員の論文発表について、査読

論文や国際学会での発表、国際誌

への論文発表などを推奨し、研究の

質の向上に取り組む。 

■ 各部局等において、査読付き学術論文

による研究成果の公表、外部研究資金の積

極的な応募や獲得等を通じて、研究の質の

向上に取り組む。 

① 査読付き学術論文の発表状況を本学ウェブ・サイトにおける研究者紹介ページで公開し、

研究の質の向上に係る取組を継続した。 

 https://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/kenkyu-shoukai/ 

② 生物資源科学部において、生物資源科学部学術誌に掲載されている研究業績目録を電

子化し公開する仕組みを整備した。 

 https://www.pu-hiroshima.ac.jp/soshiki/52/syoubara-gakujyutushi1.html 

③ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し、企業等学外からの共同・受託研究資金の受入

に取り組み、52件、総額48,686,035円の外部研究資金を獲得した。 
 
・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

（２）研究推進体制等の整備に関する目標 

   研究の推進に当たっては、研究者情報の整備や共同研究等のコーディネートの推進など、大学の人的・知的資源を多面的に活用できる基盤づくりや実施体制の整備に取り組む。 

また、リサーチ・アドミニストレーター（※）の配置などにより、科学研究費補助金の獲得支援体制を強化するとともに、産学官連携を積極的に進め、外部研究資金の導入を促進する。 

２ 研究推進体制等の整備に関する取組 

（１）産学官連携の推進 

38 〔地域における共同研究の推進と地

域への還元〕 

 大学の知的資源の地域への還元と

実社会での応用的研究を推進する

ため、大学内の人的・知的資源を多

面的に活用できる基盤づくりやプロジ

ェクト研究センターの運営など、実施

体制の整備に取り組むとともに、広島

県や県内市町、企業、非営利組織

等多様な主体との連携を強化し、共

同研究や受託研究の受入れを通じ

て、地域の課題解決や活性化に積

極的に取り組む。 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し、

学内の研究シーズ・成果の積極的な公開及

び企業等ニーズとのマッチング作業をコーデ

ィネート業務に更に注力することで円滑に行

い、外部資金や受託・共同研究資金の獲得

に努める。 

■ 研究センターを基盤に産学官連携を促

進し、成果の公開などを積極的に行い、地域

課題の抽出やその解決に向けて協働する。 

■ 「ＨＢＭＳ地域医療経営研究センター」、

「平和経営学研究センター」において、令和４

年度の取組を継続して、自治体や企業、団体

と連携し、課題の抽出やその解決に向けて協

働する。【再掲33】 

① 地域基盤研究機構と各部局等が連携し、企業等学外からの共同・受託研究資金の受入

に取り組み、52件、総額48,686,035円の外部研究資金を獲得した。（小項目No.39参

照） 

② 外部資金の公募情報や競争的資金について、Teamsを用いて教員に迅速に情報連携し

た。 

③ しょうばら産学官連携推進機構、三次イノベーション推進会議、三原市起業化促進連携協

議会などを通じて、地域連携、産学連携の課題を抽出し、教員とのマッチングを行った。（小

項目No.33ー②）  

④ 「ＨＢＭＳ地域医療経営研究センター」において、今年で３回目となる「医療経営人材養成プ

ログラム」を開講し、病院幹部関係者23人が受講、20人が修了した。（小項目No.38ー

④） 

⑤ 「平和経営学研究センター」において、G7広島サミット開催記念フォーラムを開催した

（5/13、受講者数87人）。本フォーラムでは、協定校であるコスタリカ・平和大学の学長、

長崎県立大学の学長が登壇し、国際平和の礎となる「地域（ローカルベース）の平和構築」

の重要性について発信した。（小項目No.38ー⑤） 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
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（２）外部研究資金の獲得支援 

39 

★ 

◆ 

〔競争的資金の獲得支援〕 

科学研究費補助金等の競争的資

金について、積極的な応募と獲得を

促進するため、応募や獲得に対する

インセンティブを強化するとともに、リ

サーチ・アドミニストレーター等による

申請書の作成支援を行う。また、外

部研究資金に関する情報を収集し、

地域課題解決等に資する研究基盤

の強化につなげる。  

 

〔数値目標：科学研究費補助金の申

請率（応募件数／教員数） …95％

以上〕 

〔数値目標：科学研究費補助金の獲

得件数 … 80件以上〕 

〔数値目標：外部資金の年間獲得総

額 … ２億円以上〕 

■ 地域基盤研究機構において、各学部等

による提案公募型の競争的外部資金の獲得

に向けて、学外機関とも連携し、研究組織や

研究計画のコーディネートを行う。 

① 科研費獲得支援のため、コンサル業者による添削費用の全額補助を実施し、令和６年度

科研費応募（令和５年度申請分）においては、Ａ社による研究計画調書レビュー25件、面談

支援１件、Ｂ社による添削１件の利用があった。 

 

３ ３ 
 

  

 件 数 金 額 

R5 R4 R3 R2 R1 R5 R4 R3 R2 R1 

受託研究 18件 26件 15件 16件 28件 25,320,911円 83,218,096円 97,513,778円 126,315,233円 95,560,307円 

共同研究 17件 18件 32件 28件 23件 11,433,362円 16,861,000円 29,373,200円 31,075,000円 36,133,467円 

研究奨励寄附 4件 8件 9件 14件 11件 1,600,000円 3,866,667円 2,675,000円 5,571,623円 5,110,800円 

提案公募型研究 13件 11件 20件 14件 20件 10,331,762円 10,412,000円 12,742,739円 21,557,000円 16,234,100円 

合 計 52件 63件 76件 72件 82件 48,686,035円 114,357,763円 142,304,717円 184,518,856円 153,038,674円 

科研費 84件 95件 105件 105件 94件 111,410,000円 123,890,000円 125,580,000円 127,040,000円 118,820,000円 

総合計      160,096,035円 238,247,763円 267,884,717円 311,558,856円 271,858,674円 

○ 

  ■ 地域連携センターにおいて、競争的外部

資金等の公募情報を迅速かつ的確に収集

し、学内での共有化を図るとともに、申請書の

作成支援等を行う。 

■ 地域連携センターにおいて、科学研究費

補助金の応募支援として申請書の添削を行

う。 

■ 組織的支援策として、優秀な論文の表彰

制度の導入及び若手研究者への論文投稿に

関するセミナー開催並びに獲得資金の一部

を研究活動費に還元する制度を令和４年度

に引き続き試行運用することで、研究活動を

活性化し、このことにより競争的資金の獲得

拡大を図る。 

■ 各部局等において、引き続き、科学研究

費補助金の高い申請率と獲得件数の維持に

努める。 

 

〔科学研究費補助金の申請率（応募件数／教

員数） … 95％以上〕 

〔科学研究費補助金の獲得件数 … 80件

以上〕 

〔外部資金の年間獲得総額…２億円以上〕 

② 科研費応募に係るポイントをまとめた、本学オリジナルの科研費ハンドブックを作成し、配

付した。 

③ 組織的支援策として、優秀な論文の表彰制度の導入及び論文投稿補助、研究データ管

理に関するセミナー開催並びに代表として科研費を獲得した教員に対する研究促進奨励

金制度（令和４年度から３年計画で試行）を実施した。 

   研究促進奨励金制度（令和５年度）：84件82人に還元した 

④ 令和５年度科研費（令和４年度申請分）の獲得件数は84件で、中四国・九州の公立大学

29校中17年連続で１位であった。 

 

 

〔令和６年度科学研究費補助金の申請率（応募件数／教員数）…95.6％（205/217）〕 

                                  ※３年以内に退職予定の教員を除く 

〔令和６年度科学研究費補助金の獲得件数…84件〕 

 ※いずれも令和５年度申請分 

〔令和５年度外部資金の年間獲得総額…160百万円 〕 

 

・以上のとおり、外部資金の年間獲得総額は、獲得額の大きい競争的資金の研究が終了した

ことにより数値目標に達していないが、科学研究費補助金等の競争的資金の獲得支援にお

いて、外部業者による添削費用の全額補助、計画調書レビュー、面談支援を行うとともに、組

織的支援として、優秀な論文の表彰制度及び論文投稿補助、研究データ管理に関するセミ

ナー開催、及び代表として科研費を獲得した教員に対する研究促進奨励金制度を実施し、

研究基盤強化に係る取組を実施しているため、年度計画を順調に実施していると判断した。 
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（３）研究費の効果的な配分 

40 〔研究費の効果的な配分〕 
 学内の研究費配分に当たっては、
公正性・公平性・公開性を確保しな
がら、研究業績に加え、教育・地域
貢献・大学運営への教員の積極的
な取組を、法人の経営状況、大学を
取り巻く環境等を踏まえ、総合的に
評価して配分する。 

■ 基本研究費の配分について、教員の活

動実績（教育・研究・地域貢献・大学運営）を

総合的に評価し、その結果を活用する。 

① 教員業績評価制度を運用し、評価対象の４分野（教育・研究・地域貢献・大学運営）におけ

る活動を総合的に評価し、基本研究費の配分に反映させた。 

 （基本研究費総額の 56％） 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

（４）研究費の適正使用の徹底 

41 〔教職員の意識醸成〕 

 説明会の開催などにより、研究費・

補助金の適正使用を徹底する。 

■ 「研究費の不正使用」及び「研究活動にお

ける不正行為」の未然防止のための取組を継

続し、研究費の適正使用等に係る教職員の

意識の醸成を徹底する。 

 

① 研究費の適正使用のため、研究費の不正防止計画を実施した。 

・新任教職員から「研究費の使用にあたっての誓約書」を徴取 

・研究費にかかわる教職員に対し、年度当初にコンプライアンス研修としてｅラーニングを実

施。教員については、80％以上の正答をもって受講完了とすることを条件に基本研究費の

業績評価分を配分することにより、両大学ともに受講率100％を達成。 

・換金性の高い物品の登録管理並びに実査を実施し、適正管理を確認 

・研究費の計画的な執行をモニタリング 

・研究費にかかわる職員に対して、契約事務についての研修や、研究費不正防止をテーマと

する会計研修を実施 

② 叡啓大学主催の研究倫理集合教育（12/21開催）について、県立広島大学の教職員に

参加機会を提供した。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

（中期目標） 

Ⅲ 新たな教育モデルに関する目標 

１ 教育の質の向上に関する目標 

（１）育成すべき人材に関する目標 

先行き不透明な社会経済情勢の中で、地域社会や世界に貢献する高い志を持ち、「解のない課題に果敢にチャレンジし、粘り強く新しい時代を切り開いていく人材」の育成に取り組む新たな教育モデルを実践する。 

（２）教育に関する目標 

○ リベラル・アーツ教育などの基盤学修、実践的な課題解決演習（ＰＢＬ）を学生の課題認識や学修状況に応じて展開するとともに、日英２か国語での授業や留学生の受入れによる異文化空間の構築、海外を含む複数回の体 

験・実践活動等により、実践的な英語力と文化・習俗・歴史等に関する知識・対応力を育成する。 

○ ４年間を通じて、海外を含む複数回の体験・実践活動や企業等と連携した実践的な課題解決演習を中心とした教育活動を展開し、課題解決のために必要となる幅広い教養や語学、ＩＣＴリテラシー、思考系スキルなどの基盤 

学修を併行して履修し、実社会の課題解決に真に必要となる知識やスキルを身体知として身に付けることができる教育体系を構築する。 

○ 教育に対する熱意と多様なバックグランド、実務経験を有する教員を確保し、実社会における課題解決に資する実践的な教育を進める。 

○ 外国人教員を一定割合配置するとともに、留学生の生活・学修支援を通じて、留学生を積極的に受け入れる。 

○ 大学内のみならず、県内企業のほか非営利組織、教育・研究機関、国際機関、地方公共団体など、様々な主体と連携可能な「プラットフォーム」としての機能を持たせ、課題解決演習への参画やインターンシップの受入れな 

ど、教育面での提携を通じ、多様な主体と議論し、異なる考え方を調整して解決策を立案・実践できる能力を養成する。 

（３）運営体制に関する目標 

○ 既存の法人の下、小規模な単科大学を設置して、教学部門を明確に分離するとともに、事務局等管理部門の共通化や施設の共用などで効率化を図りつつ、それぞれの独立性、特長を踏まえた効果 

的な運営を図る。  

  ○ 今後の１８歳人口の減少や学生参画型の教育手法の導入等を踏まえ、県立広島大学と新たな教育モデルを実践する単科大学のトータルとして、学生定員を適切に管理する。 

Ⅲ 新たな教育モデルの教育の質の向上に関する目標を達成するために取るべき措置 
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  先行き不透明な社会経済情勢の中で、地域社会や世界に貢献する高い志を持ち、「解のない課題に果敢にチャレンジし、粘り強く新しい時代を切り開いていく人材」の育成を目指す新たな教育モデルを構築する。 

１ 新たな教育モデルの構築 

42 

★ 

〔実践的な教育プログラムの整備〕 
 幅広い教養や語学、ＩＣＴリテラシ
ー、思考系スキルなどの基盤学修に
よって、課題解決に必要となる知識・
スキルを修得するとともに、修得した
知識・スキルを多様な主体と連携し
た実践的な課題解決演習や体験・実
践活動で実践することを繰り返し、実
社会における課題解決に必要となる
コンピテンシーの修得を徹底させる
教育プログラムを整備する。 
 
〔数値目標：コンピテンシー修得に役
立つプログラムであったと評価した学
生（第４学年）の割合… 80％以上
（令和６年度）〕 
〔数値目標：卒業時にTOEFL ITP 
550点以上の学生※の割合… 85％
（令和６年度）〕 
〔数値目標：卒業時にTOEFL ITP 
600点以上の学生※の割合… 10％
（令和６年度）〕 
※日本人学生。600点以上の学生は

550点以上の学生の内数。 

■ 引き続き、英語集中プログラムやリベラ

ルアーツ科目・基本ツール科目などの教育プ

ログラムにおいて、アクティブ・ラーニングの

実践等計画を具現化する。 

 

■ 本格実施２年目となる課題解決演習、体

験・実践プログラムについては、科目・参加者

の増加に対応した多様な連携先を確保し、学

生のニーズに応え、戦略性や実行力が修得

できるカリキュラムを実施する。 

 

■ ４年次の卒業プロジェクト科目の実施に向

けて、実施体制を整えるとともに、学生が早

期に課題意識を高められる仕組みを構築し

運用を開始する。 

 

■ 教育改善のためのアンケートの結果を踏

まえ、実施された科目について、ＦＤにおいて

振り返りを実施する。 

① ４年次配当科目を除く教育課程表上の全ての授業科目を予定どおり開講した。 
 
② 開学２年目から開講した「課題解決演習ⅠA・ⅠB・Ⅱ」（必修）について、計画どおり各学期

における予定クラス数を確保し、実践的な学びを通して、学生のコンピテンシー修得の徹底

を図った。 体験・実践プログラムについても、学生に対しての説明会を実施（日・英）し、参

加申込のための各種フォーマット等の資料を整え、次のとおりの履修者があった。 
 
 （体験・実践プログラム単位取得者数） 

 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

国内プログラム 76人 53人 87人 

海外プログラム 48人 35人 87人 
 
③ ４年次の卒業プロジェクト科目の実施に向けて、実施体制を整えるとともに、令和４年度に

作成した「卒業プロジェクト科目のあり方について（最終まとめ）」や設置認可申請書の内容に

基づいて、「卒業プロジェクトの進め方（学生用）」のマニュアルを作成した。 
 
④ 各クォーター終了後、「教育改善のためのアンケート」を実施し、結果を教員にフィードバッ

クした。その結果を踏まえて、教員自身が授業改善を行った。また、「英語を学ぶ」から「英

語で学ぶ」ための教育効果の向上に関する FDを複数回実施した。 
 
・以上のとおり、実践的な教育プログラムの整備において、開学３年目で教育課程表のほぼ全

ての授業科目を予定どおり開講し、アクティブ・ラーニングの実践等の計画を具現化するとと

もに、「課題解決演習1A・1B・Ⅱ」も計画どおり各学期における予定クラス数を確保し、実践

的な学びをとおして、学生のコンピテンシー修得の徹底を図った。また４年次の卒業プロジェ

クト科目の実施に向けて、実施体制を整えるなど、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

43 〔多様なバックグラウンドを有する教
員体制の編制〕 
 企業や国際機関等での実務経験
など、多様なバックグラウンドを有す
る教員や、外国人教員を一定割合
配置し、教員組織の多様性を確保す
るとともに、担任制を導入し、チーム
で学生の学びを支援する体制を構
築する。 
また、教員の採用に当たっては、

国内外に広く公募を行うほか、企業
や国際機関、海外大学等への派遣
依頼など、様々なルートを通じて行
う。 
〔数値目標：外国人教員や実務経験
を有する教員等様々なバックグラウ
ンドを有する教員の割合… 50％（令
和６年度）〕 

■ 多様なバックグラウンドを有する教員や

外国人教員など教員組織の多様性を確保し

つつ、学生にコンピテンシーを身に付けさせる

ことができる教員を配置する。 

 

■ 複数の教員と学生によって構成されるポ

ートを、学生・教員の交流、学生生活や学修

の支援に活用する。 

① ２人または３人の教員が40人程度（１学年10人）を担当するポートを設置し、学生の学

びを支援するとともに、学生が抱える様々な問題や疑問に日常的に対応できる体制を整え

ている。授業の欠席が多い学生や成績不振学生等に対して、教学課がポート担当教員に連

絡し、担当教員が面談等を実施することで、問題を抱える学生の早期発見に努めた。 

 

② 令和５年度は、多様なバックグラウンドを持つ教員として、海外での勤務経験や民間企業

での実務経験がある教員や外国人教員を採用した。 

③ また、８月にデータサイエンスの教員について国内外で公募を行い、選考を実施した。（令

和６年４月採用） 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
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44 

 

〔コンピテンシーの修得を目指す成
績評価制度の整備〕 
 筆記試験やレポートだけでなく、課
題解決演習に取り組む過程における
意欲・態度や他者と協働する姿勢な
どを評価し、教員の適切なサポート
によって、卒業までに必要なコンピテ
ンシーの修得を徹底させる成績評価
制度を整備する。また、課題解決演
習や体験・実践プログラムにおいて
は、提携先企業等からの評価を成績
評価やプログラム等の運営方法の見
直しにつなげる仕組みを構築する。 

■ 新規で着任した教員・非常勤講師を中心

に、知識及びスキルの獲得とコンピテンシー

の評価の両方を含む成績評価制度につい

て、説明会の実施や個別説明により着実に周

知を行い、制度の定着を図る。 

 

■ コンピテンシー評価の方法については、

問題点の検討やＦＤ等による情報共有を行

い、教員間での評価の平準化を図る。また、

課題解決演習や体験・実践プログラムについ

ても、成績評価に関する企業等への事前説

明を着実に実施し、理解を得る。 

① 令和５年度からの新規着任の専任教員２人及び非常勤教員に対して、成績評価制度につ

いての個別説明や質問対応を行い、制度の定着を図った。課題解決演習及び体験・実践プ

ログラムについても、提携する企業への事前説明や質問対応を着実に実施し、適切に学生

評価を行っている。 

 

 

② コンピテンシー評価については、令和５年度に設置したコンピテンシー向上部会において、

コンピテンシー評価方法の検証を行い、コンピテンシー評価対象科目の見直しや新しいル

ーブリック（案）を作成し、令和６年度から試行する準備を整えた。 

 

 

・以上のとおり、コンピテンシー評価方法について検証を行い、新しいルーブリック（案）を作成

するなど、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

45 

 

〔意欲ある学生の確保に向けた取組〕 
 知識・技能だけでなく、コミュニケー
ション能力や探究心、学びや課外活
動に対する取組姿勢などを多面的に
評価するＡＯ入試を中心とする入学
者選抜方法を整備するとともに、意
欲ある学生の確保に向けて、大学説
明会の開催や学校訪問などにより、
高校生や高校教員、保護者への広
報活動を積極的に行う。 
 
〔数値目標：志願倍率… ３倍（令和６
年度）〕 

■ 令和６年度入学者選抜を適切に実施す

るとともに、これまでの入試結果を分析し、必

要に応じて外部アドバイザーから助言を受け

ながら、本学の求める学生を確保するための

検証をし、令和７年度以降の入試制度の見直

し等を行う。 

 

■ 卒業生が出ていない本学において卒業

後の活躍がイメージできるよう、在学生の本

学での成長感やキャリアビジョン形成など学

生にフォーカスした話題性・ストーリー性のあ

るニュース発信を行うことにより、コアなファン

を獲得して、認知度及びブランド力の向上を

図る。 

 

■ 高校訪問や説明会等により、本学と親和

性の高い高校等との接続・連携を強化し、高

校教員との関係構築を行うとともに、オープン

キャンパスへの高校生の参加を促し、双方に

ミスマッチのない志願者確保を図る。 

① 外部機関を活用して試験問題を検証し、アドミッション・ポリシーに即した学生を確保できる

よう、作問体制等を整えるとともに、書類審査や面接の評価方法等を改善した。また、令和

７年度入学者選抜方法の見直しを行った。 

② 大学説明会（６月）やオープンキャンパスを複数回（７月、12月、３月）実施し、参加者が増

加した（昨年度比107.3％）。また、イベントの参加者の６～７割は、本学を受験しており、学

生の確保に効果があった。 

③ 令和５年度からは、本学の学びの内容と親和性の高い教育を実施している高校や、探究

学習に関心の高い教員などにターゲットを絞り、関係を強化することで志願者増を図るという

方針のもと、外部リソースを活用してターゲット校を選定し、高校訪問を行った（長野・静岡・

愛知・沖縄 計42校）。また、３年連続して志願者がいる高校や入学した実績がある県内高

校66校、中四国・九州の高校33校を訪問し、大学紹介を行うとともに、進路指導教員と意

見交換した。 

  訪問した高校からの志願者数（高校数）：54人（39校） 

④ 教員を対象としたオンライン説明会（9/12・21、19人）や広島県教育委員会と連携して

「学校魅力化コーディネート力養成研修」を共催（6/29、1/26）し、探究学習に関心の高い

教員との連携を深めた。 
 
（志願倍率の推移） 

入学時期 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

春入学 総合型選抜 1.5 1.4 1.6 1.8 

学校推薦型 1.4 1.1 1.4 1.6 

一般選抜 6.4 2.6 2.1 1.6 

秋入学 留学生選抜 1.0 1.1 1.6 2.5 

  ※令和６年度秋入学は２回目までの志願倍率 
 
・以上のとおり、第三期中期計画の志願倍率目標値３倍に向け、改善が必要であることから、

自己評価を「２」とした。 

２ ２ 
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★ 

〔留学生の受入体制の整備〕 
 日本人学生と留学生が多様な価
値観の中で切磋琢磨できる環境を
構築するため、英語開講科目の充
実や留学生寮の確保、海外から受
験しやすい留学生選抜方法や秋入
学制度を導入する。また、国際交流
センターを県立広島大学と共通化
し、海外提携校を開拓するとともに、
県立高校や県内企業の関係等を活
用して積極的に広報を展開し、留学
生の受入れを促進する。 
 
〔数値目標：留学生（学部、交換、短
期生等）受入人数… 100人以上
（令和６年度）〕 
〔数値目標：交換留学協定締結校数
（短期プログラムに係るものを除く）… 
15校（令和６年度）〕 

■ 正規学部留学生を世界の多様な地域か

ら獲得するため、これまでの成果を踏まえた

広報活動を実施するとともに、正規留学生へ

の経済的支援策（給付型奨学金制度）を創設

する。 

 

■ キャンパスの国際化や多様性を確保す

るため、本部国際交流センターとも協力しな

がら、新規協定校の開拓や協定校との連携

強化を進め、世界各国・地域の大学との連携

を拡充することにより、交換留学生の受入を

推進する。 

 

■ 留学生の大学生活に支障が出ないよう、

学生寮の学生役職者（ＲＡ）や留学生支援を

行う学生団体と協力して、日本での生活準備

に係る支援を継続する。 

① 国内外の対面・オンラインで開催された約40回の日本留学フェアや進学説明会に参加

し、留学生獲得・海外広報活動を行い、令和５年度秋入学３回目と令和６年度秋入学１・２回

目を合わせた志願者は60人で、前年度（24人）よりも大幅に増加した。 

② 大学独自の正規留学生特別奨学金規程や支給事務要領を制定し、運用を開始した。 

③ 交換留学が可能な協定校数は22ヶ国・地域、31大学32校（令和６年３月末現在）に拡

充し、協定校から交換留学生12人（令和４年度４人）を受け入れた。 

   令和５年度末時点の受入れ留学生数 延べ39人 （正規留学生 27人、交換留学生

12人） 

④ 令和５年度に受け入れた正規留学生及び交換留学生20人に対して、入国前ガイダンス

を開催した。また、入国後の入寮対応や生活支援（区役所での住民票手続き、銀行口座開

設、生活用品の買い出し等）は、国際学生寮の学生役職者（レジデント・アシスタント：RA）や

留学生支援の学生団体が中心となり支援した。 

 

 

・以上のとおり、正規留学生を対象とした奨学金制度を創設し、運用を開始したほか、日本学

生支援機構が提供する渡日前入学許可制度による学校推薦枠に採択され、経済的支援を

拡充するなど、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

47 

★ 

〔実践的な課題解決演習や体験・実
践プログラムの展開〕 
 企業やＮＰＯ、大学、国際機関、地
方公共団体など、学外の多様な主
体との恒常的な連携を可能とする
「プラットフォーム」を構築するととも
に、企業等と連携した課題解決演習
や国内外をフィールドとする多様な
体験・実践プログラムを展開する。 
 
〔数値目標：叡啓大学のプラットフォ
ーム参加企業・団体数… 70団体
（令和６年度）〕 

■ 課題解決演習では、企業等にもメリットが

あることを説明して多様な連携先企業等を確

保し、企業等の課題を踏まえたテーマ設定の

工夫等により授業を充実させる。また、体験・

実践プログラムにおいても多様な連携先を確

保するとともに海外プログラムの充実を図る

等により、学生のコンピテンシー習得の徹底

を図る。 

 

■ 企業や自治体、ＮＰＯ等から構成する「叡

啓大学実践教育プラットフォーム協議会」との

コミュニティ形成を通じて、企業等の課題の

形式知化を図り、実践教育プログラムの一層

の向上と、企業や地域の活性化が両立でき

るよう取り組む。 

① 課題解決演習では叡啓大学実践教育プラットフォーム協議会に参画している11団体か

らテーマの提供があり、授業を行った。また、体験・実践プログラム（国内科目）では、夏ギャ

ップに18団体（うちプラットフォーム参画15団体）から国内インターンシップ・ボランティア

求人があり、12団体23人が実習した。冬ギャップは、18団体（加入16団体、未加入２団

体）から求人があり、13団体36人が実習した。 

② 体験・実践プログラムに延べ174人（令和５年度、国内87人、海外87人）が参加した。 

③ 令和５年度に体験・実践プログラム（海外科目）において、大学独自のインターンシッププロ

グラム（フィリピン・ダバオ）を開拓し、27人が実習した。 

④ 叡啓大学実践教育プラットフォーム協議会に対して、課題解決演習や体験・実践プログラ

ムなどの具体的な連携項目に関するニーズ調査を実施した。令和６年度に開講する課題

解決演習での連携に強い意向を示す企業をリストアップし、個別にヒアリングを行うなどの取

組を進めた。 

 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

48 〔完全クォーター制（４学期制）の学
事暦の導入〕 
 ３か月単位の課題解決演習やイン
ターンシップ、海外留学、留学生・帰
国生徒の秋入学制度実現のため、１
年間を４つの学期に均等配置する完
全クォーター制を導入する。 

■ 体験・実践プログラム（特に国内インター

ンシップ）や長期海外留学への参加促進に配

慮した４学期制を引き続き実施する。 

① 完全クォーター制による学事暦を基本とし、夏クォーター後のギャップ期間をやや長く設

定することで、体験・実践プログラムや長期海外留学への参加促進を図った。 

 

  夏クォーター後のギャップ期間を利用して体験・実践プログラムに参加した学生数：  

  国内35人、海外66人 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
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２ １法人２大学による効果的・効率的な運営体制の構築 

49 〔必要な施設の確保と新大学の設
置〕 
 新たな教育モデルの構築に向け
て、文部科学省の設置認可を受け、
新大学を設置するとともに、必要な
施設を確保する。 

■ 叡啓大学キャリア支援体制構築のための

施設整備を行う。 

① キャリアデザインオフィスを整備し、キャリア支援を推進した。 

② このほか、学生支援の一環として、厨房設備を整備し、学生食堂の運営を開始した。 

 

・以上のとおり、キャリアデザインオフィスを整備し、キャリア支援を推進したほか、学生食堂の

運営を開始するなど、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

50 ［1法人2大学による効果的・効率
的な運営］ 
 事務局、国際交流センター及び学
術情報センターの共通化、体育館や
グラウンド、図書館の共同利用など、
１法人２大学による効果的・効率的な
運営体制を整備するほか、両大学
の単位互換制度の導入や留学生と
日本人学生の相互交流などにより、
学生交流を促進する。 

■ 令和５年度から、勤怠管理システムや電

子決裁（文書管理）システムを稼働させ事務

の効率化を進めるとともに、総務事務等の共

通業務についてのシステム導入や事務手続

きの見直し等による簡素化・効率化や、部局

間の情報共有・連携を促進するための取組

を、継続して実施する。 

 

■ 本部学術情報センターにおいて、両大学

の情報セキュリティの共通運用や図書システ

ムを共通利用することで、経費節減や運営管

理業務の効率化を継続する。 

 

■ 叡啓大学の授業「健康学入門」や学生団

体の活動において、県立広島大学の体育館

やグランドを利用することで、効率的な運用を

行う。 

 

■ 一般社団法人教育ネットワーク中国の単

位互換制度を活用して、両大学間での単位

互換を実施する。 

 

■ 本部国際交流センターと両大学とが連携

し、両大学間での学生交流に係るイベントの

企画などを行うとともに、県立広島大学の交

換留学生への叡啓大学学生寮の提供などを

継続し、学生交流を促進する。 

① 事務の効率化のため、本部総務課及び本部財務課において、勤怠管理システム及び電

子決裁（文書管理）システムを構築し、令和６年度からの本格稼働に向け、試行した。 

・勤怠管理システム（本部総務課） 

 令和６年１月～ 事務局全体でのテスト運用 

 令和６年３月～ 全教職員での試行運用 

・電子決裁システム（本部財務課） 

 令和６年１月～ 事務局全体での試行運用 

② 事務の効率化のため、事務局において、令和６年度から次の総務事務等の共通事務の本

部集約化を実施することとした。 

・本部集約事務 

 事務部支出等の審査事務 

 施設の整備及び修繕事務 

 施設管理系業務や共通事務機器等借上の契約事務 

 資産管理事務 

③ 部署間の情報共有と連携のため、広島C・庄原C・三原C・叡啓大学の担当課長以上の事

務職員が参加する「連絡・調整会議」を、引き続き定期開催した。 

 ＜連絡・調整会議開催状況＞ 

  原則、２週間に１回開催し、令和５年度に18回開催 

 

④ 県立広島大学体育館を利用して、叡啓大学の授業「健康科学入門」の授業を行った。 

⑤ 教育ネットワーク中国の単位互換制度に参画し、42科目を提供した。 

⑥ 令和４年度に引き続き、県立広島大学の交換留学生・ET生に国際学生寮を提供し（令和

５年度15人入寮）、学生寮レジデント・アシスタント主催の歓迎会やスポーツ大会を開催し

（計３回）、両大学間の学生交流を促進した。 

⑦ 両大学図書館の共同利用や図書館システムの共通化により効率的な運営に取り組んだ。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

（中期目標） 

Ⅳ 共通する目標 

１ 地域貢献に関する目標 

○ 多様な年齢層を対象とするリカレント教育や意欲ある高校生の参加、地域における生涯学習を促すため、働きながら学べるカリキュラムや公開講座の提供など、県民に開かれた大学教育を展開する。 

○ 地域連携センター等を拠点として、企業、非営利組織等多様な主体や市町と連携・協働し、地域活性化や地域支援に取り組む。 

２ 大学連携の推進に関する目標 

県内の大学が有する資源を最大限活用し、産業界や地域社会の多様かつ高度な期待に応えていくことができるよう、サテライトキャンパスやＩＣＴを活用した遠隔講義システム等による、他大学との連携講座や単位互換講座の開 

講などに取り組む。 
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３ 学生支援に関する目標 

（１）学修やキャリア設計への支援 

○ 学生が自ら目指す将来像を明確にし、その実現に向けた計画的な履修や適切な進路選択ができるよう、きめ細かな学修支援、就職支援を行う。 

○ 企業等からキャリアに関するアドバイスが受けられる「キャリア・アドバイザリー・ボード」を設置するなど、学生のキャリア設計支援を強化する仕組みを構築する。 

（２）安心・安全な学生生活の確保 

学生が安心し、充実した学生生活を送ることができるよう、事故や災害等への対応及びメンタルヘルスへの対応、並びに、感染症や薬物への対策など、心身の健康に関する相談支援を強化する。 

（３）経済的支援の実施 

学生が経済的に安定した環境で学修に取り組むことができるよう、奨学金制度の充実及び授業料の減免等の経済的な支援を適切に実施する。 

Ⅳ 共通する目標（地域貢献、大学連携の推進、学生支援）を達成するために取るべき措置 

 大学と地域が持つ資源を結び・活かす「連携拠点」として、地域のまちづくりなどに貢献できるマネジメント人材育成機能の強化、県民の高度な学習ニーズに対応したリカレント教育の開発・提供、シンクタンク機能の充実、地域連携・

交流機能の強化、大学連携の推進などに取り組む。 

また、学生の自己形成に資するきめ細かな学修・就職支援に継続的に取り組む。 

１ 地域貢献に関する取組 

１－１ 地域における人材の育成に関する取組 

（１）生涯を通じた学びの場の提供 

51 〔地域の人材育成機能の強化〕 

 企業等で活躍する社会人や専門

職業人を対象とするマネジメント能力

や専門的スキルの向上に資する講

座・セミナー等を開設し、地域社会の

活性化を担う人材の育成に取り組

む。 

【県立広島大学】 

■ 地域基盤研究機構において、引き続き各

部局等による履修証明制度を円滑に運用し、

マネジメント能力や専門的スキルの向上に資

する講座を運営する。 

 

【県立広島大学】 

① リカレント・リスキリング教育として履修証明プログラム「主任介護支援専門員を対象とした

スキルアップ講座「スーパーバイザー・レベルアップ講座」」（履修者２人）、「家族再統合支

援プログラム」（履修者４人）を開講した。 

② 地域連携センターと各学部等が連携して、専門的スキルの向上に資する講座を実施し、

７講座（18回）に延べ130人が受講した。 

 ・日々の生活をデザインする記録と対話 

 ・家族支援の実践実技講座 

 ・GIGAスクール時代における読み書きに困難を抱える児童・生徒への学習支援 

 ・メンタルヘルスの視点から考えるマインドフルネス講座 

 ・手話言語による面接技術講座 

 ・高齢者に生じるコミュニケーション障害の理解とその支援～言語聴覚士の視点から～ 

 ・医療処置を受ける子どもと家族の小児看護リフレクション講座 

③ 青少年育成広島県民会議との共催による「青少年育成カレッジ総合講座」（10月～11月、

延べ53人）を開催し、地域社会の要請に応える人材育成に取り組んだ。 

３ ３ 
 

  ■ ＨＢＭＳにおいて、「スタンフォード大学連

携科目」を引き続き開講し、科目等履修生を

募集する。また、社会環境の変化や動向を捉

えた先端的なテーマや著名な講師によるセミ

ナー等を積極的に企画し、対面に加え、オン

ライン受講が可能な形態で、地域の社会人

が学びやすい環境を提供する。 

④ HBMSにおいて、令和４年度に引き続き「スタンフォード大学連携科目」をはじめとした科目

等履修生を募集し、前期13人、後期31人が受講した。 

 

  
 

  【叡啓大学】 

■  産学官連携・研究推進センター及び教

員が連携し、経営革新、組織開発・人財開発

等を向上するための研修会を実施し、参画企

業等との連携強化を図る。 

【叡啓大学】 

① 叡啓大学実践教育プラットフォーム協議会の参画団体である広島経済同友会と連携し、

県内に本社を置く中核企業の経営幹部及び中小企業の次世代経営者を対象に、後継者確

保の課題をテーマに研修会を開催し、参加企業との連携強化に取り組んだ。 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 
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52 

★ 

◆ 

〔リカレント教育プログラムの開発・提供〕 

 幅広い年齢層の社会人の学び直し

やキャリアアップを支援するため、産

業界との連携・協力のもと、履修証明

制度等を活用した質の高い教育プロ

グラムを開発し、提供する。  

〔数値目標：HBMSにおける社会人教

育プログラム等※の受講申込者数 

…６０人〕【再掲32】 

※正規課程学生以外を対象とするもの 

【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 「数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラ

ム認定プログラム（リテラシーレベル）」につい

て、県内大学の要望に応じて、専任教員を派

遣しての授業実施や授業教材の提供を行う。 

■ 同プログラムの応用基礎レベルについ

て、モデルカリキュラムに準拠した教材のあり

方について検討し、適切な科目内容・科目数

（時間数）を設定した上で、それぞれの科目

の教育目標に沿った授業教材の開発を行う。 

【県立広島大学・叡啓大学】 

① 広島県から「高等教育におけるデジタルリテラシー教育実施業務」を受託し、「数理・デー

タサイエンス・AI教育プログラム認定制度（リテラシーレベル）」について、県内大学の要望に

応じて、４大学に専任教員を派遣のうえ授業実施し、13大学に授業教材の提供を行った。 

② 「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度（リテラシーレベル）」の教材をベー

スとした集中講義を２回開催し、修了証を交付した。（「今日からはじめる『データサイエン

ス』」8/9開催・受講者63人、「ふれてなっとく『データサイエンス』」3/23開催・受講者41

人） 

③ 「数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度（応用基礎レベル）」について、モデ

ルカリキュラムに準拠した授業教材（授業動画、資料、演習問題）を作成した。 

３ ３ 
 

  【県立広島大学】 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し、

リカレント・リスキル教育プログラムとして履修

証明プログラムを実施する。 

■ 他機関との連携による履修証明プログラ

ムの開設を検討する。 

■ オンライン講座を充実させ、広く講座を受

講できる体制を整える。 

【県立広島大学】 

① リカレント・リスキリング教育として履修証明プログラム「主任介護支援専門員を対象とした

スキルアップ講座「スーパーバイザー・レベルアップ講座」」（履修者２人）、「家族再統合支

援プログラム」（履修者４人）を開講した。（小項目No.51ー①） 

② 令和６年度に開講する予定である、３キャンパスの強みを活かした合同の履修証明プログ

ラム及びコアカリキュラムとなる「JFSM食品安全研修」の受審審査に向けた準備を行った。 

③ より専門的・実践的内容が提供できるように、県内の大学との連携により履修証明プログラ

ムの実施に向けた検討を開始した。 

  
 

  ■ ＨＢＭＳにおいて、「アグリ・フードマネジメ

ント講座～ひろしまファーマーズテーブル」（プ

ログラム監修・講師派遣）、「医療経営人材養

成プログラム」、「竹原地域ビジネスリーダー

養成講座」の３つの講座の継続実施に加え、

令和５年度から新たに「ＨＢＭＳプロフェッショ

ナル人材育成講座※」（※福山市で開講する

３つの授業科目で構成する履修証明プログラ

ム）を開講する。このうち、「医療経営人材養

成プログラム」及び「ＨＢＭＳプロフェッショナル

人材育成講座」は、文部科学省の職業実践

力育成プログラム（ＢＰ）に認可された大学主

催の履修証明プログラムとして運営する。【再

掲32】 

 

■ 県東部の備後地域（福山市）において、

新たに福山市を中心に開講する「ＨＢＭＳプロ

フェッショナル人材育成講座」を軸に、福山市

での講義や演習、特別セミナーなど多面的

な取組を通じて、中小企業マネジメントプログ

ラムの開発及びサテライトキャンパス機能を

強化する。【再掲32】 

 

④ HBMSにおいて、「アグリ・フードマネジメント講座～ひろしまファーマーズテーブル」のプロ

グラム監修及び同講座への講師派遣を行った。また、文科省BP認定プログラムとして「医

療経営人材養成プログラム」及び「HBMSプロフェッショナル人材育成講座（備後地域）」を、

履修証明プログラムとして「竹原地域ビジネスリーダー養成講座」を継続開講した。（小項目

No.32ー①） 

 

 

 〔HBMSにおける社会人教育プログラム等の受講申込者数…84人〕 
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  〔ＨＢＭＳにおける社会人教育プログラム等※

の受講申込者数 …６０人〕【再掲32】 

※正規課程学生以外を対象とするもの 

 
  

 

  【叡啓大学】 

■ 産学官連携・研究推進センター及び教員

が連携し、社会人の教養を高め、技術を修得

する講座を開設・運営する。 

【叡啓大学】 

① デザイン思考・システム思考等の思考スキルを学ぶ、主に社会人対象のリスキリングに資

する全４回の公開講座を実施し、延べ727人が参加した。 
 
・以上のとおり、リカレント教育プログラムの開発・提供において、両大学では広島県から「高等

教育におけるデジタルリテラシー教育実施業務」を受託し、専任教員の派遣及び教材の提供

を行った。また、リスキリングに資する講座や社会人教育プログラムを実施した結果、数値目

標を達し、年度計画を順調に実施した。 

  
 

53 

◆ 

〔公開講座等の質的充実〕 

 成熟社会における県民の高度な学

習ニーズを把握しながら、高校生や

社会人など幅広い世代に対して質の

高い公開講座等を提供するととも

に、受講の拡大に向け積極的な広

報を行う。  

 

〔数値目標：すべての公開講座受講

者の満足度 … 90％〕 

〔数値目標：有料講座受講者の学修

成果の活用見込み※…80％（令和６

年度）〕 

※「活用できそう」と答えた割合 

〔数値目標：課題探究型地域創生人

材ルーブリックにおける最高評点を

100とした場合の学生の平均数値

… 75点（令和６年度）〕【再掲５】 

【県立広島大学】 

■ 地域連携センターと各部局等が連携し

て、高度な学習ニーズに対応した質の高い

公開講座等を企画し、オンライン等でも提供

するとともに、受講者アンケートの結果を担当

講師に提供し、質的改善を試みる。 

 

■ 包括協定先等と連携し、ニーズを踏まえ

て講座を更に拡充する。 

 

【県立広島大学】 

① 地域連携センターと各学部・学科等が連携し、小学生から社会人に至る多様な学習ニー

ズに応える公開講座等48講座（85回開催）を各キャンパスで開設し、受講者総数は延べ

1,435人であった。（４年度：43講座（103回開催）、受講者総数延べ1,918人） 

② 本学主催及び学外との連携公開講座（39講座）において、受講生の満足度及び活用度

についてアンケートを行った結果、満足度（平均）は93.0％、有料講座（14件）における活用

度（平均）は89.4％であった。 

③ 広島県内各地で講座が受講できるようオンライン講座やハイブリッド講座を積極的に実施

（全体のうち31％）した。 

④ 本学で実施したSDGsの17の目標に関する講座を動画コンテンツとして取りまとめ（DVD

等）、包括協定先の自治体の庁内での閲覧、自治体の図書館で広く県民が閲覧できるよう

にした。 

３ ３ 
 

〔すべての公開講座受講者の満足度…90％〕 

〔有料講座受講者の学修成果の活用見込み

（「活用できそう」と答えた割合） …80％〕 

〔課題探究型地域創生人材ルーブリックにお

ける最高評点を100とした場合の学生の平

均数値… 75点〕【再掲５】 

〔すべての公開講座受講者の満足度…93.0％〕 

〔有料講座受講者の学修成果の活用見込み…89.4％〕 

〔課題探究型地域創生人材ルーブリックにおける最高評点を100とした場合の学生の平均 

 数値…64.2点〕 

 

 

  【叡啓大学】 

■ 産学官連携・研究推進センター及び教員

が連携し、ニーズに対応した、研究教育の成

果を地域に公開する質の高い講座等を企画・

実施する。 

■ 高校生や社会人など幅広い対象が受講

できるよう、開催時間・開催手法等を工夫す

る。 

■ 受講の拡大に向けては、公開講座の対

象者に届くよう開講情報の積極的な発信を図

るとともに、受講者の声や内容をウェブ・サイト

に掲載することで公開講座の事後広報にも取

り組む。 

【叡啓大学】 

① 社会人向けと高校生向けの公開講座をそれぞれ実施した（計２件、全７回）。 

② 講座の対象者が参加しやすいよう開催時間を設定し、またオンラインでの参加、ウェブ・サ

イトでオンデマンド配信するなどに取り組んだ。 

③ 受講の拡大に向けては、開講情報をウェブ・サイトに掲載するとともに、高校生向けの講座

に関しては近隣の塾、高校へチラシを配布するなど、積極的な発信を図った。また、受講

者の声や内容をウェブ・サイトに掲載することで公開講座の事後広報にも取り組んだ。 

  公開講座受講者の満足度（社会人向け講座）96％、（高校生向け講座）100％  

 

④ 客員教授等の実業家視点やグローバルな視点を学ぶための正課外のキャリア支援であ

る「イブニングラウンジ」に、社会人、高校生などが広く参加できるように取り組んだ。 

 

以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

  
 



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会評価 

年度計画の進捗状況等 自己 
評価 

委員会 
評価 特記事項 

54 〔大学施設等の地域への開放〕 

 体育館やグラウンド、図書館などの

施設・設備を可能な限り地域に開放

する。 

【県立広島大学】 

■ 各キャンパスの図書館を引き続き学外

者の利用に供するとともに、図書館機能を活

かした企画展示等を実施し、地域への開放に

努める。 

 

【県立広島大学】 

① 図書館については、新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴い、令和５年５月12日から

通常開館に戻した（学外者への図書貸出冊数：10,615冊）。 

② 各キャンパス図書館で、学生選書・学科推薦図書等で選ばれた書籍を年間展示するとと

もに、個別に設定したテーマに基づき期間展示を行った。 

３ ３ 
 

  ■ 教室や学生食堂、サテライトキャンパス

ひろしま等、大学施設の地域への貸出を適

切に行う。 

③ 大学施設の貸出について、ウェブ・サイトに掲載し周知するなど、施設の円滑な貸出・提供

に努め、有効活用を図った。 

 学外機関・団体への貸出件数：有料６件延べ11日、無料４件延べ７日（４年度：有料７件延

べ14日、無料１件延べ２日） 

 施設貸付料収入：436,050円（４年度661,025円） 

 「サテライトキャンパスひろしま」貸付料収入：2,114,110円（４年度2,683,340円） 

  
 

  【叡啓大学】 

■ コミュニティ・コモンズ等を利用した学生

企画等により、地域への施設開放に努める。 

 

■ 教室等の大学施設の地域・団体への貸

出を適切に行う。 

【叡啓大学】 

① 図書室及びコミュニティコモンズの一般開放について、ウェブ・サイトにより広報した。 

② コミュニティコモンズ等を利用した学生企画を３件実施するほか、地域の福利厚生のため

の団体等へ無料貸出しを行うことで地域への施設開放に努めた。 

③ 大学施設の貸出を延べ28件（施設貸付料2,064,740円）行った。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

  
 

１－２ 地域との連携に関する取組 

（１）地域貢献・連携機能の強化 

55 

★ 

〔地域課題の解決と研究成果の還

元〕 

 学外の多様な主体との連携を可能

とする「プラットフォーム」を構築し、

企業や地域における課題解決に積

極的に取り組むとともに、実践的な課

題解決演習や地域課題解決研究等

を通じて、地域課題に対応した研究

活動を推進し、研究成果の地域への

還元を図る。 

【県立広島大学】 

■ 重点研究事業における地域課題解決研

究において、シーズマッチングの向上や成果

活用について、コーディネート業務に更に注

力し活性化を図る。【再掲33・35】 

 

■ 地域課題の解決に資する「地域課題解

決研究」を推進し、ウェブ・サイトの活用や成果

発表会の開催等により、研究成果に係る情報

発信を行い、地域への還元効果を高める。

【再掲35】 

【県立広島大学】 

① 各キャンパスの地域連携センターを中心に、担当する自治体との意見交換会を２回実施

し、地域戦略協働プロジェクトも含めた自治体との連携の質的向上を図った。また、包括協

定を締結している市町及び団体等との協議を活性化させた。（小項目No.33ー①） 

② 重点研究の成果報告会をリアルタイムオンライン配信とし、包括協定先や過去の重点研

究事業地域課題提案者へ向けて広報を行った。 

 

３ ３ 
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  【叡啓大学】 

■ 企業等学外の多様な主体との連携の場

として構築した「叡啓大学実践教育プラットフ

ォーム協議会」の参画企業と連携し、課題解

決演習を実施する。 

■ 研究推進事業の実施を通じて、ソーシャ

ルシステムデザインに関する研究及び本学

が掲げる５つのコンピテンシーの修得を図る

研究を推進し、研究成果の広報を行う。 

■ 研究教育の成果を地域に公開する講座

を開催するとともに、ウェブ・サイトを活用した

事後広報を実施し、研究成果の地域への還

元を図る。 

【叡啓大学】 

① 企業等学外の多様な主体との連携の場として構築した「叡啓大学実践教育プラットフォー

ム協議会」の参画企業と連携し、課題解決演習を実施した。 

② ソーシャルシステムデザインに関する研究及び本学が掲げる５つのコンピテンシーの修得

を図る研究を推進する研究推進事業では、２件の研究課題を採択した。令和４年度に研究

推進事業で採択された研究課題の研究成果、令和５年度に採択された研究課題の研究概

要をウェブ・サイトに掲載し、研究成果等の地域への還元を図った。 

 

・以上のとおり、地域課題の解決と研究成果の還元において、県立広島大学では、各キャンパ

スの地域連携センターを中心に、担当する自治体との意見交換会を開催するなど地域戦略

協働プロジェクトを含めた自治体との連携の質的向上等を図った。また、叡啓大学では、リス

キリングをテーマに協議会参加企業向けにセミナーを開催するなど、年度計画を順調に実

施した。 

  
 

56 〔連携機能の強化と地域活性化への

貢献〕 

 大学と地域が持つ資源やニーズを

結び、互いに活かすための産学官連

携や地域連携を総合的に推進する

拠点機能を強化するとともに、地域

産業の振興や地域社会の活性化に

貢献するため、企業経営に対するコ

ンサルティングや専門的な知的資源

の提供、幅広い領域で地域の政策

課題やまちづくりなどへの助言を行う

ことができるシンクタンク機能の充実

を図る。 

また、美術館や博物館等と連携し、

双方の資源を有効に利活用し、地域

の活性化に貢献する。【再掲33】 

【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 美術館等の「キャンパスメンバーズ制度」

を活用して、オンラインミュージアムツアーの

参加を促進するなど、同制度の会員校として

文化施設の利活用を促進する。 

 

 

【県立広島大学・叡啓大学】 

① キャンパスメンバーズ制度を活用した、広島県立歴史博物館のミュージアムツアー（参加

者27人）及び広島交響楽団のヴァイオリン奏者による特別講義（対面参加者13人）を開

催した。広島交響楽団の特別講義については、全教職員及び学生向けにオンデマンド配信

（公開期間：10/30～1/9）を行うともに、新たにコンサートツアーを実施し15人が参加し

た。 

  キャンパスメンバーズ制度利用者数…1,193人（４年度1,443人） 

３ ３ 
 

 【県立広島大学】 

■ 包括協定先との協定を活かし、外部講師

として招聘するなど講座等で活用することで

本学の社会貢献機能の拡充を図る。 

■ ５つの研究センター（ＨＢＭＳ地域医療経

営研究センター、多文化共生研究センター

等）を基盤に、自治体や企業等との連携を促

進する。 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し、

自治体や地域団体との意見交換等により地

域社会や産業界の課題を抽出し、協働で解

決策を探る。【再掲33】 

【県立広島大学】 

① 広島大学を主幹機関とする、高校生等へのアントレプレナーシップ教育の拡大を目的とす

る JST（日本科学技術振興機構）の事業「EDGE PRIME Initiative」に共同機関として参画し

た。  

② 金融機関と連携し、アントレプレナーシップ教育に関する公開講座「事業継承から考える起

業のかたち」を実施した（受講者28人）。 

③ 地域の課題に応えるべく関係者のハブ的存在になることを目的とした研究センター（多文

化共生や健康促進など）を運用し、自治体と連携してシンポジウムを実施するなど情報発信

を行った。 

④ 各キャンパスの地域連携センターを中心に、担当する自治体との意見交換会を２回実施

し、地域戦略協働プロジェクトも含めた自治体との連携の質的向上を図った。また、包括協

定を締結している市町及び団体等との協議を活性化させた。（小項目No.33ー①） 

  
 

  ■ 地域基盤研究機構宮島学センターにお

いて、宮島学研究・教育の成果を活かした地

域との連携活動を各学部等と連携し推進す

る。 

⑤ 地域基盤研究機構宮島学センターにおいて、宮島学に関する教育・研究・地域貢献活動

に取り組み、関連授業３件、学生参加の企画展２件、公開講座３件、授業や講演会に関連

するフィールドワーク（４回）を実施し、「大鳥居のひみつ」パンフレット（韓国語版）、小冊子「宮

島を描いた浮世絵」を作成した。 

  
 

  ■ 美術館や学外図書館等と連携し、公開

講座等の事業を実施し、地域の活性化に貢

献する。 

⑥ 図書館との連携講座３件（「日本文化にみる島」、「読み切り文学講座（その１：アメリカ文

学）」、「読み切り文学講座（その２：中国文学）」）、ひろしま美術館との連携公開講座を１件

（「ピカソを読み解く」）、宇品公民館との連携公開講座１件（「出土資料にみる日本中世の木

材加工技術」）を実施した。 
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  【叡啓大学】 

■ 企業や自治体、ＮＰＯ等から構成する「叡

啓大学実践教育プラットフォーム協議会」との

コミュニティ形成を通じて、企業等の課題の

形式知化を図り、実践教育プログラムの一層

の向上と、企業や地域の活性化が両立でき

るよう取り組むとともに、地域活性化の推進を

目的とする多様な団体等との連携を進めるな

ど、産学官連携の取組を強化する。 

 

【叡啓大学】 

① 叡啓大学実践教育プラットフォーム協議会参画団体に対して、教育プログラムでの連携や

産学連携に関するニーズ調査を実施し、調査結果を踏まえた事業戦略や人材育成などの

テーマにしたセミナーを定期開催した。また、叡啓大学実践教育プラットフォーム協議会参

画企業と連携し、企業の新規事業創出を通じた社会価値の創造を目的に、共同研究（共創

プロジェクト）に取り組んだ。 

② 中国経済産業局が地域産業競争力の強化などを図るため設立した、スタートアップ企業

を地域で支援するコミュニティに参画した。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

  
 

57 〔研究シーズの技術移転の促進〕 

 企業等からの共同研究プロジェクト

を積極的に受け入れるとともに、技

術・経営相談、指導など地域企業等

との研究交流や研究シーズの技術

移転を進める。 

【県立広島大学】 

■ 地域基盤研究機構と各部局等が連携し、

各種展示会やイベント、ウェブ・サイトを含むオ

ンラインイベント等の活用により、地域貢献•

連携活動の成果や実績に関する情報提供を

積極的に行う。 

■ 地域連携センターにおいて、技術移転等

に関する相談に随時対応する。 

■ ひろしま産業振興機構等と協力し、中小

企業との共同研究に基づいたシーズの特許

出願を行う。 

【県立広島大学】 

① 成果発表会について、ハイブリッドで開催することにより、より広範な参加者に対して、研究

成果の情報発信を行った。また、特に「地域課題解決研究」については学内外に発信を行っ

た。（小項目No.35ー②）  

② 地域基盤研究機構において、知的シーズに関する技術相談に随時対応した。 

③ 知的財産の権利化を順次進めた。 

 ・本学保有の特許権１件に関し、共有者へ有償譲渡 

 ・中小企業等との共同研究に基づく特許３件について出願（優先権主張出願を含む） 

④ 著作権に関する知的財産セミナーを企画・実施し、教職員117人が参加した（録画視聴

含む）。また、契約書に関する知的財産セミナーを企画・実施し、広島県内８大学が参加し

た。 

３ ３ 
 

  【叡啓大学】 

■ 産学官連携・研究推進センター及び学部

が連携し、研究教育の成果を地域に公開す

る質の高い講座等を実施する。 

【叡啓大学】 

① 研究教育の成果を広く地域に公開し、社会人の教養を高め、技術を修得し県民の生涯学

習を推進するため、システム思考・デザイン思考などの思考スキルを学ぶ公開講座を開講

し、本学ウェブ・サイトにおいても講座を動画配信した。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

  
 

58 〔産学官交流の推進〕 

 企業ニーズと大学シーズとのマッ

チングに資する産学官の交流会や

研究会等を積極的に開催するととも

に、他機関が主催する同交流会等

への教員の参加を促進する。 

【県立広島大学】 

■ 地域基盤研究機構が中心になって、ひろ

しま産業振興機構や包括協定を締結してい

る金融機関、自治体等が構成員となっている

産学官連携組織等の学外の産学交流支援

機関と連携し、産学連携交流の場を創出す

る。 

【県立広島大学】 

① JSTの大学発新産業創出プログラム（START）スタートアッ プ・エコシステム形成支援事

業のPeace & Science Innovation Ecosystem（主幹機関広島大学）に共同機関として参画し

た。 

② 自動車産業を基軸とする広島県地方大学・地域産業創生事業推進特別委員会に参加し

た。また、ひろしま産業振興機構の経営委員会、ものづくり革新委員会に地域基盤研究機

構長が副委員長、委員として参加した。 

３ ３ 
 

  【叡啓大学】 

■ 実践教育プログラムの一層の向上に取り

組む中で、企業や自治体、ＮＰＯ等から構成

する「叡啓大学実践教育プラットフォーム協

議会」とのコミュニティ形成に取り組む。 

【叡啓大学】 

① 叡啓大学実践教育プラットフォーム協議会参画団体に対する事業戦略や人材育成などを

テーマにしたセミナーやワークショップ等の定期開催、新規事業創出プロセスを検討する共

同研究（共創プロジェクト）の実施を通じて、参画企業等との関係性の強化を図った。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 
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（２）地域貢献・連携活動の質的向上 

59 〔地域貢献・連携活動への学生参加

の促進支援及び見える化〕 

 地域貢献・連携活動への学生の積

極的な参画を促進するための支援

を強化し、地域が抱える課題等を学

生が主体的に把握し、実践的な問題

解決能力等の修得につなげる取組

を推進する。また、積極的な広報活

動を展開して、大学の地域貢献・連

携活動の「見える化」を図る。 

【県立広島大学】 
■ 地域連携センターと各学部等が連携し、
自治体等と協働で実施する地域貢献事業な
どの情報を積極的に提供し、学生の主体的
な参加を促すとともに、その成果を地域連携
センターや各学部等のウェブ・サイト等を通じ
て発信する。【再掲19】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ 地域戦略協働プロジェクトや研究センター
等を通じて自治体との連携において学生が
主体的に活動できるよう促進する。 
 
■ 地域連携センターと各学部等が連携し、
学生の学内・学外での多様な実践活動（地域
の行事やイベントを支援するボランティア、地
域課題解決に係る調査や提案等）への参加
を、引き続き促進する。 
 
■ 学生の主体的な活動を含む地域貢献･
連携事業の成果について、地域連携センタ
ーや各学部等のウェブ・サイト等を通じて発信
する。 

【県立広島大学】 

① 三次市で開催されたWBSC女子野球ワールドカップのおもてなし事業において、学生が

事業の発案をし、三次市酒屋地区と連携しながら事業を実施した。（小項目No.19ー③） 

② 広島市南区と協働し、宇品線跡地の歴史遺産としての価値を活用するため、旧国鉄宇品

線が広島の都市形成に果たした役割を地域活動に参加を通して学び、その歴史的意義を

理解するための教材（パネル及び動画）を作成した。（小項目No.19ー④） 

③ 地域戦略協働プロジェクトの一環として、江田島市の公式LINE登録者の増加を目指し、学

生がポスター、チラシを作成し、イベント等での情報発信や、高齢者向けのスマホ教室で高

齢者サポートを行うことで登録者の増加に貢献した。（小項目No.19ー⑤） 

④ 三原市で開催されたトライアスロンさぎしま大会において、保健福祉学部の学生がボラン

ティアとして主体的に参加し、地域交流に貢献した。（小項目No.19ー⑥） 

⑤ 地域における学生の活動紹介について、株式会社中国放送や中国新聞社の協力を得

て、第２回広島県大学生地域連携活動発表会を開催（12/2）し、本学を含む県内15大学

の大学生が発表し、県外からの聴講者含め約160人が参加した。（小項目No.19ー⑦） 

 

⑥ 多文化共生社会研究センターの活動の一環として、世羅町で開催したシンポジウム「中山

間地域の多文化共生の今後」（3/3、参加者数24人）において、学生がパネリストとして登

壇し、卒業論文の内容に基づいた提案を行った。また、授業の一環として、世羅町の多文

化共生の方針について世羅町役場の担当者と協議を行った。 

⑦ 三原市が主催する子育て支援事業（みはら子育てネット）に保健福祉学部学生がボランテ

ィアとして参加することを通じて地域課題の把握に取り組んだ。また、生涯スポーツ振興・イ

ンクルーシブスポーツ促進を目的としたフットサルイベントへボランティアとして参加した。 

 

 

⑧ 学生の主体的活動を含む地域貢献・連携の成果について、地域連携センターや各学部

等のウェブ・サイト（常時更新）、ＳＮＳ（平均週２回）、テレビ・新聞報道（70回）等を通じて積極

的に発信した。 

３ ３ 
 

  【叡啓大学】 
■ 大学で取り組む地域の交流やサミットボラ
ンティア等の学内・学外での多様な実践活動
（地域の行事やイベントを支援するボランティ
ア等）の情報を学生に積極的に提供し、学生
の主体的な参加を促す。 
■ 学生の主体的な活動を含む地域貢献･
連携事業の成果について、大学のウェブ・サ
イト等を通じて積極的に発信する。 

【叡啓大学】 

① サミットボランティア等、学内外での活動等に35人の学生及び4団体が参加した。その

他地域の行事やイベント等を支援するボランティア情報をMyEikeiを通じて学生に提供し

た。 

② 学生の地域貢献・連携事業の成果について、大学のウェブ・サイトを通じて都度発信した。 

③ 企業等が実施する学生との協働プロジェクトを学内イントラネットを活用して情報発信し、学

生の主体的な参加を促した。 

④ 企業と連携し、企業の新規事業の創出を通じて、社会の新しい価値を創造する「共創プロ

ジェクト」と、その企業と学生がチームを編成して取り組む「学生協働プロジェクト」の活動内容

や成果の報告会を開催するとともに、その取組概要をショートムービーにして本学ウェブ・サ

イトで発信した。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 
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Ⅳ 大学運営の効率化（法人経営に関する目標）を達成するために取るべき措置 

２ 大学連携推進に関する取組 

60 〔大学連携の推進〕 

 多様な主体との連携を可能とする

「プラットフォーム」を構築し、企業や

地域における課題解決に積極的に

取り組むとともに、県内他大学との単

位互換や共同講座の開講など、大

学連携を推進する。【再掲55】 

【県立広島大学】 

■ 一般社団法人教育ネットワーク中国と連

携し、ＳＤ・ＦＤ研修会の共催や、高大連携研

究交流会を開催するとともに、同加盟大学等

とともに大学連携事業を推進する。 

 

【県立広島大学】 

① 「文部科学省WWL（ワールド・ワイド・ラーニング）コンソーシアム構築支援事業」の後継事

業として、大学授業の先取り履修（アドバンスト・プレイスメント）の取組に７科目を提供し、連携

校等の高等学校４校の生徒計23人が受講した。 

② 大学教育実践センター高大接続部門において、高等学校における「総合的な探究の時

間」への支援を全学的なマネジメントの下で推進することとし、学内において業務フローを周

知するとともに、これまでの事例を取りまとめた事例集を作成し、申込書とともに県内高校に

配付した。 

③ 広島市立大学との連携講座「ひろしまを考える」（全３回）、「世界を知る」（全２回）を開催

し、延べ187人が受講した。 

３ ３ 
 

  ■ 県内他大学等との連携の一環として、単

位互換制度の運用に取り組む。 

④ 一般社団法人教育ネットワーク中国の単位互換事業に９科目を提供した。 
  

 

  ■ 県内の他大学と共同運用している学術情

報リポジトリHARPが令和５年１０月で終了す

ることから、県内他大学と連携して、国立情報

学研究所が運用する共用リポジトリサービス

JAIRO Cloudへの移行を進め、県立広島大

学の教育・研究成果報告等の収集・保存並び

に公開を推進する。 

⑤ 学術情報リポジトリについて、オープンアクセスリポジトリ推進協会及び国立情報学研究所

が運営するリポジトリサービス JAIRO Cloudに移行し、令和５年10月より運用を開始し、教

育・研究成果報告等の学術情報を公開した。 

  URL： https://pu-hiroshima.repo.nii.ac.jp/ 

  リポジトリ登録総数：1,535件（1,472件）、 

  閲覧・ダウンロード数：10,373件／月（18,546件／月）   ※（ ）は令和4年度 

 

  
 

  【叡啓大学】 

■ 一般社団法人教育ネットワーク中国の枠

組みを活用し、県立広島大学を含む県内他

大学等との単位互換制度を引き続き実施し、

科目提供学期の拡大や必要に応じて秋に追

加募集を行う等により制度利用を促進するこ

とで大学連携を推進する。 

【叡啓大学】 

① 教育ネットワーク中国の単位互換制度に参画し、42科目を提供した。（小項目No.50ー

⑤） 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

  
 

61 〔サテライトキャンパス活用〕 

 サテライトキャンパスひろしまにお

いて県内大学の連携を推進するとと

もに、教育活動や地域貢献事業など

に取り組む。 

【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 一般社団法人教育ネットワーク中国や同

加盟大学等とともに、「サテライトキャンパスひ

ろしま」を地域の教育拠点及び学生・社会人

の交流拠点として活用する。 

■ 地域連携センターが主催する、対面で実

施可能な各種公開講座等を「サテライトキャ

ンパスひろしま」において開講するほか、自治

体や美術館･博物館と連携し、同施設の利用

促進を図る。 

【県立広島大学・叡啓大学】 

① サテライトキャンパスひろしまの活用について、245件（256件）延べ8,486人（9,334人）

の利用があった。 

（内訳）大学連携による利用51件（28件）、本学または他大学利用39件（46件）、一般利用

155件（182件） ※（ ）内は４年度実績 

 

【県立広島大学】 

① サテライトキャンパスひろしまにおいて、保健福祉学部教員による公開講座（参加者４

人）、青少年育成広島県民会議との連携講座「青少年育成カレッジ」（第１回参加者26人、

第２回参加者27人）を実施した。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
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３ 学生支援に関する取組 

62 

 

〔学修支援〕 

入学後の補習や初年次教育科目

の充実等により、大学教育への円滑

な移行を支援するほか、チューター

が行う学修支援、シラバスシステム

の運用、キャリア・ポートフォリオ・ブッ

クの活用、ＩＣＴ教材やｅラーニング教

材の整備など、学生の学修意欲を引

き出す取組を実施する。 

また、学生選書を含む蔵書や電子ジ

ャーナル等の充実を図る。 

【県立広島大学】 

■ 各学部・学科において、学修支援の一環

として、教育プログラムの構造の明示、チュー

ターによる学修支援、キャリア・ポートフォリ

オ・ブックの活用支援、ｅラーニング教材の活

用等に取り組む。 

【県立広島大学】 

① カリキュラムマップや履修モデルについて、各学部・学科等におけるコースガイダンスや期

初面談等で活用した。（小項目No.3ー①） 

② 大学教育実践センター、教学課及び各学部・学科等が連携して、キャリア・ポートフォリオ・

ブックを活用した学生とチューター教員との期初面談（年２回）の定着を図った。（小項目

No.64ー①） 

３ ３ 
 

■ 全学共通教育科目で初年次に開講する

「大学基礎セミナーⅠ・Ⅱ」や論理思考表現

科目群の授業を全学的な協力の下で運営す

るとともに、チューター制度の充実を図り、新

入生の大学への適応を支援する。 

③ 初年次の必修科目で、大学での学修に必要な技法（アカデミックスキル）や、健やかな大

学生活を送るための知識や習慣を身に付けるための科目「大学基礎セミナーⅠ・Ⅱ」及び、

大学の学修に欠かせないレポート、論文の書き方の基礎を重点的に学ぶことを目的とする

論理思考表現科目群の「アカデミックライティング」について、１年次の第１クォーターから第

３クォーターに順次開講し、少人数の演習形式（１クラス15人前後）でクラス担当教員がき

め細やかに指導することにより、大学教育への早期適応を目指した。また、キャンパス代表

を中心とする教員が綿密に連携して丁寧な指導を行った結果、学生の授業評価（満足度）

は総じて高いものであった。 

④ 「大学基礎セミナーⅠ」において、学長・副学長等の講演や図書館ガイダンスを対面で行

うことにより、初年次教育の充実を図った。 

  
 

■ 各学部・学科・コースの在学生の実態や

必要性に応じて、入学直後の履修指導や入

門演習（全学共通教育科目）、定期的な個別

面談、国家試験受験対策指導等による学修

支援を適切に組み合わせて、着実に行う。 

⑤ 令和２年度入学生から卒業要件単位外科目として「入門演習」（全学共通教育科目）を開

講し、学生の習熟度に応じた補習授業を提供した。各授業の履修者は次のとおり。 

 

 英語入門演習39人、数学入門演習４人、国語入門演習０人、社会入門演習０人、生物入

門演習21人、物理入門演習26人、化学入門演習23人 

  
 

  ■ 学生による書誌の一層の利用を促進す

るため、利用状況が良好な「学生選書」の取

組を継続する。 

■ 現行の「図書等資料の整備方針」に基づ

いて、ニーズの高い書誌の活用環境の整備

に努める。 

 

⑥ 学生による書店での現物選書を実施し、各キャンパスで展示した。 

 参加学生数：28人、選書冊数：756冊（令和4年度22人、選書冊数：856冊） 

 

⑦ 「図書等整備方針」に基づき、10,334件（複数購入を含む）の書誌等を整備した。うち、学

科推薦図書及びコースカタログ掲載図書（414冊）を整備した。 

 

⑧ 宅配による図書資料の貸出・返却や郵送による館内資料の文献複写を実施することによ

り、学内利用者に対し図書館サービスを提供した（～5/11）。 

  
 

  ■ 学術情報センターにおいて、主体的学修

の促進につながる適切な学修環境を提供す

る一環として、図書館の開館時間の拡大を引

き続き試行するとともに、図書館ガイダンス、

文献検索ガイダンス、データベース活用講習

会、学外講師による各種講習会等を開催し、

図書館の効果的な活用を図る。 

⑨ 新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に努めるとともに、図書館の積極的利用を促し

た。 

 入退館者数：89,710人（令和５年３月から学外者への利用を再開したため、学生のみのカウ

ントは不可）、学生の館外貸出冊数：20,576冊  

⑩ 図書館の開館時間拡大（無人開館）の試行は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を

徹底する観点から、令和４年度に引き続き実施を見送った。 

⑪ 新入生を対象とした大学基礎セミナーにおいて、図書館の使い方や文献検索方法を内容

とするガイダンスを実施した。 

⑫ 学修支援のため、「研究で使う社会調査入門講座」（参加者：学生11人）、「卒論・卒研で

困っていることを解決しよう講座」（参加者：学生11人）を実施した。 

⑬ 全国大学ビブリオバトル2023のブロック予選を叡啓大学と共同開催した（10/21）。 
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  【叡啓大学】 

■ ＩＥＰ（Intensive English Program：英語集中

プログラム）教員との協業のもと、英語集中プ

ログラムの充実を図るためｅラーニング教材

の見直しをしながら教材の活用を継続すると

ともに、必要に応じて補講を実施できる体制

を整える。また、ハイブリッド授業に対応でき

る教室や機材の整備も継続することで学修意

欲の向上に努める。 

■ 「ジャンプスタートワークショップ（ＪＳＷ）」

を引き続き実施し、社会課題の明確化やそ

れに応じた叡啓大学での学修目的を育成で

きるよう支援を継続する。 

■ 授業補助員や英語のライティング・チュ

ーター制度を構築し、学生による学修支援体

制を整備する。 

■ 授業でのゲストスピーカー招聘や、ＰＢＬ

におけるフィールドワークに係る学生への経

済的支援などを継続するとともに、体験実践

プログラムの事後報告会などへの積極的な

参加を促進し、学修意欲の向上に努める。 

■ 引き続き、書籍や電子図書、データベー

スの購入を継続し、図書室の書籍の充実化

を拡充するとともに、ＪＳＷでの図書室ガイダ

ンスの利用方法やデータベースの活用に関

する説明会などを開催し、図書館の利用を促

進する。 

【叡啓大学】 

① 英語集中プログラムの充実を図るための e-learning教材として、英文添削ツール、読書

力向上ツール、デジタルフラッシュカードアプリを授業の中に組み込んだ。 

② 英語力向上のため、正課外で外部講師による「英語基礎力（文法・表現）向上講座【全10

回】」をオンラインで実施した。（延べ受講者は100人） 

③ ハイブリッド授業に対応できる503講義室を引き続き主要教室として使用した。wi-fi環境

も全館整備済であり、引き続き利用可能である。さらに、ハイブリッド授業に対応できる教室

を整備するため必要な備品（分配器や各種ケーブル等）を購入した。 

④ ジャンプスタートワークショップ（JSW）を実施し、学生の４年間の学びの意識付けを行っ

た。また、必修科目「ソーシャルシステムデザイン入門」「課題解決入門」におけるグループ

学修を通じて、学生同士の関係性の構築を推進した。 

⑤ スチューデント・アシスタント制度を整備し、学生同士が教えあい・学びあう制度を導入した

（令和５年度２科目各１人雇用）。 

⑥ 高度な専門知識や現場経験を持つゲストスピーカーによる授業を実施することにより、学

修意欲を高めることができた。また、体験・実践プログラムの事後学修を全学生に公開し、

今後プログラムに参加する学生の学修意欲の向上を図るとともに、参加することに対する不

安を解消できた。 

⑦ 学生選書（ブックハンティング）や教員選書を行い、学修に有用な書籍やデータベースを

購入し、図書室の書籍を充実させた。また、JSWの図書館ガイダンスで、図書室の利用方

法やデータベース活用に関する説明を行ったほか、オシボン（読書会・書評紹介イベント）や

Meta Quest3（仮想現実環境での学習体験を深める場の提供）を導入して、学生の利用者

数を増加させた。 

   図書館入室者数：令和３年度 1,019人、令和４年度 1,259人、令和５年度 2,610人 

 

 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

  
 

63 〔課外活動支援〕 

 サークル活動に対する支援、全学

サークル活動発表会やスポーツ大

会の開催、学生表彰制度の実施な

ど、学生の自己形成の場として、課

外活動を幅広く支援する。 

【県立広島大学】 

■ 大学教育実践センターにおいて、新型コ

ロナウイルス感染拡大の状況を注視しなが

ら、学生の自主的課外活動（３キャンパス交

流スポーツ大会、いきいきキャンパスライフ・

プロジェクト、ボランティア活動等）や大学祭開

催に向けた支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県立広島大学】 

① 学友会等の学生を中心として、コロナ禍以前と同様に学生による自主的課外活動を実施

した。 

 ○ 県広Fresh Day with G7 ～3C 交流会～（5/13） 

   先進７カ国首脳会議（G7サミット）に向けて、主会場のグランドプリンスホテル広島周辺の

清掃活動を行うとともに、清掃に参加した３キャンパスの学生で交流会を実施した（参加者

数105人）。 

 ○ 大学祭（広島10/8～9、庄原・三原10/28～29） 

   各キャンパス内にステージを設置し、各種企画や展示出展、模擬店等により学外者を含

め多くの来場者が来学した。 

 ○ ３キャンパス交流スポーツ大会～学長杯～（11/23） 

   庄原市において、３キャンパスの学生が交流するスポーツ大会を開催した（参加者数：広

島76人、庄原61人、三原92人）。 

② 「いきいきキャンパスライフ・プロジェクト」について、３件の応募企画を審査し、３件を採択し

た。 

３ ３ 
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■ 県立広島大学の名誉を著しく高めた学

生・団体への表彰制度を活用し、対象者を適

切に表彰する。 

（採択テーマ） 

  ○ 注文に時間がかかるカフェ広島（三原） 

    吃音を持つ学生がカフェのスタッフとして働き、吃音の当事者として話すことで、自信を

つけると同時に、吃音についての理解を広めるための企画 

  ○ わくわく！みんなでふれあいフェスティバル（三原） 

    大学を地域とつながるための場所とし、障がい者スポーツを通じて、地域との交流を深

め、大学で学生がどのようなことを学んでいるのかを子どもたちに知ってもらうための企画 

  ○ いきいきキャンパスカフェ（庄原） 

    地域と共同利用している「三軒茶屋」（庄原市）でカフェを運営し、地域の季節の食材を

利用することで地域のアピールをという考えから、地域の食材（農産物）を使用したドーナ

ツとドリンクを販売 

③ 学生のボランティア活動を促進するため、ボランティアポイント制度（11件）、ボランティア

助成（国内２件）を採択した。 

④ 学生表彰制度により、学業成績優秀者68人、各種活動等優秀者個人８人、団体１を顕

彰した。 

   

  【叡啓大学】 

■ 令和４年度に引き続き課外活動に対する

活動費の一部を助成し、学生の自主的課外

活動の活性化を図る。 

■ 本学の表彰制度を活用し、叡啓大学の

名誉を著しく高めた学生・団体を表彰する。 

【叡啓大学】 

① 大学公認クラブ活動に対して、活動費の一部を助成し、学生の課外活動の活性化を図っ

た（令和５年度21団体）。また、課外活動をさらに活性化するため、令和６年度スポーツ活

動等普及奨励助成事業（大学におけるスポーツ活動・文化活動）【公益財団法人スポーツ

安全協会】に申請し、採択された（助成交付金500,000円）。 

② 第１回大学祭を実施するにあたり、協賛金依頼のための企業周りや近隣住民に対するあ

いさつに同行し、トラブルなく実施できるよう支援した。 

③ 学生表彰規程に基づき、叡啓大学の名誉を高めた学生・団体に対して学長表彰を行っ

た。 

   令和５年度 ２人（第１回全国手話ダンス甲子園 優勝） 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

   

64 〔学生の自己形成支援〕 

キャリア・ポートフォリオ・ブックの活

用や、コース選択に資するきめ細や

かな履修指導を行うことによって、学

生の自己形成を支援する。 

【県立広島大学】 

■ 各学部・学科等において、キャリア・ポート

フォリオ・ブックを用いた期初面談等、きめ細

やかな履修指導を行うことにより、学生の自

己形成を支援する。 

 

■ 新設学部・学科等の教育課程において、

主専攻プログラムや副専攻プログラムの履修

などを通じて、個々の学生が描く将来像の実

現につながるよう、きめ細かな学修支援を行

う。 

【県立広島大学】 

① 大学教育実践センター、教学課及び各学部・学科等が連携して、学生とチューター教員と

の期初面談（年２回）におけるキャリア・ポートフォリオ・ブックの活用の定着を図った。 

② 経過選択制の学生に対する面談については、各コースの教員により希望するコースに応

じて支援ができる体制をとるとともに、希望が定まっていない学生にはチューター全員で対

応した。 

③ 学部・学科等再編に合わせて開設した副専攻プログラムについて、資格取得に係る11プ

ログラムと特定テーマに係る５プログラムを実施した。このうち、５つのプログラムについては

全学の学生が履修できるよう設計しており、各プログラムの認定者は次のとおりであった。

（小項目No.11ー①） 

 ・多文化コミュニケーションプログラム ４人 

 ・ITパスポート資格取得プログラム １人 

 ・会計・金融プロフェッション育成（初級・上級）プログラム 初級４人・上級2人 

 ・IoT・AI 応用技術認定（初級・中級・上級）プログラム 初級16人・中級16人・上級１人 

 ・地域課題解決リーダー養成プログラム１人 

３ ３ 
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  【叡啓大学】 

■ 入学時から学生自身が自らのキャリアデ

ザインについて考えていくことを促すため、学

生全員を対象としたコーチングを実施する。 

 

■ 世の中のビジネスや働き方、社会課題な

どを知るため、社会の各分野で活躍する者を

講師とするイブニングラウンジを実施する。 

 

■ 学生の興味・関心に基づくウィンドウ選択

を踏まえた履修指導や、卒業プロジェクト実施

に向けた教員とのマッチングを通じて、学生

の自己形成を支援する。 

【叡啓大学】 

① １年生に対し一人当たり年に３回のコーチングを実施した。 

② イブニングラウンジを年に10回開催し、学生参加数は延べ173人、学外参加者も含め

た総参加人数は延べ256人にのぼり、学生に多様な機会の提供を行うことができた。 

③ 令和６年度に開講する卒業プロジェクトに向けて、 

 １．学生が自身の強みや関心が高い分野に気づき、自身のテーマについて深く考え、問いを

立てるためのスキルを養うこと 

 ２．各教員の専門分野・関心分野を知り、プライマリーアドバイザーを決定するための情報を

収集すること 

 を目的としたプロジェクト・スタート・ワークショップ（PSW）を実施した。 

④ 学生が提出したプロジェクト計画書を基にマッチングを行い、担当教員を決定した。 

⑤ １・２年生対象の「卒業プロジェクト説明会」を令和６年２月に開催し、卒業プロジェクトのテー

マを意識して学修することの意義を説明した。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

 
  

65 

★ 

◆ 

〔就職支援〕 

 就職ガイダンスや企業説明会の開

催に加え、就職支援情報システムの

効果的な活用を図るとともに、キャリ

アアドバイザーの配置や教員による

求人開拓・インターンシップ受入れ 

先の拡充のための企業等訪問など、

きめ細かな取組を行う。 

また、キャリアサポーター（卒業生

の登録者）の意見や助言を、在学生

のキャリア教育や進路選択に活かす

取組を推進する。 

併せて、留学生に対する就職支

援策について検討する。  

 

【県立広島大学】 

■ キャリアセンターにおいて、各部局等と連

携して、就職ガイダンス、企業と学生との合同

業界研究会、卒業生の在籍する企業の見学

等を実施するとともに、個別相談、求人情報

の提供等、きめ細かなキャリア形成・就職支

援を行う。 

【県立広島大学】 

① キャリアセンターにおいて、各学部・学科等と連携して、就職ガイダンスや個別相談を実施

するとともに、以下のキャリア形成・就職支援事業などを実施した。 

 ・キャリア教育の充実を目的とし、労働法、金融、健康管理の知識を身に付けるための科目と

して「ライフデザイン」を開講 

 ・就職活動ガイドブックを作成し、３年次生全員に配付（就職ガイダンス） 

 ・保護者向けリーフレットを作成し、３年次生の保護者に前期成績表とともに送付 

 ・各種試験（公務員・教員採用・就職筆記試験）対策講座の実施 

 ・教職（栄養教諭含む）を志望する学生への模擬面接試験及び卒業生による就職講話を実

施 

 ・ハイブリッドによるインターンシップ説明会を実施（４/25参加学生数54人） 

 ・対面（少人数）とオンラインを併用した業界研究会の実施（計12回69人参加） 

 ・就職ガイダンスの対面実施（参加できなかった学生に対してはオンデマンド提供） 

 ・オンライン・メール・対面を併用したキャリア相談の実施 

 ・学部学科・コースでの専門的な学びを活性化する産学連携の地域人材育成プログラム「け

んひろインターンシップ」を開催し、金融業界の企業１社に、計９人が参加した。 

 ・企業と学生との合同就職懇談会の名称を合同業界研究会に変更し、広島キャンパス大競

技室で実施（12/26参加者数133人） 

② キャリアセンターにおいて、就職未決定者等の希望者に対して少人数での「何でも相談

会」の実施（計２回）や、求人票等情報提供を行うための掲示板（Teams）を設置した。 

③ キャリアセンターにおいて、卒業生の就職先企業等を対象に実施する企業アンケート調査

（３年に１回）や、卒業予定者を対象とするキャリアセンター満足度調査（卒業予定者アンケ

ート）、卒業後３年を経過した者に対して実施する卒業生アンケートを実施したほか、学部教

員の企業訪問による意見聴取及び求人開拓、本学の学生を対象とする就職説明会参加企

業等からの定期的な意見聴取の結果に基づき、キャリア教育の質の向上と就職支援の改

善に努めた。 

３ ３ 
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〔数値目標：就職希望者の就職率 

… 100％〕 

〔数値目標：進路決定の満足度 … 

90％〕 

■ 大学教育実践センターと各学部・学科が
連携し、全学共通教育・キャリア開発科目「キ
ャリアビジョン（デベロップメント）」、「インターン
シップ」、「ライフデザイン」等の履修を促進す
る。 

④ 大学教育実践センターと各学部・学科が連携し、「キャリアビジョン」（受講者数392人）、

「インターンシップ」（受講者数67人）、「ライフデザイン」（受講者数319人）等のキャリア科

目の履修を促進した。 

   

 ■ 産学連携によるグローバル人材育成事
業、中四国産学連携合宿授業等の充実を図
る。 
 

■ キャリアセンターにおいて、卒業予定者

を対象とするキャリアセンター満足度調査を

実施し、調査結果を検証し、関係各事業の改

善につなげる。 
 

⑤ オンラインによるインターンシップ説明会及び対面（少人数）とオンラインを併用した業界

研究会を実施した。 

⑥ グローバルな視野を有し社会で活躍できる人材の育成を目的とする「ディベート演習」につ

いて、前半（予選）をオンラインで、後半（本選）を対面のハイブリッド形式で実施した（参加学

生数42人）。 

⑦ 金融、情報、食品等の13社が参画した学内業界研究会をハイブリッドで開催（10月～）

し、３年次生を中心に延べ69人が参加した。本学卒業生の参加もあり、先輩から会社説明

やアドバイス等を受ける機会となった。 

⑧ 健康科学コースとキャリアセンターの共催で、就職内定後の４年次生８人による「就活情報

交換会」（参加者数約30人）を実施し、学科・コース独自のキャリア理解の促進を図った。 

   

 〔就職希望者の就職率 … 100％〕 

〔進路決定の満足度 … 90％〕 

 

〔就職希望者の就職率…学部99.8％、助産学専攻科100％、修士課程・博士課程前期

100％、※博士課程後期は就職希望者なし〕 

〔進路決定の満足度…88.2％〕 

   

  【叡啓大学】 

■ 学生の多様なキャリアデザインの形成と

その実現に向けてキャリアデザインオフィス

（仮称）を新たに設置し、キャリア・アドバイザリ

ー・ボード（学外メンター）やプラットフォーム協

議会、起業家育成コミュニティ、留学生支援

機関などの関係団体とネットワークを構築し

て、学生をサポートする。 

【叡啓大学】 

① 令和５年４月に開設したキャリアデザインオフィスを中心としてキャリア開発支援に取り組

み、就職希望者に対しては、キャリアガイダンスを22回、企業研究会を26社実施した。起

業志望の学生への支援策については、中小企業基盤整備機構と学生との意見交換を実施

し、これを踏まえた支援策の検討を進めた。進学志望の学生に対しては、情報提供や教員

による相談応対などに取り組んだ。 

② 卒業後の多様なキャリアパスの実現に向けて、気軽にキャリア設計に関するアドバイスを

受けることができる学外メンター制度（登録者33人）を構築し、外国人を含めたメンターに

よるキャリア支援を行った（利用学生実績７人）。 

③ イブニングラウンジの講師として、起業家育成コミュニティ団体の代表者を招聘し、本学学

生の多様なキャリアデザインを考えるきっかけづくりの場を提供するとともに、起業家や実業

家が参加する本コミュニティの月例会に学生が参加できるように交渉し、起業家と直接交流

できる機会を提供した。 

 

・以上のとおり、県立広島大学の就職支援においては、キャリアセンターと各学部・学科が連携

し、全学的なキャリア形成支援、就職支援事業を行うことにより、数値目標を概ね達成した。

叡啓大学においては、令和５年４月に開設したキャリアデザインオフィスを中心として、キャリ

アガイダンス、企業研究会を実施したほか、学外メンター制度を構築し、外国人を含めたキ

ャリア支援を行うなど、年度計画を順調に実施した。 
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66 〔キャリア・アドバイザリー・ボードの設置〕  
 新たに構築する「プラットフォーム」
を活用し、企業や地方公共団体等と
の連携を活かした相互交流やインタ
ーンシップを実施するほか、協力企
業の社員をメンターとして登録し、学
生がキャリア設計に関してアドバイス
を受けられる「キャリア・アドバイザリ
ー・ボード」を構築する。 

【叡啓大学】 

■ 学生が描く多彩なキャリアデザインに対

応できるよう、「叡啓大学実践教育プラットフ

ォーム協議会」を活用しながら、幅広い分野・

フィールドで活躍するロールモデルによる相

談体制を構築する。 

【叡啓大学】 

① 全国から業種・年齢層様々な30人を超える社会人をキャリアメンターとして登録し、相談

体制を確立した。また、教職員の人脈等も活用の上、都度、適切な相談先を提供するな

ど、きめ細かなサポートに努めた。 

 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

67 〔卒業生に対するキャリア支援〕 

 各学科、卒業生等と連携して、卒

業生のキャリアや職場での悩みなど

に関する相談窓口機能の充実を図 

る。 

【県立広島大学】 

■ キャリアセンターと各部局等が連携し、就

職未決定者等のうち希望者に対する既卒者

向け求人情報の配信やオンラインを活用した

面談等により、卒業生に対する支援を継続す

る。 

【県立広島大学】 

① 卒業生の転職や教員採用試験等に関する相談について、キャリアセンターの職員やキャ

リアアドバイザーが対応した（来学相談、電話及びオンライン相談９件）。 

３ ３ 
 

  ■ 卒業生に対してきめ細やかなキャリア支

援を行うため、卒業生を対象とするアンケート

を実施する。また、各学科、卒業生等と連携

して、卒業生のキャリアや職場での悩みなど

に関する相談窓口機能の充実を図る。 

② 卒業生を対象とするアンケートについて、回収率の向上を目指し、令和元年度から継続し

てウェブ形式で実施した（令和５年度回収率17.6％）。 

③ 健康科学科において、各教員が得た求人情報９件を卒業生に提供し、卒業生３人が転職

につなげた。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

  
 

68 

★ 

〔学生生活の支援〕 

 チューター制度を効果的に運用す

るとともに、心理的不適応等の諸問

題を抱えた学生の早期発見のため

の対応フローの運用、学生の相談へ

の適切な対応など、様々な課題を有

する学生への支援を行う。 

また、事故や災害等への対応及び

感染症対策や薬物乱用防止対策の

実施など、学生の心身の健康維持に

資する支援を行う。 

【県立広島大学】 

■ 在学生対象の学生意識調査を実施する

とともに、投書箱（ご意見箱）を引き続き運用

し、学生の要望を的確に把握し、関係部署と

連携して対応する。 

【県立広島大学】 

① 大学教育実践センターにおいて、学生の状況の把握や学修成果の検証に役立てるため、

全学において学生意識調査を実施し、調査結果をウェブ・サイトで公開した。（小項目No.８

ー①） 

  令和５年度実施分の総回答者数1,878人、回答率83.0％ 

② ご意見箱等により学生の要望を聴取し、迅速な対応ができる体制を維持するとともに、意

見に対する対応状況を学生掲示板に掲出した。ご意見箱では、21件の相談を受けた。 

３ ３ 
 

 ■ 性の多様性に関する基本理念・対応ガイ

ドラインに基づく啓発事業を、ワーキンググル

ープを中心に継続して行う。 

③ 大学教育実践センターにおいて、性の多様性に関する学生支援ワーキンググループを２

回実施し、学生意識調査等の結果を踏まえた啓発事業の計画・評価等を行った。また、学

生及び教職員を対象に性の多様性への理解を深めるため次の講演会を実施した。 

 「LGBTQを知ろう！性の多様性について知る・考える」（12/21：学生88人、教職員102人） 

  ■ 各部局・チューターと学生相談室等とが

連携し、欠席日数の多い学生や休学中の学

生に対するチームによる支援を継続する。 

④ 各キャンパスにおいて学生相談担当者会議を行い、学生の適応状況を把握するととも

に、チューターと学生相談室、教学課が連携し、カウンセラーやチューターによる面談・指

導等の支援に取り組んだ。 

⑤ 各学部と教学課、学生相談室が連携して、必修科目や基幹科目における学生の授業出

席状況を把握し、欠席日数の多い学生に対してオンライン・対面による面談などを通じて早

期の対応を図った。 

⑥ 経過選択制の学生に対する面談については、各コースの教員により希望するコースに応

じて支援ができる体制をとるとともに、希望が定まっていない学生にはチューター全員で対

応した。（小項目No.64ー②） 



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会評価 

年度計画の進捗状況等 自己 
評価 

委員会 
評価 特記事項 

  ■ 大学教育実践センターにおいて、事故や

災害等への対応及び感染症対策や薬物乱

用防止対策の実施など、学生の心身の健康

維持に資する支援を行う。また、事故や災害

等への対処のために、学生、教職員の連絡

網の定期的な見直しと安否確認演習を行う。 

⑦ 安心安全な学生生活を送ることができるよう、ガイダンスの実施と資料配付により、学生を

取り巻くリスクとその軽減に資する注意喚起を行った。 

⑧ 新入生オリエンテーション等において、学外の関係機関と連携して「防犯・交通安全講習」

を開催するとともに、薬物乱用防止に資する講習を行い、学生の意識啓発を図った。 

⑨ 広島キャンパスにおいて、学外の関係機関と連携して、各サークルの代表等を対象とした

AED 救急蘇生法講習会を実施した（10/26学生18人、教職員６人）。 

⑩ 教学課において、緊急時の安否確認に必要な学生の連絡網を更新するとともに、教学シ

ステムを活用した学生対象の安否確認訓練を実施し、無回答の学生に対してはチューター

等を通じて再度の連絡を試み、すべての学生から回答を得た。実際の地震等の災害時に

おける学生の安否確認では、円滑に運用できている。 

  ■ 各部局等において、オフィスアワーの周

知を徹底し、その利用促進を図る。 

⑪ 各学部・学科等において、年度初めオリエンテーションやシラバスへの記載等を通じて、

各教員がオフィスアワーの周知を徹底し、その利用促進を図った。 
   

  【叡啓大学】 

■ 新型コロナウイルス感染予防に関する注

意喚起及び学生のワクチン接種の奨励ととも

に、学校医による学生健康相談の支援、イン

フルエンザワクチン接種の機会提供など学生

の健康面での支援を行う。 

 

■ 海外留学に参加する学生が多いことを考

慮して、海外での健康管理に関する情報提

供や薬物乱用防止に係るセミナーなどを開

催し、学生の心身における健康維持を支援す

る。 

 

■ 学生カウンセラーによる学生相談を実施

し、大学生活への適応、学業、対人関係等、

幅広く学生の相談に応じ、きめ細かい対応を

行う。 

 

■ ポートにおいて日常的な学生と教員の交

流を促進し、学業や学生生活に関する状況

把握やサポートの充実につなげる。 

 

■ 学生寮等における交流活動の支援や、

学内における福利厚生の向上を推進し、学生

生活の充実を図る。 

【叡啓大学】 

① 学校医による健康相談についてポータルサイトから定期的に情報を提供し、学生が抱える

問題に沿ったきめ細やかな支援を行った（健康相談８件）。 

② 学生がトラブルに巻き込まれないように、ポータルサイトや掲示により注意喚起し、必要な

講習を実施した。 

 

日時 研修名 講師 

11/8 救急法（AED講習） 広島市消防局 

11/21 労働条件セミナー 厚労省委託事業者 

1/24 消費者教育（クレジット契約） 日本クレジット協会 

1/31 薬物乱用防止講習会 薬物乱用防止指導員 

 

 

③ 学生相談体制を整備するため、令和６年度から学生相談室を設置する準備を整えた。ま

た、学生カウンセラーによる学生相談を行った（令和５年度学生相談件数 延べ311件）。 

④ 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する

法律の公布に伴い、多様性に関する基本理念と基本方針を定め、通称名使用についての

要領を制定した。 

⑤ ２人または３人の教員が40人程度（１学年10人）を担当するポートを設置し、学生の学

びを支援するとともに学生が抱える様々な問題や疑問に日常的に対応できる体制を整えて

いる。（小項目No.43ー①） 

⑥ 学生寮レジデント・アシスタント主催の歓迎会やスポーツ大会を開催し（３回）、両大学間の

学生交流を促進した。（小項目No.50ー⑥）  

⑦ 売店（10/9）及び食堂(11/1）をオープンし、学生生活の利便性を向上させた。学生と教

職員で構成する食堂・売店委員会を設置し、学生がデザインしたメニューの販売や食堂で

のラジオ放送を企画し、実施した。 

⑧ 食堂において、多様性に配慮した食事を提供することを目的として、一般社団法人ハラ

ル・ジャパン協会から講師を招へいして、食の多様性について研修会を行った。 

 

   



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会評価 

年度計画の進捗状況等 自己 
評価 

委員会 
評価 特記事項 

・以上のとおり、学生生活の支援において、県立広島大学では、チューターによる個人面談等

を通じて、叡啓大学においてはポート制度による教員と学生、学生同士が身近に交流できる

コミュニティ機能の構築により、学生支援や学生生活支援を実施した。両大学ともに、きめ細

かい対応を進めることによって、年度計画を順調に実施した。 

69 〔経済的支援の実施〕 

 国による高等教育無償化制度の導

入に向け、実務経験のある教員によ

る授業科目の配置等の機関要件な

どに適切に対応し、学生に対する授

業料減免や奨学金等による経済的

な支援を適切に行う。 

【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 国の修学支援制度及び大学独自減免制

度を広く学生に周知し、引き続き経済的支援

を適切に実施する。また、新型コロナウイルス

の影響等による家計急変の対象となる学生

や留学生に対し、同減免制度や給付奨学金

の活用を促進する。 

【県立広島大学】 

① 国の高等教育の修学支援制度、大学独自の授業料減免制度、JASSOの支援制度等を

活用し、コロナ禍を要因とする経済困難学生を含め、幅広く経済的支援を行い、支援要件を

満たす学生全員を支援することができた。 

 ・国の高等教育の修学支援制度：238人（実績）（105,863千円） 

 ・大学独自の授業料減免：58人（実績）（13,529千円） 

 

３ ３ 
 

  【県立広島大学】 

■ 経済的支援に係る掲示やウェブ・サイトの

更新、ポータル配信を定期的かつタイムリー

に実施する。また、授業料の徴収猶予や減

免等の申請に対する審査を確実かつ可能な

限り早期に行う。 

【県立広島大学】 

② 国の高等教育の修学支援制度、大学独自の授業料減免制度、JASSOの支援制度等、そ

の他、地方公共団体・公益法人等の奨学金について、本学ウェブ・サイトや学生へのポータ

ル配信を適切に実施するとともに、授業料の徴収猶予や減免等の申請に対する審査を確

実かつ早期に対応した。 

 

  
 

  【叡啓大学】 

■ 正規留学生に対して新たに大学独自の

奨学金制度を創設し運用を開始するととも

に、協定校への交換留学プログラムによる派

遣・受入学生への奨学金及び体験・実践プロ

グラム（海外プログラム）参加学生への奨学

金支給の継続、その他、JASSOなどの学外

団体の奨学金制度に関する情報提供を拡充

することで、学生への経済的支援を更に充実

させる。 

■ また、協定校留学及び認定留学による派

遣留学生に対しては、本学の授業料を免除

することで経済的支援を行う。 

【叡啓大学】 

① 令和５年度から正規留学生向けの大学独自の奨学金制度の運用を開始し、留学生への

経済的支援を実施するとともに、JASSOやその他民間団体の奨学金制度を広く留学生に

周知し、申請手続きを支援した。 

② JASSOが提供する渡日前入学許可制度による学校推薦枠（英語コース予約枠）に採択さ

れ、留学生等への経済的支援を拡充できた（受給者３人）。 

③ 交換留学プログラムに参加する派遣・受入学生に対する奨学金制度を運用している（派遣

５人、受入れ12人）。 

 

 

 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

  
 

70 

★ 

〔学生の「こころ」の健康支援〕 

 カウンセリング体制の充実、ピア・サ

ポーターの育成と活用、ピア・プレイ

スの運営などにより、学生の自己理

解や自己決定、心理的不適応等の

諸問題の解決に向けた働きかけを

継続する。 

【県立広島大学】 

■ 大学教育実践センターにおいて、各キャ

ンパスにおける学生相談室のカウンセリング

体制を充実させるとともに、ピア・サポーター

の育成と活用、ピア・プレイスの運営などによ

り、学生の自己理解や自己決定、心理的不

適応等の諸問題に対する解決のための働き

かけを継続する。また、チューター等との連

携を強化し、円滑な情報共有と支援体制の

充実を図る。 

【県立広島大学】 

① 学生相談室長を中心として、カウンセラーを適切に配置しカウンセリング体制の充実を図

るとともに、学生が利用しやすくなるようポスター掲示やチューターからの周知を行った。 

 カウンセラーが対応した学生相談件数：107人（延回数765回） 

② 庄原キャンパス学生相談室のカウンセリング体制を充実させるため、大学実践センターに

おいて、新たに庄原キャンパス専任教員として学生相談室長を配置した。 

③ 学生の精神衛生上の課題を各キャンパスで把握・支援するため、新入生オリエンテーショ

ンにおいてUPI（心の健康調査）を実施し、各キャンパスの特徴を明らかにするとともに、対

応策を検討した。 

 

３ ３ 
 



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会評価 

年度計画の進捗状況等 自己 
評価 

委員会 
評価 特記事項 

   ④ 各キャンパスにおいて、ピア・サポート活動を実施した。 

 ・全学：ピア・サポーター説明会（5/24、5/26）、ピア・サポーター研修会（9/26） 

 ・広島C：新入生歓迎・応援メッセージボード作成、地域文化コースゼミ相談会（12/21） 

 ・庄原C：新入生オリエンテーション（4/10）、ピア・サポートなんでも相談（通年）、履修相談会

（9/24～9/29）、学内献血活動（10/10） 

⑤ 学生及び教職員を対象に性の多様性への理解を深めるため次の講演会を実施した。 

 「LGBTQを知ろう！性の多様性について知る・考える」（12/21：学生88人、教職員102

人）（小項目No.68ー③） 

  
 

  【叡啓大学】 

■ 学生カウンセラーによる学生相談ととも

に、各機関が開設する多言語対応が可能な

学外相談窓口を活用し、支援体制の充実を

図る。 

【叡啓大学】 

① 学生相談体制を整備するため、令和６年度から学生相談室を設置する準備を整えた。ま

た、学生カウンセラーによる学生相談や、学校医による健康相談についてポータルサイトか

らの定期的に情報を提供し、学生が抱える問題に沿ったきめ細やかな支援を行った（令和５

年度学生相談数 延べ311件、健康相談 ８件）。 

② 他機関が開設する多言語対応可能な相談窓口を案内し、支援体制の充実を図った。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

  
 

（中期目標） 

Ⅴ 法人経営に関する目標 

１ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

（１）組織運営の改善に関する目標 

○ 理事長のリーダーシップの下、管理部門の共通化や施設の共用など、２大学を擁する法人として、効率的かつ効果的な運営体制を構築する。  

○ 今後の大学改革の方向性を踏まえたメリハリのある資金配分を行う。 

○ 法令遵守など、法人としての社会的責任を果たすためのコンプライアンスの確保を図る。 

（２）教職員の教育力等の向上に関する目標 

○ 大学教育に情熱を有する優秀な教員を育成するため、業績を適正に評価し、その結果を人事、給与、研究費等に反映させる教員業績評価制度を着実に実施する。 

○ 教育の質の向上を図るため、授業内容や方法を改善し、向上させるための組織的な取組（ファカルティ・ディベロップメント）を着実に実施する。 

○ 業務執行に係る能力の向上を図るため、職員研修制度を充実させる。 

（３）戦略的広報に関する目標 

教育、研究、地域貢献、法人経営等の状況等について、広報の目的、ターゲット、メッセージを明確化し、適切な広報手段による戦略的な広報を展開するとともに、大学のブランド価値向上に向けて、広報機能を強化する。 

２ 財務内容の改善に関する目標 

（１）自己収入の改善に関する目標 

法人運営の安定性・自律性を高めるため、外部資金の積極的な獲得や有料講座の開設など、新たな収入源の確保を図る。 

（２）経費の抑制に関する目標 

   ○ 教育研究水準の維持・向上に配慮しながら、教職員の適正な配置を行い、人件費の抑制を図る。 

   ○ 安定した財務基盤を確保できるよう、管理業務の共通化等により、経常経費の抑制を図る。 

 （３）資産の管理・運用の改善に関する目標 

   ○ 法人が保有する資産については、全学的な視点から効率的な管理を行うとともに、有償貸付や共同利用を促進するなど、有効活用を図る。 

   ○ 法人が保有する資金については、実態を常に把握・分析し、適正に管理するとともに、安全かつ効率的な運用を行う。 

３ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標 

中期目標、中期計画及び年度計画の取組の進捗状況、数値目標の達成状況、社会経済情勢の変化、学生及び産業界等のニーズを的確に把握し、大学機関別認証評価等の第三者評価も活用しながら、自己点検・評価を行

い、教育研究活動や法人経営の見直し、改善に継続して取り組む。 

また、これらの自己点検・評価及び第三者評価の結果については、速やかに公表する。 



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会評価 

年度計画の進捗状況等 自己 
評価 

委員会 
評価 特記事項 

４ その他業務運営に関する重要目標 

（１）危機管理・安全管理に関する目標 

危機管理を徹底し、事故や災害等に適切かつ迅速に対応することができるよう、学生や教職員に対する教育や研修を実施するとともに、関係機関との連携強化を図る。 

（２）社会的責任に関する目標 

人権の尊重や法令の遵守など、公立大学法人としての社会的責任を果たす体制を確立する。 

（３）情報公開等の推進に関する目標 

教育研究活動や法人経営の透明性を確保するとともに、社会への説明責任を果たすため、情報公開を促進する。 

（４）施設設備の整備・活用等に関する目標 

長期的な展望に立ち、既存施設の効率的な維持・管理、計画的な施設整備を行う。 

Ⅴ 法人経営に関する目標を達成するために取るべき措置 

全学的なガバナンスの確立、優れた教職員の確保、財政基盤の強化、自己点検・評価結果の活用、戦略的広報の推進などにより、経営・運営基盤の強化に取り組む。 

１ 業務運営の改善及び効率化に関する取組 

（１）組織運営の改善 

71 

★ 

〔効率的かつ効果的な運営体制の構
築〕 
 事務局、国際交流センター及び学
術情報センターの共通化、体育館や
グラウンド、図書館の共同利用など、
１法人２大学による効果的・効率的な
運営体制を整備するほか、両大学
の単位互換制度の導入や留学生と
日本人学生の相互交流などにより、
学生交流を促進する。【再掲50】 

■ 令和５年度から、勤怠管理システムや電

子決裁（文書管理）システムを稼働させ事務

の効率化を進めるとともに、総務事務等の共

通業務についてのシステム導入や事務手続

きの見直し等による簡素化・効率化や、部局

間の情報共有・連携を促進するための取組

を、継続して実施する。【再掲50】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ２大学図書館の共同利用のほか、図書

館システムの共通化等、引き続き効率的な

運営を図る。 

 

 

■ 一般社団法人教育ネットワーク中国の単

位互換制度を活用して、両大学間での単位

互換を実施する。【再掲50】 

■ 本部国際交流センターと両大学とが連携

し、両大学間での学生交流に係るイベントの

① 事務の効率化のため、本部総務課及び本部財務課において、勤怠管理システム及び電

子決裁（文書管理）システムを構築し、令和６年度からの本格稼働に向け、試行した。（小項

目No.50―①） 

・勤怠管理システム（本部総務課） 

 令和６年１月～ 事務局全体でのテスト運用 

 令和６年３月～ 全教職員での試行運用 

・電子決裁システム（本部財務課） 

 令和６年１月～ 事務局全体での試行運用 

②  事務の効率化のため、事務局において、令和６年度から次の総務事務等の共通事務の

本部集約化を実施することとした。（小項目No.50―②） 

・本部集約事務 

 事務部支出等の審査事務 

 施設の整備及び修繕事務 

 施設管理系業務や共通事務機器等借上の契約事務 

 資産管理事務 

③ 部署間の情報共有と連携のため、広島C・庄原C・三原C・叡啓大学の担当課長以上の事

務職員が参加する「連絡・調整会議」を、引き続き定期開催した。（小項目No.50―③） 

 ＜連絡・調整会議開催状況＞ 

  原則、２週間に１回開催し、令和５年度に18回開催 

 

④ 両大学図書館の共同利用や図書館システムの共通化を実施し、効率的な運営に取り組

んだ。 

 ・県立広島大学図書館の叡啓大学に対する貸出：851冊 

 ・叡啓大学図書館の県立広島大学に対する貸出：85冊 

 

⑤ 教育ネットワーク中国の単位互換制度に参画し、42科目を提供した。（小項目No.50ー

⑤、No.60ー①） 

 

３ ３ 
 



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会評価 

年度計画の進捗状況等 自己 
評価 

委員会 
評価 特記事項 

企画などを行うとともに、県立広島大学の交

換留学生への叡啓大学学生寮の提供などを

継続し、学生交流を促進する。【再掲50】 

⑥ 令和４年度に引き続き、県立広島大学の交換留学生・ET生に国際学生寮を提供し（令和

５年度15人入寮）、学生寮レジデント・アシスタント主催の歓迎会やスポーツ大会を開催し

（計３回）、両大学間の学生交流を促進した。（小項目No.50ー⑥） 

 

・以上のとおり、事務の効率化のため、本部総務課及び本部財務課において、勤怠管理シス

テム及び電子決裁（文書管理）システムを構築し、令和６年度からの本格稼働に向け、試行

したほか、既存のリソース（図書館、国際学生寮等）の共同利用を進め、年度計画を順調に

実施した。 

72 〔資源配分の重点化〕 

 今後の大学改革の方向性を踏まえ

た、人員配置や財源配分の重点化

を進める。 

■ 今後の大学改革の方向性について情報

収集に努めるとともに、県立広島大学の学

部・学科等再編や叡啓大学の学年進行を踏

まえ、適切な人員配置や財源配分に努める。 

① 県立広島大学の学部学科等再編や大学院博士課程の設置、叡啓大学の大学設置認可

の申請内容に基づき、教員の適正な人員配置や財源配分を行った。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

73 

★ 

〔コンプライアンスの確保〕 

 内部統制基本方針に基づき、法令

遵守など公立大学法人としてのコン

プライアンスを確保するとともに、大

学経営に伴うリスクマネジメントを図

る。 

■ 広島県公立大学法人業務方法書及び広

島県公立大学法人内部統制基本方針並びに

広島県公立大学法人会計規程及び広島県

公立大学法人研究費不正使用防止対策取

扱規程等に基づき、内部統制が有効に機能

しているか否かの検証を行い、コンプライアン

スの確保と大学経営に係るリスクマネジメント

に努める。 

 

■ 令和４年度の内部監査及び外部監査（財

政的援助団体等監査）の状況を踏まえ、計画

的に内部監査等を行い、法人における予算

執行や経費・会計処理の適切な執行の確保

を図る。 

 

■ 外部監査及び内部監査における指摘事

項等を踏まえ、適切な事務執行のための事

務処理ルールの周知や法令遵守意識を啓

発する取組を行う。 

① 令和４年度の内部監査及び外部監査（県監査委員監査）の状況を踏まえ、次のとおり内部

監査を計画し、計画どおりに実施した。 

 ・５月：個人情報管理等 

 ・７月～８月：研究費 

 ・10月～11月：契約事務、備品管理、収入 

 ・1月：情報セキュリティ 

  その結果、不正使用が疑われる案件はなく、以前県監査委員監査で指摘された法令手続

きの遺漏や規程に合致しない契約手続きの実行といった重大な不適切事案も確認されな

かった。一方で、事務処理上のミスが散見されたため、文書で指摘し、事務の改善を図っ

た。 

② 監査室において、過去の監査指摘事項を取りまとめ、事務局内に周知するとともに、イント

ラネット上に指摘事項と留意すべき点を掲載することで、事務のミス防止を図った。（令和６

年１月23日連絡調整会議で周知、令和６年１月30日イントラネットに掲載） 

 

③ 電子決裁（文書管理）システムの導入に伴い、令和６年度から事務局事務部で行う支出等

にかかる支出審査事務を本部財務課に集約・一元化することで、支出審査のチェック体制

の強化を図った。 

 

・以上のとおり、内部統制基本方針に基づき、法令遵守など公立大学法人としてのコンプライ

アンスを確保するとともに、適正な事務処理の定着に向けて、監査室において過去の監査指

摘事項の取りまとめ・周知を行うなど、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

（２）教職員の教育力等の向上 

74 〔多様な教育・研究人材の確保〕 

 任期制や年俸制等の人事制度を

活用しながら、教育力や研究力に優

れた多様な経歴を有する教員の採

用を積極的に推進する。 

【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 法人の教育、研究、地域貢献の機能向

上を図るため、任期制や年俸制等の人事制

度を活用し、教育力や研究力等に優れた多

様な経歴を有する教員を採用する。 

【県立広島大学】 

① 令和４年度に設置した県立広島大学総合学術研究科保健福祉学専攻博士課程後期の

教員体制を確保するため、令和５年度末定年退職の教員２人を特任教員として採用した。 

② 県立広島大学において寄附講座制度を導入するにあたり、同講座を担当するための「寄

附講座教員」の採用方法や任期等を整理し、関係規程を改正、令和６年１月に施行した。 

 

 

 

３ ３ 
 



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会評価 
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【叡啓大学】 

① 叡啓大学において、テニュアトラック制を活用し、同制度により教員を令和５年度中途で１

人を採用し，令和６年度に１人採用内定した。 

≪テニュアトラック制で採用した教員の研究分野≫ 

 令和５年度：（１人、分野：経営） 

 令和６年度：（１人、分野：デジタルリテラシー） 

② 叡啓大学において、企業と連携し、企業の新規事業創出を通じた社会価値の創造、教育

環境の一層の充実を図る観点から、企業の新規事業創出プロジェクトのハンズオン型支援

の実績を有する民間企業の人材を任期付き教員（企業在籍型派遣出向受入）として採用し

た。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

75 

 

〔教員業績評価制度の適切な運用〕 

 教員の諸活動を適正に評価し、そ

の結果を人事、給与、研究費等に反

映させる教員業績評価制度を着実

に実施する。 

【県立広島大学】 

■ 教員業績評価制度の円滑な運用を図る

とともに、課題等を踏まえた制度の改善に継

続的に取り組む。 

■ 新たな評価制度となる教員目標管理制

度の詳細設計を進める。また、試行運用によ

り課題を抽出し、これを制度設計に反映させ

る。 

【県立広島大学】 

① 教員業績評価委員会において、各部局における目標を意識した取組の促進を図るため令

和５年度教員業績評価基準に部局重点項目を設定し、各部局構成員に周知の上、試行的

に評価を実施した。 

② 教員目標管理制度について、教育活動及び研究活動に係る評価項目の選定、評価方法

を検討し、制度設計を進めた。 

３ ３ 
 

  【叡啓大学】 

■ 令和４年度から本格運用を開始した目標

管理型教員業績評価制度の円滑な運用を図

るとともに、課題等を踏まえた制度の改善に

継続的に取り組む。 

【叡啓大学】 

① 学長及び学部長の設定目標の説明会を実施の上、評価者と教員の目標設定等のすり合

わせを行う等、目標管理型教員業績評価制度の趣旨を踏まえて運用するとともに、令和５

年度叡啓大学教員業績評価委員会を開催し、評価に係る評語の見直し等の制度の改善を

図った。 

 

・以上のとおり、教員評価制度の適切な運用に向け、県立広島大学では、各部局における目

標を意識した取組の促進を図るため、令和５年度教員業績評価基準に部局重点項目を設定

し、各部局構成員に周知の上、試行的に評価を実施した。叡啓大学においては、目標管理

型教員業績評価制度を運用し、制度の見直しを図るなど、年度計画を順調に実施した。 
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76 〔教員の教育研究力等の向上〕 

 教員に求められる資質能力の多様

化・高度化に対応した職能開発を推

進するため、FD（ファカルティ・ディベ

ロップメント）を着実に実施するととも

に、国内外研修制度の運用を適切に

行う。 

【県立広島大学】 

■ 教員の教育・研究の遂行に必要な知識

及び能力の向上を図るため、ＦＤを着実に実

施するとともに、教員学外研修助成制度によ

る学外研究機関への派遣を適切に実施す

る。 

■ 教員と職員との協働、学生支援の強化等

に係る専門性の向上のため、教職員対象のＳ

Ｄ研修（教職員共通）を実施する。 

■ 教育ネットワーク中国が主催する研修、

その他学外で実施される研修について学内

に周知し、積極的な参加を促す。 

 

【県立広島大学】 

① 令和２年度から大学教育実践センターに設置した研修部門において、教職員研修（FD・

SD研修）を下表のとおり実施した。 

 参加者数延べ411人（教員338人、職員73人） 

 
 回 日 程 参加者数（人） 

教職員研修 

第１回 7/4 156 

第２回 8/8 21 

第３回 10/16 115 

第４回 11/27 
44 

（うち学生11） 
第５回 12/14 86 

広島県高等学校教育研究・ 
実践合同発表会（本学共催） 

2/9 204 

 

② FD活動促進（助成）事業を学内で募集し、１件応募があり選考の結果１件が採択となっ

た。 

③ 学部・学科・コース等による FD活動（教育改善）15件を推進するとともに、前年度の実施

報告をウェブ・サイトで公表した。 

  https://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/kouto/04-report.html 

④ 県立広島大学研究推進委員会において、教員学外研修助成制度の実施にあたり、新型

コロナウイルス感染症の５類移行を踏まえ、前年度は感染症危険レベルが２以下の場合は

海外も対象としていた研修場所を、日本国内及び海外を対象に緩和し、学内教員の応募を

募った。 ※令和５年度応募者１人、令和４年度応募者０人 

３ ３ 
 

 

  【叡啓大学】 

■ 教員の教育・研究の遂行に必要な知識

及び能力の向上を図るため、教員学外研修

助成制度を構築する。 

■ 教育改善のためのアンケート等の結果を

踏まえて必要なＦＤを企画し、教育の遂行に

必要な知識及び能力の向上を図る。授業実

施に係る基礎的な能力の研修については、

必要に応じて、教育ネットワーク中国主催等

の外部研修を有効に活用し、段階に応じた能

力の開発を行う。 

【叡啓大学】 

① 教員の教育・研究の遂行に必要な知識及び能力の向上を図るため、学外研修助成事業

の制度を構築し、令和７年度実施分について候補者選定を行った。 

② 各クォーター終了後、「教育改善のためのアンケート」を実施し、結果を教員にフィードバッ

クした。その結果を踏まえて、教員自身が授業改善を行った。また、「英語を学ぶ」から「英

語で学ぶ」ための教育効果の向上に関する FDを複数回実施した。（小項目No.42ー④） 

 

 

 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

 
  



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会評価 

年度計画の進捗状況等 自己 
評価 

委員会 
評価 特記事項 

77 〔職員のマネジメント力の向上〕 

 職員の専門性の向上、教員との協

働、学生支援の強化に向けたSD（ス

タッフ・ディベロップメント）の取組な

ど、大学職員に求められる能力開発

を計画的に推進する。 

また、仕事と生活の両立が可能な環

境整備や、従来のやり方にとらわれ

ない働き方改革に取り組むことによ

り、働きやすい職場づくりを推進す

る。 

■ 職員研修計画を策定し、階層別研修、ス

キルアップ研修等を学内で企画・実施し、職

員の資質向上を図るとともに、学外で開催さ

れる研修会等に職員を参加させることで、大

学で特に求められる能力を開発し、大学職員

としての意欲と資質を備えた職員の育成に努

める。 

■ 教員と職員との協働、学生支援の強化等

に係る専門性の向上のため、教職員対象のＳ

Ｄ研修（教職員共通）を実施する。【再掲76】 

① 職員研修計画に基づき、新規採用者研修を開催するとともに、職位や経験年数に応じた

計画的な階層別研修（受講者数延べ26人）、学外で開催される研修への職員派遣（公立

大学職員セミナー等52人）により、職員の資質・能力の向上、意識改革及び他大学職員と

の連携体制を構築した。 

② 連絡・調整会議において、管理監督者に対し管理職の心得を周知・共有するとともに、管

理職のマネジメント能力向上のための書籍を各事務部へ配架することで、自己啓発を促進

することで組織運営上、必要な能力の向上を図った。 

③ 大学職員に求められる知識・能力に資する職員自身の自己啓発の取組を支援するため、

大学院就学に係る授業料等の助成を３人に行った。 

３ ３ 
 

  ＜令和５年度研修参加状況＞ 

種別 研修名 参加者 合計 

階層別研修 令和５年度 新規採用職員研修 13 26 

県中堅研修Ⅱ ４ 

県主査級 １ 

県監督者 ４ 

県管理者 ２ 

県管理者（イクボス式マネジメント） ２ 

学外研修 広島県自治総合研修センター特別研修 16 52 

公立大学に関する基礎研修 16 

公立大学職員セミナー 10 

会計セミナー ４ 

SPODフォーラム2023 ６ 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。   

  
 

（３）戦略的広報の推進 

78 

★ 

 

〔戦略的広報の展開〕 

 大学のブランドイメージを確立する

とともに、知名度向上及び社会に対

する説明責任を果たすため、広報の

基本方針に基づき、国内外に向けた

戦略的広報を積極的に展開する。 

【県立広島大学】 
■ 引き続き、本学の教育、研究及び地域貢
献活動の取組や成果を積極的に学内から収
集し、オウンドメディア（本学ウェブ・サイト、パ
ンフレット、ＳＮＳなど）やアーンドメディア（広告
ではなく、プレスリリースや広報、パブリシティ
活動等によって信頼や評判を獲得して掲載さ
れるメディア）においては、特にプレスリリース
を積極的に活用して効果的な発信を行う。ま
た、近年、情報収集ツールとして活用が拡大
したYouTubeやTikTokなどの動画特化型Ｓ
ＮＳによる発信も強化し、媒体ごとの効果分析
を行いながら、本学への理解を促進する。 

【県立広島大学】 

① 本学の教育・研究・地域貢献活動に関する取組や成果を、本学ウェブ・サイト、大学案内パ

ンフレット、ＳＮＳなどを用いて発信した。 

② プレスリリース（令和６年３月31日現在16件）、ＳＮＳ（平均週２回）、ウェブ・サイト（常時更

新）などを通して情報発信を行い、その結果、70回以上のメディア掲載や出演につなげた。 

③ 学生ブランドアンバサダーと協力しながら、オープンキャンパスや大学祭などのイベントの

写真を撮影し、動画を制作してYouTubeにて配信した。さらに、保健福祉学部における特

色である「チーム医療」をテーマにした動画を制作し、在学生が自らの言葉で魅力を伝える

ことで、受験生に入学後のリアルなイメージを提供しやすいよう工夫し、YouTubeやウェブ・

サイトにアップした。 

④ YouTubeやTikTokなどの動画特化型ＳＮＳを情報提供ツールとして活用し、媒体ごとに効

果分析を行いながら発信を強化した。  

３ ３ 
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  【叡啓大学】 
■ 本学の認知度を向上させ知名度不足を
解消するため、本学ウェブ・サイト、パンフレッ
ト等の充実を図るとともに、ＳＮＳについては、
各ツールの特性やターゲットを踏まえた発信
を行う。 
■ 本学の特性を踏まえ、探究学習推進校
など本学に親和性のある高校の教員等にタ
ーゲットを絞った「狭報」の観点で情報発信を
行う。情報発信に当たっては、本学の育成す
る人材像や卒業後の進路イメージの分かりや
すい説明に努める。 
■ 学生募集にとどまらず、本学の強みや魅
力を打ち出していけるよう、中長期的な観点
でブランディング戦略を検討する。 

【叡啓大学】 

① ウェブ・サイトや、ＳＮＳ（特に Instagram）での学内情報（授業や学生の活動）の発信を強化し

たことで、ウェブ・サイトへの流入数は昨対比156.7%となった。Instagram等のＳＮＳの発信回

数を増やしたことで、フォロワーが昨対比145.6％となった。 

② 令和５年度からは、本学の学びの内容と親和性の高い教育を実施している高校や、探究

学習に関心の高い教員などにターゲットを絞り、関係を強化することで志願者増を図るという

方針のもと、外部リソースを活用してターゲット校を選定し、高校訪問を行った（長野・静岡・

愛知・沖縄 計42校）。また、３年連続して志願者がいる高校や入学した実績がある県内高

校66校、中四国・九州の高校33校を訪問し、大学紹介を行うとともに、進路指導教員と意

見交換した。（小項目No.45ー③） 

  訪問した高校からの志願者数（高校数）：54人（39校） 

③ 教員を対象としたオンライン説明会（9/12、21）や広島県教育委員会と連携して「学校魅

力化コーディネート力養成研修」を共催（6/29、1/26）し、探究学習に関心の高い教員との

連携を深めた。（小項目No.45ー④） 

④ 中期ビジョン検討の中で、教職員・学生・外部アドバイザーの計13人で「ブランド戦略チー

ム」を編成し、上期に集中的に議論を重ね、一定の方向性を得た。このブランド戦略に基づ

いて、ブランドイメージ及び認知向上を目的に、４種類のPR動画を制作し、テレビ、SNS、デ

ジタルサイネージ等で配信した。入試広報や企業・団体など組織への営業活動との連動を

図り、ブランドメッセージの一貫性と影響力の拡大を実現した。 

 

・以上のとおり、戦略的広報の推進にあたり、県立広島大学においては、令和４年度に引き続

きオウンドメディアによる大学の魅力発信に加え、アーンドメディアにおいてはプレスリリースを

積極的に活用したほか、学生ブランドアンバサダーと協力してYouTubeに配信するなど、媒

体ごとに効果分析を行いながら、発信を強化した。叡啓大学においては、ブランド戦略を策定

し、これに基づいてブランドイメージ及び認知向上に向けて PR動画を制作したほか、

Instagramでの学内情報の発信を強化した。こうした取組を通じて、年度計画を順調に実施し

た。 

 
  

79 

★ 

◆ 

〔多様な広報媒体の活用〕 

 大学ウェブ・サイトの多言語対応を

推進し、海外への積極的な情報発

信を行うとともに、ソーシャル・ネットワ

ーク・サービスなど、多様なメディア・

ツールを活用した広報に取り組む。 

【県立広島大学】 
■ 引き続き、公式ウェブ・サイトやＳＮＳ、イン
ターネット広告などによる複合的な広報施策
を強化し、戦略的広報を推進する。また、デ
ジタル分析ツールを用いた検証を行うこと
で、適した媒体でタイムリーに情報を発信す
る。 
 
 
〔ウェブ・サイトの流入数…前年度比５％増〕 
〔ＳＮＳフォロワー数…前年度比１０％増〕 

【県立広島大学】 

① ウェブ・サイトやＳＮＳ、ＤＭ等の広報施策を強化し戦略的な広報を推進した。具体的には、

大学説明会やオープンキャンパスに申し込んだ学生5000人以上の、本学に興味を持つ

高校生にDMを送り、入試関連情報と本学ウェブ・サイトのターゲットに合わせた目的ページ

へのアクセスにつなげた。 

② ＳＮＳのフォロワー数は10.0％増加し、特に高校生の活用率が高い Instagramにおいて

は、前年から29.6%増（1,380人⇒1,788人）で推移している。 

 

〔ウェブ・サイトの流入数…前年度比0.7％増〕 

 令和４年度4,411,083PV、令和５年度4,443,804PV 

〔ＳＮＳフォロワー数…前年度比10.0％増〕 

 令和５年３月31日7,148フォロワー、令和６年３月31日7,860フォロワー 

 

３ ３ 
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  【叡啓大学】 
■ 海外への積極的かつ効果的な広報に資
するため、本学ウェブ・サイト英語版の充実を
図る。また、留学生確保の観点からも、英語
以外の言語による動画制作などに取り組む。 
■ ＳＮＳについては、各ツールの特性を踏ま
えてターゲット別の情報発信を行うとともに、
留学生確保のため、英語による発信回数を
増やし、海外での日本留学フェア主催大学な
どとも連携した広報展開を行う。 
■ 開学前からこれまで実施してきた広報媒
体のうち、本学の広報、ブランディングに有効
なツールを見極めるため、効果の検証を行
う。 

【叡啓大学】 

① グローバルでの大学認知度の向上を目的に、大学検索サイトを運営する海外業者２社と

契約し、本学の紹介ページを開設した。 

② 留学生選抜出願者の増加に向けて、ウェブ・サイト英語版について充実させた。また、留

学を希望する者がより効率的に必要な大学情報を入手できるよう、教学課・教育企画課で

連携して、留学生向けのランディングページを開設した。留学希望者をターゲットとしたイベ

ントと連動したＳＮＳ広告をベトナムとアメリカで実施し、本学の存在を効果的にアピールしたこ

とで、ベトナムとアメリカからのウェブ・サイト流入数が、昨対比それぞれ6048%、202%となっ

た。 

③ 外部団体のＳＮＳを利用した広報や、海外フェア出展に関するバナー広告の出稿等、海外

広報の拡充に注力した。 

④ ブランド戦略において、現状理解の深化、ターゲットの特定、今後においての効果測定と

戦略の最適化のために、認知度調査を実施した。また、オウンドメディアであるウェブ・サイト

を充実させるために、コンサルティングを依頼し、弱点を特定することと今後の改善策を検

討した。 

 

・以上のとおり、多様な広報媒体の活用については、県立広島大学では、学生と協働して学生

視点のコンテンツを受験生特設サイトやＳＮＳを通じて発信し、数値目標を概ね達成した。ま

た、叡啓大学では、外部団体のＳＮＳを利用した広報や、海外フェア出展に関するバナー広

告の出稿等、海外広報の拡充に注力した。これらの取組を通して、年度計画を順調に実施し

た。 

 
  

２ 財務内容の改善に関する取組 

（１）自己収入の改善 

80 

◆ 

〔外部資金の獲得〕 

 法人運営の安定性・自律性を高め

るため、企業等との共同・受託研究

や科学研究費補助金等の競争的資

金の積極的な獲得により、外部資金

の恒常的な確保を図る。 

 

〔数値目標：外部資金の年間獲得総

額 … ２億円以上〕【再掲39】 

【県立広島大学】 

■ 各部局等において、企業等との共同研

究、受託研究を促進するほか、各種競争的

資金の獲得に向けた情報収集と、それを活

かした積極的な申請を行い、外部資金の着

実な獲得に努める。 

■ 令和３年度から実施している添削等の支

援を継続し教員の応募支援を行う。 

■ 各部局等において、引き続き、科学研究

費補助金の高い申請率と獲得件数の維持に

努める。【再掲39】 

■ 地域連携センターにおいて、競争的外部

資金等の公募情報を迅速かつ的確に収集

し、学内での共有化を図るとともに、申請書の

作成支援等を行う。【再掲39】 

               

〔外部資金の年間獲得総額…２億円以上〕

【再掲39】 

① 地域基盤研究機構と各部局等が連携し、企業等学外からの共同・受託研究資金の受入

や、科研費の申請・獲得に継続的に取り組んだ。 

 〔外部資金の年間獲得総額…160,096,035円（数値目標の80.0％）〕 

 

３ ２ 
 

② 科研費獲得支援のため、コンサル業者による添削費用の全額補助を実施し、令和６年度

科研費応募（令和５年度申請分）においては、Ａ社による研究計画調書レビュー25件、面談

支援１件、Ｂ社による添削１件の利用があった。（小項目No.39―①） 

③ 組織的支援策として、優秀な論文の表彰制度の導入及び論文投稿補助、研究データ管

理に関するセミナー開催並びに代表として科研費を獲得した教員に対する研究促進奨励

金制度（令和４年度から３年計画で試行）を実施した。獲得資金の一部を研究活動費に還元

する制度を実施した。（小項目No.39―③） 

   研究促進奨励金制度（令和５年度）：84件82人に還元した 

④ 外部資金受入56件のうち、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、

国立研究開発法人科学技術振興機構等の国庫金を財源とする大型補助金を獲得するだ

けでなく、他大学との共同研究においても広島大学が主幹機関である JSTの大学発新産

業創出プログラム（START）スタートアップ・エコシステム形成支援事業のPeace＆Science 

Innovation Ecosystemに共同機関として参画し、受託研究費を獲得した。 
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 件 数 金 額 

R5 R4 R3 R2 R1 R5 R4 R3 R2 R1 

受託研究 18件 26件 15件 16件 28件 25,320,911円 83,218,096円 97,513,778円 126,315,233円 95,560,307円 

共同研究 17件 18件 32件 28件 23件 11,433,362円 16,861,000円 29,373,200円 31,075,000円 36,133,467円 

研究奨励寄附 4件 8件 9件 14件 11件 1,600,000円 3,866,667円 2,675,000円 5,571,623円 5,110,800円 

提案公募型研究 13件 11件 20件 14件 20件 10,331,762円 10,412,000円 12,742,739円 21,557,000円 16,234,100円 

合 計 52件 63件 76件 72件 82件 48,686,035円 114,357,763円 142,304,717円 184,518,856円 153,038,674円 

科研費 84件 95件 105件 105件 94件 111,410,000円 123,890,000円 125,580,000円 127,040,000円 118,820,000円 

総合計      160,096,035円 238,247,763円 267,884,717円 311,558,856円 271,858,674円 

           
 

  【叡啓大学】 

■ 企業等との共同研究、受託研究を促進

するほか、各種競争的資金の獲得に向けた

情報収集と、それを活かした積極的な申請を

行い、外部資金の着実な獲得に努める。 

 

■ 産学官連携・研究推進センターにおい

て、競争的外部資金等の公募情報を迅速か

つ的確に収集し、学内での共有化を図る。 

 

■ 研究推進事業や研究活動活性化促進事

業の運用を通じて、研究の質の向上を推進

し、科学研究費補助金の高い申請率と獲得

件数の維持につなげる。 

【叡啓大学】 

① 産学官連携・研究推進センターにおいて、各種外部競争的資金の募集情報を適宜教員

に共有した。また、科学研究費助成事業や外部資金への応募数や採択件数の増大を図る

ため、科研費申請書の添削や文献等の研究資料の調達に係る費用を支援する研究活動

活性化促進事業を実施し、教員からの申請を踏まえ716,485円を交付した。 

② 令和６年３月末現在在籍教員26人（学長除く）のうち、約７割の20人が、令和５年度に外

部資金に採択された、もしくは令和５年度に外部資金を継続して保持している。 

 

〔参考数値〕 

○科学研究費助成事業 

・科学研究費助成事業：総額約19,553千円（継続課題含む、研究代表11件、分担者９件） 

・厚生労働科学研究費：500千円（継続、１件） 

・申請：８件(研究代表者として) 

○外部資金 

 継続課題を含み、共同研究６件、受託研究５件、研究奨励寄附金３件、提案公募型１件。 

 新規採択は７件、4,649千円 

 令和６年３月末までに共同研究１件（1,700,000円）、研究奨励寄附金１件（1,000,000円） 

   

・以上のとおり、外部資金の獲得において、外部資金の年間獲得総額は、獲得額の大きい競

争的資金の研究が終了したことにより数値目標に達していないが、科学研究費補助金等の

競争的資金の獲得支援において、外部業者による添削費用の全額補助、計画調書レビュ

ー、面談支援を行うとともに、組織的支援として、優秀な論文の表彰制度及び論文投稿補

助、研究データ管理に関するセミナー開催、及び代表として科研費を獲得した教員に対する

研究促進奨励金制度を実施し、教員の研究活動活性化による外部資金獲得拡大のための

取組を実施しているため、年度計画を順調に実施していると判断した。 
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81 〔多様な収入源の確保〕 

有料公開講座等の増設、寄附金

受入れ制度の運用、大学施設貸付

料収入など、多様な収入源の確保に

努めるとともに、各種料金の適正化

を図る。 

【県立広島大学】 

■ 地域連携センターと各部局等が連携し、

有料公開講座等の受講料、商品化された産

品に係る知財等の実施に伴う収入の確保に

努める。 

【県立広島大学】 

① 有料公開講座を３キャンパスで計14講座実施し、受講料収入の確保に努めた。 

  同収入 271,400円 

② 三原キャンパスでは公開講座に加え、履修証明プログラム２講座で計196,800円の受講

料収入があった。 

③ 広島県と連携し、寄附講座制度を発足した。 

３ ３ 
 

■ 地域連携センター知的財産本部におい

て、権利化された特許の優先的実施権の企

業への付与や有償譲渡を検討する。 

④ 地域基盤研究機構知的財産本部において、次のとおり特許権に関する収入を得た。 

 ・本学保有の特許権１件に関し、共有者へ有償譲渡し、1,084,073円を得た。 

 ・中小企業等との共同研究に基づく特許３件について出願（優先権主張出願を含む） 

  ■ 教室や学生食堂、サテライトキャンパス

ひろしま等、大学施設の地域への貸出を適

切に行う。【再掲54】 

⑤ 大学施設の貸出について、ウェブ・サイトに掲載し周知するなど、施設の円滑な貸出・提供

に努め、有効活用を図った。（小項目No.54ー③） 

  学外機関・団体への貸出件数：有料６件延べ11日，無料４件延べ７日（４年度：有料７件延

べ14日，無料１件延べ2日） 

  施設貸付料収入：436,050円（４年度： 661,025円） 

  「サテライトキャンパスひろしま」貸付料収入：2,114,110円（４年度：2,683,340円） 

  
 

  【叡啓大学】 

■ 教室等の大学施設の地域への貸出を適

切に行う。 

■ 有料公開講座等の受講料の確保に努め

る。 

【叡啓大学】 

① 大学施設の貸出を延べ28件（施設貸付料2,064,740円）行った。 

② ウェブ・サイトや学内報等を通じて、教育研究活動等に関する情報発信を行うとともに、叡

啓大学活動全般を対象として寄附を入学式やウェブ・サイト等によって募集し、９件（90,000

円）の寄附を受け入れた。 

③ 社会人向けの有料の公開講座を1講座4回シリーズで開催した(有料公開講座収益：

475,400円)。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

  
 

（２）経費の抑制 

82 〔人件費の抑制〕 

 教育研究・学生支援水準の維持向

上に配慮しながら、教職員の適正な

配置を行い、総人件費の抑制を図

る。また、非常勤講師担当科目の削

減や隔年開講等により経費の節減を

図る。 

■ 県立広島大学及び叡啓大学の特性を踏

まえ、各大学で必要な教職員の配置計画を

検討し、教員及び法人職員の各採用方針を

策定し、教職員を適切に採用する。 

 

■ 非常勤講師担当科目の削減や隔年開講

等により経費の節減を図る。 

① 事務組織の職員構成や必要となる能力を踏まえた職員の採用方針を策定し、職員の確

保を図るとともに、事務の電子化や本部集約を踏まえ、適切な配置を行った。 

 ・新規採用職員４人 （令和６年４月採用） 

  ※30歳以下の若年層 採用３人 

    情報系業務の社会人経験者 採用１人 

 

【県立広島大学】 

① 県立広島大学において、同一科目で複数開講されている科目を点検し、適切な履修者数

等による開講数を整理することで、非常勤講師が担当する科目の削減を行った。（非常勤

講師担当科目：令和６年度239科目・令和５年度279科目 ※40科目削減） 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
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83 〔経費の節減〕 

 事務局、国際交流センター及び学

術情報センターの共通化、体育館や

グラウンド、図書館の共同利用など、

１法人２大学による効果的・効率的な

運営体制により、歳出の抑制に努め

る。 

【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 令和５年度から、勤怠管理システムや電

子決裁（文書管理）システムを稼働させ事務

の効率化を進めるとともに、総務事務等の共

通業務についてのシステム導入や事務手続

きの見直し等による簡素化・効率化や、部局

間の情報共有・連携を促進するための取組

を、継続して実施する。【再掲50、71】 

【県立広島大学・叡啓大学】 

① 事務の効率化のため、本部総務課及び本部財務課において、勤怠管理システム及び電

子決裁（文書管理）システムを構築し、令和６年度からの本格稼働に向け、試行した。（小項

目No.50ー①、No.71ー①） 

・勤怠管理システム（本部総務課） 

 令和６年１月～ 事務局全体でのテスト運用 

 令和６年３月～ 全教職員での試行運用 

・電子決裁システム（本部財務課） 

 令和６年１月～ 事務局全体での試行運用 

② 事務の効率化のため、事務局において、令和６年度から次の総務事務等の共通事務の本

部集約化を実施することとした。（小項目No.50ー②、No.71ー②） 

・本部集約事務 

 事務部支出等の審査事務 

 施設の整備及び修繕事務 

 施設管理系業務や共通事務機器等借上の契約事務 

 資産管理事務 

③ 部署間の情報共有と連携のため、広島C・庄原C・三原C・叡啓大学の担当課長以上の事

務職員が参加する「連絡・調整会議」を、引き続き定期開催した。（小項目No.50ー③、

No.71ー③） 

 ＜連絡・調整会議開催状況＞ 

 原則、２週間に１回開催し、令和５年度に18回開催 

④ 建物延床面積当たりのエネルギー使用量について、平成29年度の使用量規準から５年

間で年平均１％以上削減する目標数値の達成に努め、令和４年度と比較して空調稼働日

数に増減があるものの、両大学合計で4.5％減（県立広島大学広島C8.2％減、庄原

C0.6％増、三原C7.8％減、叡啓大学6.4％減）であった。 

 

【叡啓大学】 

① 全学的な意識啓発（連休・長期休業中の節電対策、空調設定温度の遵守等）や省エネ設

備改修（LED照明器具への交換、空調機器の省エネ対応への交換）を行った。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

（３）資産の管理・運用の改善 

84 〔資産の適正な管理〕 

 全学的な視点から資産の効率的

な管理を行うとともに、有償貸付や

共同利用を促 

進する。 

■ 固定資産及び管理物品の実査を引き続

き実施し、資産を適正に管理するとともに、教

育研究用の高額機器の全学共同利用制度に

ついて、円滑な運用に努める。また、その適

切な管理・運用に関する教職員への周知・啓

発に努める。 

① 資金の適正な管理・利用を図るため、引き続き、固定資産（50万円以上）及び管理物品

（10万円以上）の実査を県立広島大学３キャンパスと叡啓大学で行った。（実査対象件数：

1,789件） 

② 教育研究用の高額機器については、「県立広島大学及び叡啓大学における教育研究用

機器の共同利用取扱要領」に基づき、取得金額1,000万円以上の機器を共同利用機器一

覧表に掲載・周知することで、円滑な運用に努めた。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
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85 〔資金の適正な運用〕 
 資金の運用に当たって、法人の資
金管理運用方針に基づき、毎年度
管理計画を定めて安全かつ効率的
な運用管理を行う。 

■ 資金管理計画を定め、安全性が高く効率

的な資金運用を行う。 

① 資金管理計画に基づき、一定水準の格付けを有する金融機関のうち、安全性が高く預金

利率が高い定期預金を選定し、運用益の確保に努めた。 

 運用実績：1,417千円（令和４年度 1,483千円） 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

３ 自己点検・評価に関する取組 

86 〔到達目標の可視化と各種データ・資

料の収集と活用〕 

 毎年度、計画の達成状況を把握で

きるよう、年度ごとの目標の適切か

つ具体的な設定に努め、達成状況

等に応じて、取組の改善を図る。ま

た、大学運営に係る各種データや資

料を継続的に収集・蓄積し、点検・評

価の客観性を高める。 

■ 各部局等において、具体的な取組内容と

到達点（レベル）を設定した年度計画の策定

に努める。 

 

① 具体的な取組内容と到達レベルを設定した年度計画を各部局で策定し、これを集約する

とともに、新規採用職員研修等において年度計画や同重点項目について説明し、共通認識

を図った。 

② 関係部局等が連携し、法人・大学の運営状況の指標となる各種データや資料を継続的に

収集・蓄積し、「アニュアルレポート2023（令和４（2022）年度分）」にまとめ、ウェブ・サイトへ

の掲載等を通じて、県民等に向けて、より分かりやすい情報公開に努めた。 

３ ３ 
 

■ 県立広島大学において、学内で蓄積さ

れる様々な教学データの分析を進め、入試

戦略の策定や学部・学科等再編後の総括に

活用する。 

③ 教学ＩＲ推進室において、県立広島大学の各部署に点在するデータの共有に努め、意思

決定に資する環境整備を行った。 

 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

   

87 〔自己点検・評価の実施と評価結果

の活用〕 

 大学運営に係る各種データや資料

に基づき、部局等による自己点検・

評価に努めるとともに、業務評価室

による法人内評価を実施し、その評

価結果及び第三者による評価結果

（設置者による法人評価結果、大学 

機関別認証評価結果等）を適切に大

学運営の改善に反映させる。これら

の点検･評価及び第三者評価の結果

は、速やかに公表する。 

■ 各部局等や業務評価室による自己点検・

評価、並びに広島県や同公立大学法人評価

委員会への関係資料の提出などを適切に行

うとともに、速やかにその結果をウェブ・サイト

で公表する。 

 

 

① 令和４年度の業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間に

おける業務の実績に係る根拠資料・部局等評価などを集約するとともに、業務評価室による

自己点検・評価等を実施した。 

② 根拠資料に基づく自己点検・評価の実施、並びに広島県公立大学法人評価委員会による

評価結果の課題や意見に関係部局等が対応するとともに、令和６年３月までの対応状況を

取りまとめ公表した。また、その進捗状況に応じて令和６年度の年度計画に反映させた。 

③ これらの自己点検・評価の結果は、ウェブ・サイトで速やかに公表した。 

３ ３ 
 

 ■ 大学機関別認証評価の受審に当たっ

て、教育・研究等に関する学内の資料の収

集・整理・分析を業務評価室を中心に実施

し、自己評価書（点検評価ポートフォリオ）に適

切に反映させるとともに、同認証評価を受審

する。 

 

④ 大学機関別認証評価の評価結果において、「優れている点」として人材育成目標「課題探

究型地域創生人材」の具現化など取組３項目が特記され、「県立広島大学は、大学教育質

保証・評価センターが定める大学評価基準を満たしている」との評価を得た。 

⑤ 改善を要する点や今後の進展が望まれる点に対し、内部質保証体制の整備・明確化、大

学院総合学術研究科研究指導に関する規程及び研究計画書の策定など、全学を上げて迅

速かつ的確に対応した。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

  
 

88 〔目標・課題の共有化〕 

 自主的・自律的な質保証の一助と

するため、中期計画の達成状況につ

いて定期的に公開発表する場を設

けるなど、学内における目標・課題の

共有化に努める。 

■ 目標・計画に係る説明会を法人及び両大

学で開催し、教職員に法人・大学の経営理念

を浸透させるとともに、年度計画の周知徹底

を図る。 

① 目標・計画に係る説明会を前期・後期各１回開催し、前期248人後期257人の教職員が

参加した。アンケート調査の結果、「説明会の企画（主旨・構成等）」について、回答者の９割

近く（前期86.8％、後期91.0％）が「非常に良い・良い」と回答した。 

② 同説明会、新任・昇任教員研修会、教育研究審議会等の機会を通じて、学長からのメッ

セージに加え、理事、学長、学長補佐及び部局等が設定した組織の目標について教職員

の共通理解を深めた。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
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４ その他業務運営に関する重要な取組 

（１）危機管理・安全管理 

89 

 

〔危機管理・安全管理〕 

 事故や災害等に適切かつ迅速に

対応するため、危機管理規程、並び

に危機事象対応マニュアルに基づ

き、関係機関と連携し、学生や教職

員に対して安全教育や研修・訓練を

実施する。 

【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 大規模災害の発生に備えた非常用物資

を計画的に備蓄するとともに、消防計画に基

づく訓練を各大学・キャンパスで実施する。 

 

■ 危機管理委員会を開催し、危機管理体

制の充実を図るとともに、必要に応じて危機

管理マニュアルの見直しを行う。 

■ 新型コロナウイルス感染症対策につい

て、適宜危機対策本部を開催し、感染状況

や政府の方針等を踏まえ適切に実施するとと

もに、法人の取組内容を在学生や教職員等

に速やかに周知する。 

【県立広島大学・叡啓大学】 

① 大規模災害の発生に備えた非常用物資を更新するとともに、消防計画に基づく訓練を各

大学・各キャンパスで実施した。 

 県立広島大学広島キャンパス10/30、庄原キャンパス（大学）12/20（学生寮）7/28、 

 三原キャンパス10/26・11/1、叡啓大学12/18 

３ ３ 
 

② 危機管理委員会を開催し、危機管理体制の充実を図るとともに、危機管理マニュアルの

見直しを行った。 

③ 新型コロナウイルス感染症対策について、危機対策本部を開催し、感染状況や政府の方

針等を踏まえ適切に実施するとともに、法人の取組内容を在学生や教職員等に速やかに

周知した。また、令和５年５月８日に感染症法上の「５類感染症」に位置付けられたことに伴

い、広島県の新型コロナウイルス感染症対策本部が廃止されたため、危機対策本部を廃止

した。 

 

   【叡啓大学】 

① 体験・実践プログラム（海外）や留学する学生の危機管理を徹底するため、「海外渡航に係

る危機管理マニュアル」を作成した。さらに、内容を充実させるため、外部の専門業者にマ

ニュアルの精査・見直しを依頼し、内容を検討中である。 

② 事故や災害等が発生した際に迅速に対応できるよう、学生・教職員に「安全の手引き」を

提供した。また、叡啓大学用の危機対応マニュアルを整備し、学内へ周知した。 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

  
 

90 〔安全保障輸出管理の体制整備と運

用〕 

 安全保障輸出規程に基づき、学

生・教職員に対する研修を実施する

とともに、関係機関との連携を強化

し、研究者のリスク回避を徹底する。 

【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 県立広島大学においては地域連携セン

ター安全保障輸出管理室を中心に、叡啓大

学においては産学官連携・研究推進センター

を中心に、各部局と連携して安全保障輸出管

理規程の適切な運用に努める。 

 

【県立広島大学】 

① 中国地域大学等輸出管理ネットワーク会議に参加し、本学の取組について地域基盤研究

機構長が発表を行った。 

② 輸出管理DAY for ACADEMIA 2023に参加し、みなし輸出管理に関する解説に加え、留

学生・研究者の入口管理等について理解を深めた。また、令和５年度大学等向け安全保障

貿易管理説明会に参加し、「みなし輸出」管理の運用明確化に係る対応について理解を深

めた。 

３ ３ 
 

 ■ 中国地域安全保障輸出管理ネットワーク

に参画し、関係機関との連携を強化するとと

もに、研究者対象の安全保障輸出管理セミ

ナーを実施し、リスク回避のための情報を提

供する。 

③ 大学等輸出管理担当者向け講習会に参加し、大学における安全保障貿易管理のための

基礎知識やリスト規制に関して、合体マトリックスの使用方法などの情報収集を行った。 

 

  
 

 【県立広島大学】 

■ 県立広島大学の安全保障輸出管理の機

能強化を目的に、管理の仕組みの見直しを

行う。 

 

④ 安全保障輸出管理の「みなし輸出管理」の明確化への対応について、令和６年４月からの

制度運用のため、規程を改正するとともに、学内手続き等の見直しを行った。 

⑤ 研究インテグリティの確保に係る対応について、令和６年４月からの制度運用のための準

備を整えた。 

  
 



№ 第三期中期計画 令和５年度 年度計画 
法人の自己評価 評価委員会評価 

年度計画の進捗状況等 自己 
評価 

委員会 
評価 特記事項 

   【叡啓大学】 

① 中国地域大学等安全保障輸出管理ネットワーク会議や経済産業省主催の大学等輸出管

理担当者向け講習会に参加し、安全保障輸出管理について最新の情報や取組に関する情

報収集を行い、必要に応じて学内に情報共有を行った。また、全教職員に経済産業省提供

の安全保障貿易管理に係る eラーニングの受講や公立大学協会主催のセミナーの受講を

促した。 

 
・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

   

（２）社会的責任 

91 〔人権尊重・法令遵守〕 

 教職員・学生に対して人権に関す

る研修や啓発活動を実施し、各種ハ

ラスメントなどの人権侵害を防止する

とともに、コンプライアンスを確保し、

公立大学法人としての社会的責任を

果たす。 

【県立広島大学・叡啓大学】 

■ 「ハラスメント防止ガイドライン」及び「ハラ

スメント等の防止等に関する規程」の趣旨を

すべての在学生や教職員等に周知徹底する

とともに、教職員向けの研修会等の啓発活動

を実施する。 

【県立広島大学・叡啓大学】 

① 新規採用の教職員には採用時の研修、新入学生には入学時のガイダンスにおいて「ハラ

スメント防止啓発リーフレット」を配付し、ハラスメント防止の趣旨を周知した。 

② 教職員に対し、ハラスメント防止について周知徹底するとともに、令和３年度及び令和４年

度に実施したハラスメント防止研修の動画を改めて周知し、ハラスメント防止意識の啓発を

図った。 

③ 令和５年度ハラスメント防止研修として、法人の全教職員を対象に、ハラスメント対応を専

門としている弁護士による研修を実施した。また、研修の録画動画を教職員に配信すること

で、オンデマンドでの視聴を周知した。 

 ＜受講状況＞約59% 383人中225人受講 

④ セクシュアルハラスメントを含む性暴力等の防止に向けた取組を推進するため、教員採用

において、学生及び教職員に対するセクハラ・性暴力等を原因とする懲戒処分歴（懲戒処

分相当を含む）を確実に確認するため、広島県公立大学法人教員人事規程に規定する履

歴書の改正を行った。 

３ ３ 
 

   

  【県立広島大学】 

■ 大学教育実践センターにおいて、教職員

または学生を対象として、性的指向・性自認

の多様なあり方の理解促進に向けた研修を

企画・実施する。 

【県立広島大学】 
① 学生及び教職員を対象に、性の多様性への理解を深めるため講演会を実施した。（小項
目No.68ー③） 

 「LGBTQを知ろう！性の多様性について知る・考える」（12/21：学生88人、教職員102人） 

  ■ 全学共通教育科目の「人権」に関連する

科目群の授業をはじめ、講習会やポータル

配信等、様々なチャンネルを通じて、人権尊

重や法令遵守に関する在学生の意識向上に

努める。 

② 全学共通教育科目の「学際知」及び「ダイバーシティ」に位置付けられる７科目の履修を通
して、人権尊重や法令遵守について考察し、学生の意識の啓発を図った。 

 「法学」履修者46人、「日本国憲法」同239人、「多様性理解（ジェンダー論）」同117人、 

 「人間関係論」同272人、「人権論」同154人、「世界の宗教」同122人、「世界の言語と 
 文化」同439人 

   

  【叡啓大学】 

■ 他機関が主催する人権に関する研修会

等に参加し、学生支援担当教職員の意識向

上に努める。 

■ 教育・研究機関の社会的責任として、持

続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の目標達成に資

する取組を推進する。 

 

【叡啓大学】 
① 専門知識の取得や他大学の支援策の情報を入手することを目的として、他機関が主催し
た研修に職員が参加した。(5回) 

② 多様性を尊重し、すべての学生が安心して大学に通うことができるよう「多様性に関する
基本理念と基本方針」を策定した。 

③ 「法的思考」や「多文化共生社会論」の授業を通じて、人権尊重や法令順守に関する学生
の意識向上に努めた。 

④ ハラスメント防止について、「学生便覧」に記載し、新入生ガイダンスで説明するとともに、
日本語・英語で対応できるハラスメント相談窓口を設置している。 
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法人の自己評価 評価委員会評価 

年度計画の進捗状況等 自己 
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評価 特記事項 

  ■ 入門科目・リベラルアーツ科目である「法

的思考」、「哲学・倫理学入門」、「多文化共生

社会論」などの授業を通じて、人権尊重や法

令遵守に関する学生の意識向上に努めるほ

か、人権擁護機関による「人権に関する相談

窓口」に関する情報を学生へ提供する。 

 
 
 
 
 
・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

   

（３）情報公開の推進 

92 〔情報公開の推進〕 

法人経営の透明性確保と社会へ

の説明責任を果たす観点から、大学

内部における情報共有とともに、社

会に対する情報公開の一層の促進

を図る。 

■ ウェブ・サイトを通じた財務諸表や法人会

議議事録等の情報公開、並びに「大学ポート

レート」の活用により、支援者等への適切な情

報提供に努める。 

■ 事業実績や財務状況等をまとめた「アニ

ュアルレポート」を作成し、ウェブ・サイトで公表

する。 

① 業務実績報告書やその評価結果、財務諸表、法人会議の議事録等について、情報公開

に適切に取り組むとともに、文部科学省が推進する全国の大学の情報ポータルサイト「大学

ポートレート」に加入し、全国規模での大学情報の公開を推進した。 

 

② 小項目No.86に記載のとおり、関係部局等が連携し、法人・大学の運営状況の指標となる

各種データや資料を継続的に収集・蓄積し、「アニュアルレポート2023（令和４（2022）年度

分）」にまとめ、ウェブ・サイトへの掲載等を通じて、県民等に向けて、より分かりやすい情報公

開に努めた。（小項目No.86ー②） 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

３ ３ 
 

（４）施設設備の整備・活用 

93 

 

〔計画的な施設の整備・活用〕 

 長期的な施設整備計画に基づき

施設の長寿命化を踏まえた施設整

備を計画的に実施するとともに、施

設の効果的な活用を図る。 

また、新大学のために必要な施設

を確保するとともに、グローバル化の

推進に向け、新たに留学生宿舎を確

保する。 

■ 学修環境及び執務環境の充実と、老朽

化した施設設備の更新を一体的・計画的に進

める整備計画を適宜見直すとともに、年次計

画を作成・実施する。 

① 法人における長期保全計画の改訂を行い、令和５年度を含む複数年にわたる実施計画

にまとめるとともに、令和５年度分を実施した。 

 

 

 

 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

 

３ ３ 
 

94 〔ＩＣＴを活用した学修・研究システム

の整備〕 

 時間と場所の制約を受けにくい学

修・研究環境の整備や、更なるアク

ティブ・ラーニングの推進など、教育

プログラムの質の向上に資する、リア

ルタイム・双方向送受信機能を備え

た情報通信技術（ＩＣＴ）を導入する。 

また、情報セキュリティの基本方

針等に基づき、情報システムの適切

な管理とセキュリティ対策について、

情報環境の変化に対応しながら推進

するとともに、情報セキュリティ意識

の啓発を継続的に実施する。 

【県立広島大学】 

■ 情報システムに関する新たなガバナンス

体制のもとで、次期基幹ネットワークシステム

等を構築し、リモートアクセスや必携ＰＣの活

用など、ＩＣＴを活用した学修・法人運営の環境

を提供する。 

【県立広島大学】 

① 令和６年４月１日の本番稼働に向け、基幹ネットワーク・情報処理演習室システム等の新シ

ステムへの移行を適切に行った。 

② 学術情報課から戦略推進課への組織改編にあたり、情報管理体制を強化し、法人内にお

ける情報環境の安定した提供に努めた。また、情報セキュリティ委員会で「情報セキュリティ

強化中期計画」及び「令和５年度計画」を策定した。 

３ ３ 
 

 ■ 情報セキュリティ意識の向上を図るた

め、教職員を対象とした情報セキュリティに係

る研修会を実施する。 

■ 外部からのサイバー攻撃による被害を未

然に防ぐため、定期的に不正アクセス等を監

視するほか、引き続き予防と啓発に努める。 

③ 情報セキュリティ意識の向上を図るため、法人教職員を対象とした「情報セキュリティ研修

会」を実施した。（12/4実施、参加者146人）。 

 

④ 情報ネットワークシステムへの不正アクセス等に備えた運用監視を常時行い、安定的な

稼動・運用を図るとともに、全教職員対象の標的型メール攻撃対策訓練を２回実施し、外部

からのサイバー攻撃に対する回避意識の醸成に努めた。（クリック・開封率：１回目8.5％

（2/5実施）、２回目7.1％（3/4実施）） 
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  【叡啓大学】 

■ 引き続き、遠隔講義に必要な機材の導

入の整備やアクティブ・ラーニングの推進の

向上につながる情報通信技術の導入を進

め、教育プログラムの質の改善に努める。 

 

■ 本部学術情報センターや学外団体が主

催する情報セキュリティに関する研修会など

の情報を教職員と共有し、情報セキュリティ

意識の啓発に取り組む。 

【叡啓大学】 

① 入学予定者を対象に、必修科目「ICT入門」の事前課題として、インターネットの基本的な

注意点やセキュリティ対策の内容を含んだ e-learning「Infoss情報倫理」を全員に課し、意

識啓発を行った。 

 

 

 

 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

  
 

（５）支援者等との連携 

95 〔支援者等との連携強化〕 

 保護者や卒業生、同窓会等の大学

の支援者等から継続的な支援が得

られるよう、大学の教育研究活動等

に関する情報提供等を行い、連携の

強化を図る。 

【県立広島大学・叡啓大学】 

■ ウェブ・サイト等を通じて、本法人の教育

研究活動等に関する情報提供の充実を図る

ことに加えて、「広島県公立大学法人へのご

支援」（寄附）専用サイトにおいて、支援・寄附

の受入強化を図る。 

【法人】 

① 「広島県公立大学法人へのご支援」（寄附）専用サイトにおいて、支援・寄附の受入強化を

図った。 

 ・古本基金：27,157円 

 ・一般寄附：11,191,689円 

② 令和６年１月に開催された東京広島県人会にブース出展し、県立広島大学及び叡啓大学

の PR活動を実施した。 

３ ３ 
 

  ■ 県立広島大学の後援会組織について、

本部総務課が中心となり、保護者からの要望

を踏まえた県立広島大学後援会会員対象の

事業を実施する。 

【県立広島大学】 

① 県立広島大学後援会で、令和５年度後援会総会、理事会を対面とオンラインを併用して

開催した。 

② 後援会総会後に保護者の関心の高い就職活動をテーマにした講演会「最近の就職活動

について」を開催した。 

  
 

  ■ ＨＢＭＳにおいて、平成３０年度に設立した

ＨＢＭＳコミュニティ（同窓会組織）と連携し、在

学生・修了生・地域の社会人を対象としたセミ

ナーを企画・実施する。また、ＨＢＭＳが企画・

実施する経営人材を養成するための各講座

において、修了生を非常勤講師やＴＡ（ティー

チング・アシスタント）として採用し運営するこ

とにより、継続的な関わり（エンゲージメント）を

維持するとともに、修了生に対しても継続的

な学びの機会を提供する。 

③ HBMSにおいて、HBMSコミュニティ（同窓会）組織と連携し、3月17日に「ビジネス協奏

会」を開催し、学生・修了生のみならず一般の方々にも公開した（参加者32人）。 

④ HBMSにおいて、令和４年度に引き続き、経営人材養成にかかる講座において、優秀な

修了生を非常勤講師やTAとして積極的に採用した。令和５年度には、文科省BP認定プロ

グラム「HBMSプロフェッショナル人材育成講座」の「地域事業開発演習」において３人、履修

証明プログラム「竹原地域次世代ビジネスリーダー養成講座：憧憬未来塾」において４人、計

７人の修了生講師にプロジェクト指導を担当する非常勤講師に任命した。 

  
 

  ■ 叡啓大学において、ウェブ・サイトや学内

報等を通じて、教育研究活動等に関する情

報提供の充実を図るとともに、寄附支援を呼

びかけ、支援・受入の強化を図る。 

【叡啓大学】 

① ウェブ・サイトや学内報等を通じて、教育研究活動等に関する情報発信を行うとともに、叡

啓大学活動全般を対象として寄附を入学式やウェブ・サイト等によって募集し、９件（90,000

円）の寄附を受け入れた。（小項目No.81ー②） 

 

・以上のとおり、年度計画を順調に実施した。 

  
 

 


